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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の概要 

 

(1)計画策定の背景及び趣旨 

京都府では、障害者基本法第１１条第２項の規定により、平成２７ 

年度から令和元年度までの５年間を計画期間とする第３期京都府障害

者基本計画を策定し、障害者施策の総合的な推進を図り、教育、福 

祉、保健・医療、生活環境、雇用・就労など、様々な分野にわたり、着

実に取組を進めてきたところです。 

 

 

 

 この間、国では、平成２８年に障害を理由とする差別の解消の推進 

に関する法律（障害者差別解消法）が施行され、障害者に対する社会的

障壁の除去や合理的配慮の提供の考え方が明記されたほか、障害者 

の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）が一部改正され、さ

らには、平成３０年に障害者による文化芸術活動の推進に関する法 

律が施行されるなど、平成２６年１月に批准された障害者の権利に関 

する条約（障害者権利条約）の実効性を確保するため、障害のある人に

関わる制度に大きな動きが見られたところです。 

 

 京都府においても、平成２６年３月に制定した「京都府障害のある 

人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」 

に加え、「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害の 

ある人とない人とが支え合う社会づくり条例」を平成３０年３月に制 

定し、障害のあるなしにかかわらず、府民誰もが相互に人格と個性を 

尊重し合い支え合う共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めてき

ました。 

 

こうした中、第３期京都府障害者基本計画における現状と課題、国 

の第４次障害者基本計画に加え、令和元年 10月に策定した「京都府 

総合計画」なども踏まえ、新たな「第４期京都府障害者基本計画」を 

策定し、障害のある人の自立と社会参加の支援等のための施策の総合

的・計画的な推進を図っていくこととしています。 

 

 

 

 

【障害者施策に関する主な法律等の整備状況】 

 （省略） 
 

第１章 基本理念等 

 

 

 

１ 目的及び趣旨 

本計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた 

 めの法律（以下「障害者総合支援法」といいます。）及び児童福祉法 

「」に定めるサービス等の必要量を的確に見込むとともに、その提供

体 

制の確保のための方策を定め、サービス提供体制の計画的な整備 

を図り、円滑な制度の実施を確保するものであり、障害者基本法に基 

づき障害者施策の基本方針として策定した「京都府障害者基本計画 

（令和２年３月策定）」（以下「基本計画」といいます。）の実施計画 

として位置づけるものです。 

また、各市町村のサービス見込量や目標値及び各圏域からの課題 

 を参考に策定している計画となっていることから、各市町村におい 

ては、本計画を参考にした上で、実施されることを想定しているもの 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の概要 

 

(1)計画策定の背景及び趣旨 

京都府では、「障害者基本法」に基づく第４期京都府障害者基本計画

（令和２年度～令和５年度）を策定するとともに、「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に

基づく第６期京都府障害福祉計画、児童福祉法に基づく第２期障害児

福祉計画を策定し、障害者施策の総合的な推進を図り、教育、福祉、保

健・医療、生活環境、雇用・就労など、様々な分野にわたり、着実に取

組を進めてきたところです。 

 

この間、国では、平成２８年に「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律（障害者差別解消法）」が施行され、障害者に対する社会

的障壁の除去や合理的配慮の提供の考え方が明記されたほか、障害者

の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）が一部改正され、さ

らには、平成３０年に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法

律」が施行されるなど、平成２６年１月に批准された「障害者の権利に

関する条約（障害者権利条約）」の実効性を確保するため、障害のある

人に関わる制度に大きな動きが見られたところです。 

 

 京都府においても、平成２６年３月に制定した「京都府障害のある人

もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」に

加え、「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある

人とない人とが支え合う社会づくり条例」を平成３０年３月に制定し、

障害のあるなしにかかわらず、府民誰もが相互に人格と個性を尊重し

合い支え合う共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めてきまし

た。 

 

こうした中、第４期京都府障害者基本計画及び第６期京都府障害福祉

計画、第２期障害児福祉計画における現状と課題、国の第５次障害者基

本計画、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針に加え、令和５年３月に策定した「京都府総

合計画」なども踏まえ、新たに障害者基本計画、障害福祉計画、障害児

福祉計画を一体的なものとして「京都府障害者・障害児総合計画」を策

定し、障害のある人の自立と社会参加の支援等のための施策の総合的・

計画的な推進を図っていくこととしています。 

 

【障害者施策に関する主な法律等の整備状況】 

 （省略） 
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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

(2)基本理念 

  障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 

を尊重し合いながら共生することができるよう、次の社会を目指し 

ます。 

① 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して 

暮らせる社会 

② 希望に添って働き続けることができる社会 

③ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツな 

どの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

 

(3)施策を進めるにあたっての横断的視点 

 ① 社会におけるアクセシビリティの向上 

   障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかか 

わらず、安心して生活できるようにするため、障害者の活動を制 

限し、社会への参加を制約する施設や設備、様々な制度や慣行、 

観念等の社会的障壁（バリア）の除去を進め、ハード・ソフト両 

面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、社会のあらゆる場面 

におけるアクセシビリティの向上を図る。 

 

 ② 当事者本位の総合的な支援 

   障害者の自己選択・自己決定が尊重され、ライフステージに応 

じた適切な支援を受けられるよう、福祉、医療、雇用、教育、文 

化芸術・スポーツ等の各分野の有機的な連携のもと、施策を総合 

的に展開し、切れ目のない支援を行う。 

 

 ③ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

   障害者施策は、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた障害 

者の個別的な支援の必要性を踏まえて実施する。 

   また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、重症心身障 

害その他の重複障害等それぞれの障害の特性や求められる配慮 

について、府民のさらなる理解の促進に向けた広報・啓発活動を 

行うとともに、施策の充実を図る。 

     

 ④ 障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援 

   障害のある女性、障害のある子ども及び障害のある高齢者など 

複合的に困難な状況に置かれた障害者に対するきめ細かい配慮 

の必要性を踏まえて障害者施策を展開する。 

 

 ⑤ ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 

   障害者施策の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを構築し、 

着実に実行するとともに、施策の不断の見直しを行っていく。 

   また、障害者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けら 

れるよう、市町村等との適切な連携及び役割分担の下で、障害者 

施策を実施する。 

   さらに、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者 

２ 基本理念 

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 

 を尊重し合いながら共生することができるよう、次の社会を目指し 

ます。 

① 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して 

暮らせる社会 

② 希望に添って働き続けることができる社会 

③ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツな 

どの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)基本理念 

   障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 

を尊重し合いながら共生することができるよう、次の社会を目指し 

ます。 

① 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して

暮らせる社会 

② 希望に添って働き続けることができる社会 

③ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツな

どの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

 

(3)施策を進めるにあたっての横断的視点 

 ① 社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 

   障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかか 

わらず、安心して生活できるようにするため、障害者の活動を制限 

し、社会への参加を制約する施設や設備、様々な制度や慣行、観念 

等の社会的障壁（バリア）の除去を進め、ハード・ソフト両面にわ 

たる社会のバリアフリー化を推進し、社会のあらゆる場面におけ 

るアクセシビリティの向上を図る。 

 

 ② 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

   障害者の自己選択・自己決定が尊重され、ライフステージに応じ 

た適切な支援を受けられるよう、福祉、医療、雇用、教育、文化芸 

術・スポーツ等の各分野の有機的な連携のもと、施策を総合的に展 

開し、切れ目のない支援を行う。 

 

 ③ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

   障害者施策は、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた障害者 

の個別的な支援の必要性を踏まえて実施する。 

 また、知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、 

盲ろう、重症心身障害その他の重複障害等それぞれの障害の特性 

や求められる配慮について、府民のさらなる理解の促進に向けた 

広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図る。 

     

④ 障害のある女性、子ども及び高齢者に配慮した取組の推進 

 障害のある女性、障害のある子ども及び障害のある高齢者など、 

複合的に困難な状況に置かれた障害者に対するきめ細かい配慮の 

必要性を踏まえて障害者施策を展開する。 

 

⑤ ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 

 障害者施策の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを構築し、着 

実に実行するとともに、施策の不断の見直しを行っていく。 

 また、障害者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けら 

れるよう、市町村等との適切な連携及び役割分担のもとで、障害者 

施策を実施する。 

 さらに、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者
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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施 

策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保 

し、総合的・計画的な施策の展開を図る。 

 

(4)計画の性格及び位置付け 

  この計画は、障害者基本法第１１条第２項に基づき、国の「障害 

者基本計画」を基本として策定する「都道府県障害者計画」です。 

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ 

 計画的な推進を図るために策定するものであり、京都府が講ずる障 

害者施策に関する基本的な計画として位置付けています。 

また、この計画は、京都府政運営の指針である「京都府総合計画」 

など、関連計画との整合性を図りながら、今後４年間の障害者施策 

の基本的な方向を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)計画の対象期間 

  障害福祉計画との整合を図る観点から、令和２年度（２０２０年 

度）から令和５年度（２０２３年度）までの４年間とします。 

 

 

 

 

    

(6)計画の対象となる障害者の範囲 

  この計画の対象となる障害者は、障害者基本法第２条の定義に基 

づき、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他 

の心身の機能の障害がある人であって、障害及び社会的障壁により 

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある 

人」とします。 

 

 

 

 

 

３ 計画策定の基本的な考え方 

国基本指針を踏まえ、各市町村が策定する市町村障害福祉計画に 

定める数値目標及びサービス等見込量を基に府障害福祉計画及び府 

障害児福祉計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本府においては、障害者基本法に基づき、学識経験者や障害 

者団体及び各種障害のある当事者等から構成されている「京都府障 

害者施策推進協議会（障害者総合支援法に基づく「京都府障害者自立 

支援協議会」を兼ねる。）」を設置しており、本計画の策定に当たって 

は、この京都府障害者施策推進協議会の意見を聴くこととし、本計画 

に反映させています。 

なお、本計画は、障害のある府民の方へのアンケートやパブリック 

コメントを行った上で、いただいた御意見を参考に策定しておりま 

す。 

 

５ 計画期間 

令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

 

 

６ 根拠法令 

障害者総合支援法第 89条第１項 児童福祉法第 33条の 22第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施

策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保

し、総合的・計画的な施策の展開を図る。 

 

(4)計画の性格及び位置付け 

この計画は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の 

総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、京都府 

が講ずる障害者施策に関する総合的な計画として位置付け、障害者 

基本計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を一体的に定めるもので 

す。 

障害者基本計画は、障害者施策についての基本的な方向を示し、実 

効性ある施策を総合的かつ計画的に推進するために定めるもので、 

障害福祉計画及び障害児福祉計画は、障害者基本計画の実施計画と 

して位置付け、また、各市町村が計画に定めるサービス等見込量や数 

値目標、各圏域における課題を踏まえ策定します。 

なお、令和元年の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する 

法律（読書バリアフリー法）」の施行により、障害者の社会参加を促 

進する施策の充実が図られており、この計画は、読書バリアフリー法 

に基づき策定する「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する 

計画」としての性格も併せ持ちます。 

なお、本府においては、障害者基本法に基づき、学識経験者や障害 

者団体及び各種障害のある当事者等から構成されている「京都府障 

害者施策推進協議会（障害者総合支援法に基づく「京都府障害者自立 

支援協議会」を兼ねる。）」を設置しており、計画の策定に当たって 

は、同協議会の意見を聴くこととし、計画に反映させています。 

また、本計画は、障害のある府民へのアンケートやパブリックコメ 

ントを行った上で策定しています。 

 

 

 

(5)計画の対象期間 

計画の対象期間は、令和６年度から令和１１年度までの６年間と 

します。なお、障害福祉計画・障害児福祉計画に関するものについて 

は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

   

  

（削除）※本文当初に記載 
 

(6)計画の対象となる障害者の範囲 

この計画の対象となる障害者は、障害者基本法第２条の定義に基 

づき、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の 

心身の機能の障害がある人であって、障害及び社会的障壁により継 

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」 

とします。 
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第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

(7)分野別の施策体系 

  この計画では、共通する５つの横断的視点を基に、９つの分野か 

ら施策を構築し、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策 

を推進していきます。 

 

Ⅰ 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して 

暮らせる社会 

４ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

① 権利擁護の推進、虐待の防止 

② 障害を理由とする差別の解消の推進 

 １ 安全・安心な生活環境の整備 

① 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

② 住宅の確保 

③ 移動しやすい環境の整備等 

④ アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 

 ２ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

① わかりやすい情報の提供 

② 意思疎通支援の充実 

③ 選挙等における配慮等 

④ 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

 ３ 防災、防犯等の推進 

① 防災対策の推進 

② 防犯対策の推進 

③ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

６ 保健・医療の推進 

① 保健・医療の充実等 

② 保健・医療を支える人材の育成・確保 

③ 難病に関する保健・医療施策の推進 

④ 精神保健・医療の適切な提供等 

 ５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

① 意思決定支援の推進 

② 相談支援体制の整備 

③ 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

④ 障害のある子どもに対する支援の充実 

⑤ 障害福祉サービスの質の向上等 

⑥ 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普 

及促進及び身体障害者補助犬の育成等 

⑦ 障害福祉を支える人材の育成・確保 

 

Ⅱ 希望に添って働き続けることができる社会 

 ７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

① 総合的な就労支援 

② 経済的自立の支援 

③ 障害者雇用の促進 

④ 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)分野別の施策体系 

  この計画では、共通する５つの横断的視点を基に、９つの分野から 

施策を構築し、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を 

推進していきます。 

 

Ⅰ 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して暮

らせる社会 

１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 （小項目削除）※第２章で記載、以下同じ 
 

２ 安全・安心な生活環境の整備 

 

 

 

 

３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実及び読書 

バリアフリー 

 

 

 

４ 防災、防犯等の推進 

 
 

 

５ 保健・医療の推進 

 

 

 

 

６ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 希望に添って働き続けることができる社会 

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 
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⑤ 福祉的就労の充実 

 

Ⅲ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツな 

どの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

９ 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 

① インクルーシブ教育システムの推進 

② 教育環境の整備 

③ 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

④ 交流及び共同学習の推進 

 

 ８ 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 

① 文化・芸術活動の振興 

② スポーツ、レクリエーション活動の推進 

  

 

(8)成果目標の設定（詳細は「別表」参照）     

  計画期間に達成すべき目標として数値化が可能な施策について、 

成果目標を設定し、計画の実効性を確保します。 

 

(9)計画の推進 

計画の推進に当たっては、京都府が主体となり、国、市町村、障害 

者関係団体・施設・事業者等と連携を図り、一体となって対応します。 

特に国に対しては、国の障害者基本計画、障害者総合支援法等に基 

づく必要な行財政上の措置と支援を要請します。 

また、計画に掲げた方針や施策については、府として全庁的に総合 

的な取組を行います。 

計画の実施に当たっては、「京都府障害者施策推進協議会（京都府 

障害者自立支援協議会）」の意見を聴きながら進捗状況の把握と点検 

を行い、計画的な推進を図ります。 

 
 

 
２ 障害保健福祉圏域の設定 

(1)設定の趣旨 

障害のある人に対する保健福祉サービスについては、その施策内 

容や市町村の人口規模などから、市町村によっては、単独での実施が 

困難な場合があることから、地域にサービスの偏在が生じないよう、 

市町村の地域特性や人口規模などを踏まえ、複数の市町村を含む広 

域的な見地から施策の展開を図ることにより、府域全体のバランス 

のとれたサービス供給体制、基盤の整備を推進する観点により、平成 

１０年１１月から障害保健福祉圏域を設定しています。 

 
(2)設定の考え方 

保健・医療施策及び高齢者施策との連携を図る必要があるため、京 

都府保健医療計画に基づく「２次医療圏」及び京都府高齢者健康福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 区域の設定 

指定障害福祉サービス又は指定相談支援等の種類ごとの量の見込 

みを定める単位となる区域を設定します。 

区域の設定に当たっては、保健・医療施策及び高齢者施策との連携 

を図るため、基本計画と同様に障害保健福祉圏域（６圏域）を基本に 

サービス提供基盤の整備を図ります。 

（表省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツなど 

の分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

８ 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 

 

 

 

 

 

９ 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 

 

 

 

 

(8)成果目標の設定（詳細は「別表」参照）     

  計画期間に達成すべき目標として数値化が可能な施策について、 

成果目標を設定し、計画の実効性を確保します。 

 

(9)計画の推進 

計画の推進に当たっては、ＳＤＧs（持続可能な開発目標）の理念 

を踏まえ、多様性を認め合いながら、誰もが活躍し、全員参加で支え 

る社会の実現に向けて、京都府が主体となり、国、市町村、関係団体・ 

施設・事業者等と連携を図り、一体的かつ総合的な取組を行います。 

特に国に対しては、国の障害者基本計画、障害福祉サービス等及び 

 障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針、障 

 害者総合支援法等に基づく必要な行財政上の措置と支援を要請しま 

す。 

また、計画の実施に当たっては、「京都府障害者施策推進協議会（京 

都府障害者自立支援協議会）」の意見を聴きながら進捗状況の把握と 

点検を行い、計画的な推進を図ります。 

 

２ 障害保健福祉圏域の設定 

(1)設定の趣旨 

障害のある人に対する保健福祉サービスについては、その施策内 

容や市町村の人口規模などから、市町村によっては、単独での実施が 

困難な場合があることから、地域にサービスの偏在が生じないよう、 

市町村の地域特性や人口規模などを踏まえ、複数の市町村を含む広 

域的な見地から施策の展開を図り、府域全体のバランスのとれたサ 

ービス供給体制、基盤の整備を推進するため、平成１０年１１月から 

障害保健福祉圏域を設定しています。 

 

(2)設定の考え方 

保健・医療施策及び高齢者施策との連携を図る必要があるため、京 

都府保健医療計画に基づく「２次医療圏」及び京都府高齢者健康福祉 
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計画に基づく「高齢者健康福祉圏域」と同一区域の６つの圏域として 

います。 

なお、京都・乙訓圏域については、大都市特例により京都市の権限 

が定められていることから、「京都市サブ圏域」及び「乙訓サブ圏域」 

を設定しています。 

 （表省略） 
 
３ 障害者手帳取得者数の推移 

平成３０年度末現在で、京都府における障害者手帳取得者数は、 

約１９万６千人です。 

障害者自立支援法が施行された平成１８年度末（約１６万２千 

人）との比較では、約３万４千人増えています。 

（表省略） 
 

第２章 各分野別施策の基本方向 

Ⅰ 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して 

暮らせる社会 

４ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

【基本的考え方】 

  誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、「京都府障害のある 

人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条 

例」等に基づき、障害及び求められる配慮等に関する理解の促進や、 

障害のある人とない人の相互理解を深めるための広報・啓発活動を 

実施するとともに、相互の交流を促進します。 

また、条例及び障害者差別解消法等に基づき、障害者の活動を制 

限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するための取 

組を進めるとともに、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止 

等、障害のある人等の権利擁護のための取組を着実に推進します。 

 

 

(1) 権利擁護の推進、虐待の防止 

障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門 

職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然 

防止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、 

障害や高齢により判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る 

成年後見制度等の利用促進を図り、障害のある人等の権利擁護を推 

進します。 

 

○ 市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、障害者虐待防止法、 

高齢者虐待防止法について、広く府民に周知し、虐待の未然防止 

や早期発見・早期対応を図ります。 

 

○ 「京都府障害者・高齢者権利擁護支援センター」において、専 

門職団体と連携・協力して、専門職チームの市町村への派遣、専 

門職による電話相談を行うなど、障害者虐待、高齢者虐待の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第２章 サービス見込量及び計画的な基盤整備） 

２ サービス基盤の整備に向けた基本計画における施策の方向性 

基本計画に掲げる以下の基本方向に基づき施策を引き続き推進し 

ます。 

(4) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、「京都府障害のある人 

もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」 

等に基づき、障害及び求められる配慮等に関する理解の促進や、障害 

のある人とない人の相互理解を深めるための広報・啓発活動を実施 

するとともに、相互の交流を促進します。 

また、条例及び障害者差別解消法等に基づき、障害のある人の活動 

を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するため 

の取組を進めるとともに、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の 

防止等、障害のある人等の権利擁護のための取組を着実に推進しま 

す。 

① 権利擁護の推進、虐待の防止 

障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門 

職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然防 

止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、定期 

的な虐待防止・権利擁護研修を市町村や事業所に対して引き続き行 

います。 

 

 

さらに、虐待が発生し、分離が必要なとき等の緊急時に備え、シェ 

ルターとなる居室等の確保を行います。 

 

 

 

 

 

計画に基づく「高齢者健康福祉圏域」と同一区域の６つの圏域として 

います。 

なお、京都・乙訓圏域については、大都市特例により京都市の権限 

が定められていることから、「京都市サブ圏域」及び「乙訓サブ圏域」 

を設定しています。 

 （表省略） 
 

３ 障害者手帳取得者数の推移 

  令和４年度末現在で、京都府における障害者手帳取得者数は、約１ 

 ９万８千人です。 

  障害者自立支援法が施行された平成１８年度末（約１６万２千人） 

との比較では、約３万６千人増えています。 

（表省略） 
 

第２章 各分野別施策の基本方向 

Ⅰ 障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して暮 

らせる社会 

１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

【基本的考え方】 

  誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、「京都府障害のある人 

もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」 

等に基づき、障害及び求められる配慮等に関する理解の促進や、障害 

のある人とない人の相互理解を深めるための広報・啓発活動を実施 

するとともに、相互の交流を促進します。 

また、条例及び障害者差別解消法等に基づき、障害者の活動を制限 

し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するための取組 

を進めるとともに、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、 

障害のある人等の権利擁護のための取組を着実に推進します。 

 

 

(1) 権利擁護の推進、虐待の防止 

障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門 

職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然防 

止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、障害 

や高齢により判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後 

見制度等の利用促進を図り、障害のある人等の権利擁護を推進しま 

す。 

 

○ 市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、障害者虐待防止法、 

高齢者虐待防止法について、広く府民に周知し、虐待の未然防止や 

早期発見・早期対応を図ります。 

 

○ 「京都府障害者・高齢者権利擁護支援センター」において、専門 

職団体と連携・協力して、専門職チームの市町村への派遣、専門職 

による電話相談を行うなど、障害者虐待、高齢者虐待の対応窓口と 
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窓口となる市町村の権利擁護の取組をきめ細かく支援します。 

 

○ 虐待事例に基づき、市町村職員を対象とする事例検討会を行う 

とともに、市町村等が開催する権利擁護研修等に専門職の講師を 

派遣するなど、関係職員のスキルアップや資質向上を図ります。 

 

○ 障害者施設・事業所・市町村職員を対象とする虐待防止研修を 

開催し、施設・事業所における障害者虐待の未然防止等の取組の 

促進を図ります。 

 

○ 家庭裁判所、市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、成年 

後見制度の正しい知識の周知を図り制度の適切な利用を促進す 

るとともに、市町村が地域連携ネットワークを構築できるよう、 

中核機関の設置や運営等について助言・支援を行います。 

 

○ 法人後見の取組や市民後見人の養成等を促進するため、市町村 

職員を対象とする先進事例等の勉強会を開催するとともに、市町 

村が行う成年後見制度利用支援事業や成年後見制度法人後見支 

援事業を支援します。 

 

 ○ 障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービス利 

用援助（福祉サービスに関する情報提供・助言、利用手続、利用 

料支払いの援助、日常的金銭管理等）を行うことにより、安心し 

て地域で自立した生活が送れるように支援します。 

 

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進 

障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向 

け、府民誰もが、障害のある人や高齢者等の自立した日常生活や社 

会生活を確保することの重要性について理解を深め、一人ひとりが 

互いを思いやり、支え合えるようにするため、幅広い府民への啓発 

活動を実施し、「心のバリアフリー」を推進します。 

条例や障害者差別解消法等に基づく、障害を理由とした不利益取 

扱いや合理的配慮について、広く府民、事業者等の関心と理解を深 

める啓発活動を行うとともに、身近な地域で相談に応じる相談体 

制、調整体制を整備し、バリアの解消を支援します。 

 

 ○ 障害のある人等の支援を必要とする方々が毎日の生活を送る 

上で支障となる様々な社会的障壁（バリア）をなくしていくため、 

府民一人ひとりが、それぞれの立場でできる支援をする応援者と 

なっていただけるよう、心のバリアフリーを推進する啓発活動を 

実施します。 

 

 ○ 条例の趣旨・内容を広く府民に周知し、障害のある人の社会参 

加と府民の理解を促進するため、府の各種広報媒体を通して啓発 

を実施するとともに、市町村やテレビ、新聞等のマスメディアの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、成年後見制度利用促進法に基づき、障害や高齢により判断能 

力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後見制度等の利用促進 

を図り、障害のある人等の権利擁護を推進します。 

そのため、府として、家庭裁判所等と連携し、市民後見人材の養成 

やその活動を支える仕組みづくりや、市町村単位または複数の市町 

村単位で設置を進めることとされている中核機関設立へ向けた支援 

を行い、成年後見が必要な方へ十分な支援が行き渡るように努めま 

す。 

また、今後、府が取り組む成年後見制度の利用促進には、社会福祉 

協議会が実施している、日常生活自立支援事業等の社会的資源を活 

用し、また連携することで、障害のある人の権利擁護に資するよう努 

めます。 

 

 

② 障害を理由とする差別の解消の推進 

障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向 

け、府民誰もが、障害のある人や高齢者等の自立した日常生活や社会 

生活を確保することの重要性について理解を深め、一人ひとりが互 

いを思いやり、支え合えるようにするため、幅広い府民への啓発活動 

を実施し、「心のバリアフリー」を推進します。 

条例や障害者差別解消法等に基づく、障害を理由とした不利益取 

扱いや合理的配慮について、広く府民、事業者等の関心と理解を深め 

る啓発活動を行うとともに、身近な地域で相談に応じる相談体制、調 

整体制を整備し、バリアの解消を支援します。 

 

(一) ヘルプマークの普及・啓発 

  外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々に対し 

て、府内においてヘルプマークの配付をしています。引き続き、多く 

の皆様に理解や協力を得られるよう、啓発活動等の取組を一層推進 

します。 

 

(二) コミュニケーションの支援の推進 

  聞こえに障害のある人をはじめ、様々な方々とコミュニケーショ 

ンが円滑に行えるよう、理解の促進や啓発の取組を進めるとともに、 

なる市町村の権利擁護の取組をきめ細かく支援します。 

 

○ 虐待事例に基づき、市町村職員を対象とする事例検討会を行う 

とともに、市町村等が開催する権利擁護研修等に専門職の講師を 

派遣するなど、関係職員のスキルアップや資質向上を図ります。 

 

○ 障害者施設・事業所・市町村職員を対象とする虐待防止研修を開 

催し、施設・事業所における障害者虐待の未然防止等の取組の促進 

を図ります。 

 

○ 家庭裁判所、市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、成年後 

見制度の正しい知識の周知を図り制度の適切な利用を促進すると 

ともに、市町村の成年後見制度利用促進に係る体制整備の取組を 

支援します。 

 

○ 法人後見の取組や市民後見人の養成等を促進するため、市町村 

職員を対象とする先進事例等の勉強会を開催するとともに、市町 

村が行う成年後見制度利用支援事業や成年後見制度法人後見支援 

事業を支援します。 

 

 ○ 障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービス利 

用援助（福祉サービスに関する情報提供・助言、利用手続、利用料 

支払いの援助、日常的金銭管理等）を行うことにより、安心して地 

域で自立した生活が送れるように支援します。 

 

(2)障害を理由とする差別の解消の推進 

障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向 

け、府民誰もが、障害のある人や高齢者等の自立した日常生活や社会 

生活を確保することの重要性について理解を深め、一人ひとりが互 

いを思いやり、支え合えるようにするため、幅広い府民への啓発活動 

を実施し、「心のバリアフリー」を推進します。 

条例や障害者差別解消法等に基づく、障害を理由とした不利益取 

扱いや合理的配慮について、広く府民、事業者等の関心と理解を深め 

る啓発活動を行うとともに、身近な地域で相談に応じる相談体制、調 

整体制を整備し、バリアの解消を支援します。 

 

○ 障害のある人等の支援を必要とする方々が毎日の生活を送る上 

で支障となる様々な社会的障壁（バリア）をなくしていくため、府 

民一人ひとりが、それぞれの立場でできる支援をする応援者とな 

っていただけるよう、心のバリアフリーを推進する啓発活動を実 

施します。 

 

○ 条例の趣旨・内容を広く府民に周知し、障害のある人の社会参加 

と府民の理解を促進するため、府の各種広報媒体を通して啓発を 

実施するとともに、市町村やテレビ、新聞等のマスメディアの協力 
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協力を得ながら啓発活動を実施します。 

 

○ 条例のガイドライン等により、広く府民、事業者等に、障害を 

理由とした不利益取扱いの具体的事例や、障害のある人への配慮 

の望ましい事例などを周知し、障害のある人等の社会参加を制約 

するバリアの解消を促進します。 

 

○ 障害を理由とした不利益取扱いや合理的配慮の個別の事案に 

ついて、身近な地域で相談に応じる体制を整備するとともに、条 

例に基づく「京都府障害者相談等調整委員会」を設置し、より専 

門性の高い不利益取扱いの事案等の助言・あっせんによる解決を 

図ります。 

 

 ○ 行政機関、民間事業者等の合理的配慮の取組を促進するため、 

行政機関等の窓口職員への研修や事業者を対象とするセミナー 

の実施等の取組を推進します。 

 

 ○ 障害者週間を中心として、障害者団体と連携し、府内各地で啓 

発活動（チラシや「ほっとはあと製品」の配布）を実施し、理解 

促進を図ります。 

 

○ 障害者福祉の啓発を内容としたポスター及び体験作文を募集 

し、啓発ポスターとして使用するとともに、入賞作品を「京都と 

っておきの芸術祭」等で展示します。   

    

○ 府内の障害のある人や関係者が集い、広く障害に関する理解と 

認識を深め、障害のある人の自立と社会参加意欲を増進し、障害 

者福祉の増進を図ります。 

 

○ 聞こえのサポーター養成講座を開催することにより、見えない 

障害である聴覚障害への理解促進を図ります。 

 

 ○ 精神障害のある人及びその家族からの相談に応じ必要な助言 

等を行うとともに、精神保健福祉に関する正しい知識と理解の普 

及に努めるなど、精神障害のある人の自立と社会参加の促進を図 

る「こころの健康推進員」を設置します。 

 

 ○ 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や 

その家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」 

や「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「キャラバン・ 

メイト」の養成等、認知症を正しく理解し、地域で支え合える環 

境づくりを進めます。 

   また、各市町村における認知症サポ－ター等の支援者と認知症 

の人やその家族のニーズとをつなぐ仕組みの構築を支援します。 

 

障害の程度や状況に応じて、情報支援の選択ができるよう整備を進 

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を得ながら啓発活動を実施します。 

 

○ 障害を理由とした不利益取扱いの具体的事例や、障害のある人 

への配慮の望ましい事例などを収集・整理の上、事例集の改訂版を 

作成して、広く府民、事業者等に周知し、障害のある人等の社会参 

加を制約するバリアの解消を促進します。 

 

○ 障害を理由とした不利益取扱いや合理的配慮の個別の事案につ 

いて、身近な地域で相談に応じる体制を整備するとともに、条例に 

基づく「京都府障害者相談等調整委員会」を設置し、より専門性の 

高い不利益取扱いの事案等の助言・あっせんによる解決を図りま 

す。 

 

○ 行政機関、民間事業者等の合理的配慮の取組を促進するため、行 

政機関等の窓口職員への研修や事業者を対象とするセミナーの実 

施等の取組を推進します。 

 

○ 障害者週間を中心として、障害者団体と連携し、府内各地で啓発 

活動（チラシや「ほっとはあと製品」の配布）を実施し、理解促進 

を図ります。 

 

○ 障害者福祉の啓発を内容としたポスター及び体験作文を募集 

し、啓発ポスターとして使用するとともに、入賞作品を「京都とっ 

ておきの芸術祭」等で展示します。   

    

○ 府内の障害のある人や関係者が集い、広く障害に関する理解と 

認識を深め、障害のある人の自立と社会参加意欲を増進し、障害者 

福祉の増進を図ります。 

 

○ 聞こえのサポーター養成講座を開催することにより、見えない 

障害である聴覚障害への理解促進を図ります。 

 

○ 精神障害のある人及びその家族からの相談に応じ必要な助言等 

を行うとともに、精神保健福祉に関する正しい知識と理解の普及 

に努めるなど、精神障害のある人の自立と社会参加の促進を図る 

「こころの健康推進員」を設置します。 

 

○ 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や 

その家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」や 

「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「キャラバン・メイ 

ト」の養成等、認知症を正しく理解し、地域で支え合える環境づく 

りを進めます。 

 また、各市町村における認知症サポ－ター等の支援者と認知症 

の人やその家族のニーズとをつなぐ「チームオレンジ」の構築を支 

援します。 
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○ 障害のある女性を含む性暴力の被害者や配偶者等からの暴力 

の被害者に対し、「京都性暴 力被害者ワンストップ相談支援セ 

ンター 京都ＳＡＲＡ」や、配偶者暴力相談支援センターにおい 

て相談支援を行います。 

 

○ 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金の支 

給については、都道府県が請求の受付等を行っており、着実に支給 

が行われるよう、広く周知等に努めます。 

 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

【基本的考え方】 

障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていく 

ことができる生活環境の実現を図るため、住環境の整備、移動しや 

すい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 

等、障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進を通じ、障害のあ 

る人の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリテ 

ィの向上を推進します。 

 

(1)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

 子どもや高齢者、障害のある人をはじめ誰もが暮らしやすい人に 

やさしいまちづくりを推進するため、施設のバリアフリー情報の提 

供やおもいやり駐車場の利用証制度の推進に取り組みます。 

 

○ 京都府福祉のまちづくり条例に定める特定まちづくり施設や 

おもいやり駐車場協力施設等を中心に、「人にやさしいまちづく 

りホームページ」において施設のバリアフリー情報を提供しま 

す。 

 

○ 全ての府民にとって暮らしやすいまちづくりを推進し、障害の 

ある人や高齢者など誰もが安心して外出できる社会の実現を目 

指して、京都おもいやり駐車場利用証制度を推進します。 

 

○ 身体に障害がある人や高齢者が安心・安全に通行できる交通安 

全施設及び道路交通環境の整備を推進します。 

  また、バリアフリー法に基づく重点整備地区内の特定道路にお 

ける京都府管理道路のバリアフリー化を図ります。 

 

(2) 住宅の確保 

 障害のある人の地域での自立した生活を推進するため、多様な世 

帯が居住し交流できる府営住宅等の整備やバリアフリー化、府営住 

宅への優先入居などの取組を推進します。 

 

○ 障害のある人や高齢者、子育て世帯はもとより、多様な世帯が 

居住し交流できる府営住宅等を整備し、ユニバーサルデザインの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 安心・安全な生活環境の整備 

 

障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくこ 

とができる生活環境の実現を図るため、住環境の整備、移動しやすい 

環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進等、障害 

のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進を通じ、障害のある 

人の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティ 

の向上を推進します。 

 

① 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

  子どもや高齢者、障害のある人をはじめ誰もが暮らしやすい人に 

やさしいまちづくりを推進するため、施設のバリアフリー情報の提 

供やおもいやり駐車場の利用証制度の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 住宅の確保 

  障害のある人の地域での自立した生活を推進するため、多様な世 

帯が居住し交流できる府営住宅等の整備やバリアフリー化、府営住 

宅への優先入居などの取組を推進します。 

 

 

 

 

○ 障害のある人を含む性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の 

被害者に対し、「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 

京都ＳＡＲＡ」や、配偶者暴力相談支援センターにおいて相談支援 

を行います。 

 

○ 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金の支 

給については、都道府県が請求の受付等を行っており、着実に支給 

が行われるよう、広く周知等に努めます。 

 

２ 安全・安心な生活環境の整備 

【基本的考え方】 

  障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくこ 

とができる生活環境の実現を図るため、住環境の整備、移動しやすい 

環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進等、障害 

のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進を通じ、生活環境に 

おける社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進し 

ます。 

 

(1) 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

  子どもや高齢者、障害のある人をはじめ誰もが暮らしやすい人に 

やさしいまちづくりを推進するため、施設のバリアフリー情報の提 

供やおもいやり駐車場の利用証制度の推進に取り組みます。 

 

 ○ 京都府福祉のまちづくり条例に定める特定まちづくり施設やお 

もいやり駐車場協力施設等を中心に、「人にやさしいまちづくりホ 

ームページ」において施設のバリアフリー情報を提供します。 

 

 

 ○ 全ての府民にとって暮らしやすいまちづくりを推進し、障害の 

ある人や高齢者など誰もが安心して外出できる社会の実現を目指 

して、京都おもいやり駐車場利用証制度を推進します。 

 

○ 身体に障害がある人や高齢者が安心・安全に通行できる交通安 

全施設及び道路交通環境の整備を推進します。 

 また、バリアフリー法に基づく重点整備地区内の特定道路にお 

ける京都府管理道路のバリアフリー化を図ります。 

 

(2) 住宅の確保 

障害のある人の地域での自立した生活を推進するため、多様な世 

帯が居住し交流できる府営住宅等の整備やバリアフリー化、府営住 

宅への優先入居などの取組を推進します。 

 

○ 障害のある人や高齢者、子育て世帯はもとより、多様な世帯が居 

住し交流できる府営住宅等を整備し、ユニバーサルデザインの考 
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考え方によるまちづくりを推進します。 

 

○ 障害のある人の生活や活動の障害とならないよう、バリアフリ 

ー仕様の府営住宅の建設を行うとともに、既設の府営住宅におい 

ても、住戸内やエレベーターの設置をはじめとする共用部分のバ 

リアフリーの改善を進めます。 

 

○ 加齢による身体機能の低下や障害が生じた場合にも住み続け 

られる住宅ストックの形成を促進するため、既存住宅のバリアフ 

リー工事等に対して低金利のリフォーム資金を融資します。 

 

○ 安全で不自由なく暮らせる住宅にするためにバリアフリー改 

修などの設計内容や工事方法について専門家が相談に応じる住 

宅相談を実施します。 

 

○ 民間賃貸住宅における住宅セーフティネットの取組を促進し、 

障害者世帯をはじめ住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住宅 

を確保します。 

 

○ 障害者世帯の府営住宅への入居を支援するため、一般募集とは 

別に、京丹波町以南の南部 地域では年３回、福知山市・綾部市 

以北の北部地域では年２回、優先枠を設けて募集を行い、入居機 

会の確保を図ります。 

 

(3)移動しやすい環境の整備等 

障害のある人や高齢者をはじめ誰もが安心して外出できるよう、 

鉄道駅舎や道路における段差解消や、交通安全施設、道路交通環境 

の整備促進などを推進します。 

 

○ 鉄道駅舎及びその周辺地区におけるバリアフリー化を一体的 

に促進し、高齢者・障害者等の公共交通機関を利用した移動の円 

滑化を図るため、その中心となる鉄道駅舎を対象に、国庫補助制 

度と協調し、関係市町とともに、鉄道事業者が行うバリアフリー 

化事業に対して助成します。 

 

○ 身体に障害がある人や高齢者が安心・安全に通行できる交通安 

全施設及び道路交通環境の整備を推進します。 

 また、バリアフリー法に基づく重点整備地区内の特定道路にお 

ける京都府管理道路のバリアフリー化を図ります。 

＜再掲１(1)＞ 

 

○ 身体に障害のある人などからの駐車禁止除外指定車標章の交 

付申請により、審査のうえ当該標章を交付し、安全な駐車環境の 

確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 移動しやすい環境の整備等 

障害のある人や高齢者をはじめ誰もが安心して外出できるよう、 

鉄道駅舎や道路における段差解消や、交通安全施設、道路交通環境の 

整備促進などを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え方によるまちづくりを推進します。 

 

○ 障害のある人の生活や活動の障害とならないよう、バリアフリ 

ー仕様の府営住宅の建設を行うとともに、既設の府営住宅におい 

ても、住戸内やエレベーターの設置をはじめとする共用部分のバ 

リアフリーの改善を進めます。 

 

○ 加齢による身体機能の低下や障害が生じた場合にも住み続けら 

れるよう、バリアフリー改修等の既存住宅の機能向上を図る工事 

に対して、取扱金融機関と提携して低金利でリフォーム資金の融 

資を行います。 

 

（※6(2)へ移動） 

 

○ 行政に加え、不動産関係者、福祉関係者などが連携して、民間賃 

貸住宅における住宅セーフティネットの取組を促進し、障害のあ 

る人、高齢者などの住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住宅を 

確保します。 

 

○ 障害者世帯の府営住宅への入居を支援するため、一般募集とは 

別に、年３回優先枠を設けて募集を行い、入居機会の確保を図りま 

す。 

 

 

(3) 移動しやすい環境の整備等 

障害のある人や高齢者をはじめ誰もが安心して外出できるよう、 

鉄道駅舎や道路における段差解消や、交通安全施設、道路交通環境の 

整備促進などを推進します。 

 

○ 鉄道駅舎及びその周辺地区におけるバリアフリー化を一体的に 

促進し、高齢者・障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化 

を図るため、その中心となる鉄道駅舎を対象に、国庫補助制度と協 

調し、関係市町とともに、鉄道事業者が行うバリアフリー化事業に 

対して助成します。 

 

○ 身体に障害がある人や高齢者が安心・安全に通行できる交通安 

全施設及び道路交通環境の整備を推進します。 

 また、バリアフリー法に基づく重点整備地区内の特定道路にお 

ける京都府管理道路のバリアフリー化を図ります。＜再掲 2(1)＞ 

 

 

○ 身体に障害のある人などからの駐車禁止除外指定車標章の交付 

申請により、審査のうえ当該標章を交付し、安全な駐車環境の確保 

を図ります。 
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(4) アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 

バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例などに基づき、 

多くの人が利用する施設のバリアフリー化等を進め、誰もが安心し 

て行き来できるまちづくりを推進します。 

 

○ 京都府福祉のまちづくり条例に定める「特定まちづくり施設」 

やおもいやり駐車場協力施設等を中心に、「人にやさしいまちづ 

くりホームページ」において施設のバリアフリー情報を提供しま 

す。＜再掲１(1)＞ 

 

○ 全ての府民にとって暮らしやすいまちづくりを推進し、障害の 

ある人や高齢者など誰もが安心して外出できる社会の実現を目 

指して、おもいやり駐車場利用証制度を推進します。 

＜再掲１(1)＞  

 

○ 多数の人が利用する府立都市公園についてバリアフリー化を推 

進するとともに、市町村管理の公園施設について、バリアフリー化 

を推進します。 

 

 

 

 

 

○ バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例に基づく協 

議、指導、認定の各段階を通じて、建設時及び維持保全計画にお 

けるバリアフリー化について建築主・事業者等への指導・助言を 

行います。 

 

○ 警察署、交番、駐在所は、日々、多数の人が利用することから 

施設のバリアフリー化を推進することとし、建て替え等の機会に 

障害のある人が利用できるトイレの設置を推進するほか、ユニバ 

ーサルデザインの考え方による施設整備を推進します。 

 

２ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 

【基本的考え方】 

  障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障 

害者に配慮したサービスの提供等の取組を通じて情報アクセシビ 

リティの向上を推進します。 

あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行う 

ことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成やサービスの利 

用の促進等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 

 

 

 

④ アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 

バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例などに基づき、 

多くの人が利用する施設のバリアフリー化等を進め、誰もが安心し 

て行き来できるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 

 

障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよ 

う、障害のある人に配慮したサービスの提供等の取組を通じて情報 

アクセシビリティの向上を推進します。 

あわせて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーション 

を行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成やサービ 

スの利用の促進等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 

 

 

 

(4) アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 

バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例などに基づき、 

多くの人が利用する施設のバリアフリー化等を進め、誰もが安心し 

て行き来できるまちづくりを推進します。 

 

○ 京都府福祉のまちづくり条例に定める「特定まちづくり施設」や 

おもいやり駐車場協力施設等を中心に、「人にやさしいまちづくり 

ホームページ」において施設のバリアフリー情報を提供します。 

＜再掲 2(1)＞ 

 

○ 全ての府民にとって暮らしやすいまちづくりを推進し、障害の 

ある人や高齢者など誰もが安心して外出できる社会の実現を目指 

して、おもいやり駐車場利用証制度を推進します。＜再掲 2(1)＞ 

  

 

○ 多数の人が利用する府立都市公園についてバリアフリー化を推 

進するとともに、市町村管理の公園施設について、バリアフリー化 

を推進します。 

 

○ 多数の人が利用する府立公園について、障害の有無などに関わ 

らず、あらゆる子どもたちが一緒に遊ぶことができるインクルー 

シブ遊具を設置します。＜新規＞ 

 

○ バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例に基づく協 

議、指導、認定の各段階を通じて、建設時及び維持保全計画におけ 

るバリアフリー化について建築主・事業者等への指導・助言を民間 

指定確認検査機関と連携して行います。 

 

○ 警察署、交番、駐在所は、日々、多数の人が利用することから施 

設のバリアフリー化を推進することとし、建て替え等の機会に障 

害のある人が利用できるトイレの設置を推進するほか、ユニバー 

サルデザインの考え方による施設整備を推進します。 

 

３ 情報アクセシビリティの向上・意思疎通支援及び読書バリアフリ

ーの充実 

【基本的考え方】 

障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよ 

う、障害のある人に配慮したサービスの提供等の取組を通じて情報 

アクセシビリティの向上を推進します。 

併せて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーション 

を行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成やサービ 

スの利用の促進等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 

 また、障害（視覚・発達・肢体不自由、その他の障害による表現の

認識が困難な者及び知的障害等により配慮を要する者（以下、「視覚

障害のある人等」という。））の有無にかかわらず全ての方が等しく読
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(1) わかりやすい情報の提供 

  障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニ 

ケーションを行うことができるよう、わかりやすい情報提供や、コ 

ミュニケーション支援の充実等を推進します。 

 

○ 聴覚障害のある人が利用する録画物その他各種情報記録媒体 

の製作及び手話通訳者の派遣や養成等の便宜等を供与し、聴覚障 

害のある人への支援拠点となる京都府聴覚障害者情報提供施設 

の設置・運営を支援します。 

 

○ 視覚や聴覚に障害のある人が日常生活上の必要な情報を容易 

に得て、また、発信できるように、点字図書館などの充実・利用 

促進に努めます。 

 

 ○ 府民だよりのバリアフリー化を図るため、文字拡大版、点字版、 

音声版を発行します。 

 

○ 京都府のホームページの内容をより工夫し、障害のある人に対 

して、有効な情報を発信します。また、障害のある人が利用しや 

すいホームページの構築に努めます。 

 

 ○ 障害のある人の情報・コミュニケーション支援のため、初心者 

向けＩＴ講座、視覚・聴覚等障害別ＩＴ講座やＩＴ相談などを実 

施します。 

 

(2) 意思疎通支援の充実 

障害のある人の情報保障を確保するため、手話通訳者等の派遣や 

養成を図るほか、広域振興局など府機関窓口における環境整備に努 

めます。 

 

○ 聴覚障害のある人のコミュニケーションを確保するため、手話 

通訳者・要約筆記者派遣等を実施します。 

 

○ 聴覚に障害のある人の情報保障のため、コミュニケーション支 

援アプリ（ＵＤトーク）を広域振興局など府機関窓口に設置し、 

円滑な意思疎通や必要な情報提供ができるよう環境整備を行い 

ます。 

 

○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の充実を図るなど、 

人材の養成・確保に努めます。 

 

 

 

 

① わかりやすい情報の提供 

障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケ 

ーションを行うことができるよう、わかりやすい情報提供や、コミュ 

ニケーション支援の充実等を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 意思疎通支援の充実 

障害のある人の情報保障を確保するため、手話通訳者等の派遣や 

養成を図るほか、広域振興局など府機関窓口における環境整備に努 

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書を通じて文字・活字文化に触れることができる取組を進めます。 

 

(1) 情報アクセシビリティの向上・意思疎通支援の充実 

 

 ①わかりやすい情報の提供 

  障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケ 

ーションを行うことができるよう、わかりやすい情報提供や、コミュ 

ニケーション支援の充実等を推進します。 

 

○ 聴覚障害のある人が利用する録画物その他各種情報記録媒体の 

製作及び手話通訳者の派遣や養成等の便宜等を供与し、聴覚障害 

のある人への支援拠点となる京都府聴覚障害者情報提供施設の設 

置・運営を支援します。 

 

○ 視覚や聴覚に障害のある人が日常生活上の必要な情報を容易に 

得て、また、発信でき るように、点字図書館などの充実・利用促 

進に努めます。 

 

 ○ 府民だよりのバリアフリー化を図るため、文字拡大版、点字版、 

音声版を発行します。 

 

○ 京都府のホームページの内容をより工夫し、障害のある人に対 

して、有効な情報を発信し、WEBアクセシビリティに配慮したホー 

ムページを構築します。 

 

 ○ 障害のある人の情報・コミュニケーション支援のため、初心者向 

けＩＴ講座、視覚・聴覚等障害別ＩＴ講座やＩＴ相談などを実施し 

ます。 

 

 ②意思疎通支援の充実 

障害のある人の情報保障を確保するため、手話通訳者等の派遣や 

養成を図るほか、広域振興局など府機関窓口における環境整備に努 

めます。 

 

 ○ 聴覚障害のある人のコミュニケーションを確保するため、手話 

通訳者・要約筆記者派遣等を実施します。 

 

○ 聴覚に障害のある人の情報保障のため、コミュニケーション支 

援アプリ（ＵＤトーク）を広域振興局など府機関窓口に設置し、円 

滑な意思疎通や必要な情報提供ができるよう環境整備を行いま 

す。 

 

○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の充実を図るなど、人 

材の養成・確保に努めます。 
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(3) 選挙等における配慮等 

  障害のある人が選挙権を円滑に行使できるよう、選挙等に関する 

情報提供の充実や、投票環境の向上に努めます。 

 

 ○ 選挙公報の点字・音声版の配布など、点字・音声・インターネ 

ットを通じた選挙等に関する情報提供の充実に努めます。 

 

 ○ 投票所の施設・設備のバリアフリー化や、代理投票制度の円滑 

な実施について、市町村選挙管理委員会と協力して推進します。 

 

 ○ 投票所での投票が困難な人の投票機会を確保するため、指定病 

院等における不在者投票制度の周知に努めます。 

 

(4) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

府民だよりや京都府ホームページ等を障害のある人も利用しや 

すくするとともに、援助や配慮が必要なことが外見からは分かりに 

くい方が、周囲から援助等を受けやすくなるよう、ヘルプマークの 

普及を促進します。 

 

 ○ 府民だよりのバリアフリー化を図るため、文字拡大版、点字版、 

音声版を発行します。＜再掲 2(1)＞ 

 

○ 京都府のホームページの内容をより工夫し、障害のある人に対 

して、有効な情報を発信します。また、障害のある人が利用しや 

すいホームページの構築に努めます。＜再掲 2(1)＞ 

 

○ 聴覚に障害のある人の情報保障のため、コミュニケーション支 

援アプリ（ＵＤトーク）を広域振興局など府機関窓口に設置し、 

円滑な意思疎通や必要な情報提供ができるよう環境整備を行い

ます。＜再掲 2(2)＞ 

 

 

 

 

 

 ○ 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠 

初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分 

かりにくい方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ 

るためのヘルプマークの普及を促進します。 

 

 

 

 

 

 

③ 選挙等における配慮等 

障害のある人が選挙権を円滑に行使できるよう、選挙等に関する 

情報提供の充実や、投票環境の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

府民だよりや京都府ホームページ等を障害のある人も利用しやす 

くするとともに、援助や配慮が必要なことが外見からは分かりにく 

い方が、周囲から援助等を受けやすくなるよう、ヘルプマークの普及 

を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 聴覚に障害があり、電話での相談が困難な人が利用できるよう、 

「警察総合相談室」に相談専用ファックスを設置し、24時間受付 

を行います。＜新規＞ 

 

 

 ③選挙等における配慮等 

障害のある人が選挙権を円滑に行使できるよう、選挙等に関する 

情報提供の充実や、投票環境の向上に努めます。 

 

 ○ 選挙公報の点字・音声版の配布など、点字・音声・インターネッ 

トを通じた選挙等に関する情報提供の充実に努めます。 

 

 ○ 投票所の施設・設備のバリアフリー化や、代理投票制度の円滑な 

実施について、市町村選挙管理委員会と協力して推進します。 

 

 ○ 投票所での投票が困難な人の投票機会を確保するため、指定病 

院等における不在者投票制度の周知に努めます。 

 

④行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

府民だよりや京都府ホームページ等を障害のある人も利用しやす 

くするとともに、援助や配慮が必要なことが外見からは分かりにく 

い方が、周囲から援助等を受けやすくなるよう、ヘルプマークの普及 

を促進します。 

 

 ○ 府民だよりのバリアフリー化を図るため、文字拡大版、点字版、 

音声版を発行します。＜再掲 3(1)①＞ 

 

○ 京都府のホームページの内容をより工夫し、障害のある人に対 

して、有効な情報を発信し、WEBアクセシビリティに配慮したホー 

ムページを構築します。＜再掲 3(1)①＞ 

 

○ 聴覚に障害のある人の情報保障のため、コミュニケーション支 

援アプリ（ＵＤトーク）を広域振興局など府機関窓口に設置し、円 

滑な意思疎通や必要な情報提供ができるよう環境整備を行いま 

す。＜再掲 3(1)②＞ 

 

 ○ 聴覚に障害があり、電話での相談が困難な人が利用できるよう、 

「警察総合相談室」に相談専用ファックスを設置し、24時間受付 

を行います。＜再掲 3(1)②＞＜新規＞ 

 

 ○ 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初 

期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分か 

りにくい方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる 

ためのヘルプマークの普及を促進します。 
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(2) 読書バリアフリーの充実＜新規＞ 

  府立図書館、市町村立図書館、学校・大学図書館、点字図書館、当

事者団体、行政などの関係機関が連携し、視覚障害のある人等が利用

しやすい書籍等の充実など、以下の取組を推進します。 

 

①視覚障害者等による図書館の利用に係る体制整備 

府立図書館は、市町村立図書館、学校・大学図書館、点字図書館（以 

下、「市町村立図書館等」という。）との連携を図り、アクセシブルな 

書籍を充実させるため、既存の取組を活用しつつ相互利用の拡大を 

図ります。 

また、市町村立図書館等において、役割に応じたアクセシブルな

書籍が充実するよう、関係機関連携を図ります。 

府立図書館、市町村立図書館等における利用の円滑化を図るため、

例えば、館内の案内サイン、読書支援機器及び職員等による支援体

制の整備などの取組を行います。 

また、幼児期から壮青年期まで各年齢に応じた図書や、研究・研

鑽等に必要な図書がすぐに手に取りやすく、利用しやすい環境を整

えます。 

 

②インターネットを利用したサービスの提供体制の強化 

府立図書館は、視覚障害者情報総合ネットワークシステム「サピ

エ」の周知を図るとともに、京都府図書館総合目録ネットワークの

利用促進に向けた利用者への周知などの取組を行います。併せて、

市町村立図書館等についても周知等において連携を図ります。 

  府立図書館、市町村立図書館等がアクセシブルな図書を収集した

場合、サピエや総合目録ネットワークに登録し、他館との相互利用を

積極的に進めます。また、アクセシブルな図書を製作する団体等と連

携し、利用可能な図書の拡大を目指します。 

 

③特定図書・特定電子図書等の製作支援 

関連機関等と協力して、点字・録音図書の製作支援を推進します。 

 

④端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の 

習得支援 

 アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等の利用に 

あたり、関係する情報の広報を行うとともに、視覚障害のある人等、 

府立図書館、市町村立図書館等の職員、教員などへの講習会を開催し 

ます。 

 

⑤製作人材、図書館サービス人材の育成 

  当事者・支援団体等と連携して点訳奉仕員、音訳奉仕員の養成・育 

成を行います。 

  司書、司書教諭、学校司書等の資質の向上を図るため、図書支援機 

器の使用方法や障害福祉サービスの研修会を開催します。 
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３ 防災、防犯等の推進 

【基本的考え方】 

障害のある人が地域社会において、安心して安全に暮らすことが 

できるよう、防災対策を推進するとともに、障害のある人を犯罪被 

害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に 

向けた取組を推進します。 

 

(1) 防災対策の推進 

  災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障 

害のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の 

取組の支援など、防災対策を推進します。 

 

 ○ 京都府災害時要配慮者避難支援センターにおいて、市町村域や 

府県域を超える大規模・広域災害時における病院、社会福祉施設 

等の避難・受入を支援します。 

 

 ○ 災害時に被害を受けやすい高齢者、障害のある人などの要配慮 

者を適切に避難支援する計画策定、福祉避難所や福祉避難コーナ 

ーの設置など市町村の取組を支援します。 

 

○ 災害時に高齢者や障害のある人などの要配慮者を適切に支援 

できる京都府災害派遣福祉チームや福祉避難サポートリーダー 

を養成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 京都府広報テレビ番組、ラジオ番組、広報紙「きょうと府民だ 

より」、SNSやホームページ等の各種広報媒体を活用し、障害の 

ある人が地域社会において安全に、安心して暮らすことができる 

よう、防犯や災害情報、犯罪や事故に遭わない情報を発信します。 

 

○ 気象警報や市町村の避難情報などの災害に関する情報や、要配 

慮者支援のための情報を、お手元の携帯端末に即座に配信し、障 

害のある人の安心・安全の確保に役立てます。 

 

(2) 防犯対策の推進 

 

 

 

 

(3) 防災・防犯等の推進 

 

障害のある人が地域社会において、安心して安全に暮らすことが 

できるよう、防災対策を推進するとともに、障害のある人を犯罪被害 

や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向 

けた取組を推進します。 

 

① 防災対策の推進 

災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障害 

のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の取組 

の支援など、防災対策を推進します。 

 

 

 

 

 

具体的には、災害時要配慮者支援指針を基に、避難行動要支援者名 

簿の作成、共有、個別避難計画の推進方法など市町村が行う取組みを 

後押しするとともに、誰もが安心して避難所で避難生活を送ること 

ができるよう、避難所のユニバーサルデザインを意識した設営の促 

進、さらに、避難所において高齢者等の避難者の二次被害を防ぐため 

に対応できる体制を整えるため、福祉避難サポートリーダー及び災 

害派遣福祉チーム（京都ＤＷＡＴ）の養成を進めます。 

また、避難所においてコミュニケーション支援が必要な障害のあ 

る人や高齢者等に配慮した機器整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防犯対策の推進 

  府立図書館、市町村立立図書館等、当事者・支援者、ＩＣＴ技術の

活用など、多様な読書形態に対応できる人材の育成を図るとともに、

人材間の連携等を図っていきます。 

 

４ 防災、防犯等の推進 

【基本的考え方】 

  障害のある人が地域社会において、安心して安全に暮らすことが 

できるよう、防災対策を推進するとともに、障害のある人を犯罪被害 

や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向 

けた取組を推進します。 

 

(1)防災対策の推進 

災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障害 

のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の取組 

の支援など、防災対策を推進します。 

 

 ○ 京都府災害時要配慮者避難支援センターにおいて、市町村域や 

府県域を超える大規模・広域災害時における病院、社会福祉施設等 

の避難・受入を支援します。 

 

 ○ 災害時に被害を受けやすい高齢者、障害のある人などの要配慮 

者が安心して過ごせる避難場所を目指して、福祉避難所や福祉避 

難コーナーの設置など市町村の取組を支援します。 

 

○ 災害時に高齢者や障害のある人などの要配慮者を適切に支援で 

きる京都府災害派遣福祉チームや福祉避難サポートリーダーを養 

成します。 

 

 〇 避難所においてコミュニケーション支援が必要な障害のある人 

や高齢者等に配慮した機器整備を促進します。 

 

○ 高齢者や障害のある人などの要配慮者を適切に避難支援するた 

め、市町村が取り組む個別避難計画作成推進を支援します。 

＜新規＞ 

 

○ 京都府広報テレビ番組、ラジオ番組、広報紙「きょうと府民だよ 

り」、SNSやホームページ等の各種広報媒体を活用し、障害のある 

人が地域社会において安全に、安心して暮らすことができるよう、 

防犯や災害情報、犯罪や事故に遭わない情報を発信します。 

 

 ○ 府民の安心安全に寄与するため、防災防犯メールの利用促進が 

図られるよう、府から住民への情報発信の拡充を行い、市町村に対 

しても周知が行えるよう支援していきます。 

 

(2)防犯対策の推進 
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  ファックスやメール、アプリを活用した緊急通報の推進や、携帯 

端末等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した 

犯罪や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進 

します。 

 

○ 聴覚及び言語機能に障害のある方が、犯罪被害や交通事故に遭 

 ったり目撃したときに、自ら警察に通報することができる「メール 

１１０番システム」「ＦＡＸ１１０番システム」及び「１１０番ア 

プリシステム」の機能向上に努め、利便性の向上を図ります。 

 

○ 防犯・犯罪発生情報等を希望する方に対して、タイムリーに携帯 

電話やスマートフォン等へメール配信し、防犯意識の高揚等に努 

めます。 

 

○ 聴覚の障害のある人などが地域安全情報の提供を受ける機会を 

得られるよう、映像等の啓発資料及びタブレット端末の活用や手 

話のできる警察職員等による防犯教室を開催し、防犯指導を行い 

ます。 

 

○ 京都府広報テレビ番組、ラジオ番組、広報紙「きょうと府民だよ 

り」、SNSやホームページ等の各種広報媒体を活用し、障害のある 

人が地域社会において安全に、安心して暮らすことができるよう、 

防犯や災害情報、犯罪や事故に遭わない情報を発信します。 

＜再掲 3(1)＞ 

 

(3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

  障害のある人の消費者被害を防止するため、関係機関と連携した 

地域の見守り活動や、成年後見制度の利用促進などにより、障害の 

ある方々に係る消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図り 

ます。 

 

○ 障害のある人の消費者被害を防止するため、京都府警察、市町 

村、福祉関係団体、事業者等地域の多様な主体とネットワークづ 

くりを進めながら、地域の見守り活動の強化を図るとともに、地 

域におけるきめ細かな啓発活動を実施します。 

  

○ 家庭裁判所、市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、高齢 

者や障害のある人を消費者被害などから守る成年後見制度の正 

しい知識の周知を図り、制度の適切な利用を促進します。 

 

６ 保健・医療の推進 

【基本的考え方】 

  障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受け 

られるよう、支援体制の充実を図るとともに、精神障害者が地域の 

一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精 

ファックスやメール、アプリを活用した緊急通報の推進や、携帯端 

末等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した犯罪 

や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進しま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

障害のある人の消費者被害を防止するため、関係機関と連携した 

地域の見守り活動や、成年後見制度の利用促進などにより、障害のあ 

る人々に係る消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図りま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 保健・医療の推進 

 

障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを 

受けられるよう、支援体制の充実を図るとともに、精神障害のある人 

が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる 

ファックスやメール、アプリを活用した緊急通報の推進や、携帯端 

末等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した犯罪 

や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進しま 

す。 

 

 ○ 聴覚及び言語機能に障害のある方が、犯罪被害や交通事故に遭 

ったり目撃したときに、自ら警察に通報することができる「メール 

１１０番システム」「ＦＡＸ１１０番システム」及び「１１０番ア 

プリシステム」の機能向上に努め、利便性の向上を図ります。 

 

○ 防犯・犯罪発生情報等を希望する方に対して、タイムリーに携帯 

電話やスマートフォン等へメール配信し、防犯意識の高揚等に努 

めます。 

 

○ 聴覚の障害のある人などが地域安全情報の提供を受ける機会を 

得られるよう、映像等の啓発資料及びタブレット端末の活用や手 

話のできる警察職員等による防犯教室を開催し、防犯指導を行い 

ます。 

 

○ 京都府広報テレビ番組、ラジオ番組、広報紙「きょうと府民だよ 

り」、SNSやホームページ等の各種広報媒体を活用し、障害のある 

人が地域社会において安全に、安心して暮らすことができるよう、 

防犯や災害情報、犯罪や事故に遭わない情報を発信します。 

＜再掲 4(1)＞ 

 

(3)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

  障害のある人の消費者被害を防止するため、関係機関と連携した 

地域の見守り活動や、成年後見制度の利用促進などにより、障害のあ 

る方々に係る消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図りま 

す。 

 

 ○ 障害のある人の消費者被害を防止するため、京都府警察、市町 

村、福祉関係団体、事業者等地域の多様な主体と連携した見守り体 

制（消費者安全確保地域協議会）を構築し、地域での見守りの強化 

を図ります。 

 

○ 家庭裁判所、市町村、専門職団体等の関係団体と連携し、高齢者 

や障害のある人を消費者被害などから守る成年後見制度の正しい 

知識の周知を図り、制度の適切な利用を促進します。＜企画＞ 

 

５ 保健・医療の推進 

【基本的考え方】 

  障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを 

受けられるよう、支援体制の充実を図るとともに、精神障害のある人 

が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる 
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神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。 

 

 

(1) 保健・医療の充実等 

  高齢化が進み、障害の重度化・重複化の傾向が高まる中で、障害 

のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受け 

られるよう、地域医療体制等の充実を図ります。 

 

○ 障害のある人が住み慣れた地域や家庭において自立した生活 

が送れるよう、地域における障害児・者に対する医療・リハビリ 

テーション提供体制の充実や医療・保健・福祉分野の関係機関の 

連携体制を強化を図り、継続的かつ適切なリハビリテーションが 

受けられる総合的なリハビリテーション提供体制を推進します。 

 

 ○ リハビリテーション関係者への研修等の実施や各圏域毎の地 

域リハビリテーション支援センターによる地域リハビリテーシ 

ョンの推進、府リハビリテーション教育センターによるかかりつ 

け医等に対するリハビリテーション教育の実施、府立医科大学リ 

ハビリテーション医学教室によるリハビリテーション専門医等 

の養成等総合的に施策を推進します。 

 

 ○ 障害のある人など社会的に弱い立場の人などへの医療費助成 

制度の拡充を図り、障害のある人の自立と社会参加を支援すると 

ともに、市町村が実施する公費負担医療制度を支援することによ 

り、障害のある人が安心して医療を受けられるよう努めます。 

 

 ○ 障害者施設入所者等を対象に、むし歯や歯周病を予防するた 

め、歯科医師・歯科衛生士による歯科健診・保健指導等を実施し 

ます。 

 

○ 「京都府歯科サービスセンター中央診療所」及び「京都歯科サ 

ービスセンター北部診療所」により、市町村と連携し、府内で暮 

らす障害のある全ての人が安心して歯科診療を受けられるよう 

に努めます。 

 

 ○ 認知症疾患医療センターを核とした認知症サポート医、一般病 

院、かかりつけ医等のネットワークを強化し、早期発見・早期対 

応できる体制を整備します。 

   また、認知症の初期から重度まで適時・適切なサービスを“ワ 

ンストップ”で提供する京都認知症総合センター・ケアセンター 

の整備を推進します。 

 

○ 臓器提供に関する京都府民の意思を尊重できるよう、移植医療 

に関する正しい知識を普及・啓発するための、「意思（おも）い 

をつなぐグリーンリボン京都府民運動」を、関係機関・団体と共 

よう、精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域にお 

いて行う。 

 

① 保健・医療の充実等 

高齢化が進み、障害の重度化・重複化の傾向が高まる中で、障害の 

ある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられ 

るよう、地域医療体制等の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう、精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域にお 

いて行います。 

 

(1)保健・医療の充実等 

   高齢化が進み、障害の重度化・重複化の傾向が高まる中で、障害の 

ある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられ 

るよう、地域医療体制等の充実を図ります。 

 

○ 障害のある人が住み慣れた地域や家庭において自立した生活が 

送れるよう、地域における障害児・者に対する医療・リハビリテー 

ション提供体制の充実や医療・保健・福祉分野の関係機関の連携体 

制の強化を図り、継続的かつ適切なリハビリテーションが受けら 

れるよう総合的なリハビリテーション提供体制を推進します。 

 

○ リハビリテーション関係者への研修等の実施や各圏域の地域リ 

ハビリテーション支援センターによる地域リハビリテーションの 

推進、府リハビリテーション教育センターによるかかりつけ医等 

に対するリハビリテーション教育の実施、府立医科大学リハビリ 

テーション医学教室によるリハビリテーション専門医等の養成等 

総合的に施策を推進します。 

 

 ○ 障害のある人など社会的に弱い立場の人などへの医療費助成制 

度の拡充を図り、障害のある人の自立と社会参加を支援するとと 

もに、市町村が実施する公費負担医療制度を支援することにより、 

障害のある人が安心して医療を受けられるよう努めます。 

 

 ○ 障害者施設入所者等を対象に、むし歯や歯周病を予防するため、 

歯科医師・歯科衛生士による歯科健診・保健指導等を実施します。 

 

 

○ 「京都府歯科サービスセンター中央診療所」及び「京都歯科サー 

ビスセンター北部診療所」により、市町村と連携し、府内で暮らす 

障害のある全ての人が安心して歯科診療を受けられるように努め 

ます。 

 

 ○ 認知症疾患医療センターを核とした認知症サポート医、一般病 

院、かかりつけ医等のネットワークを強化し、早期発見・早期対応 

できる体制を整備します。 

   また、認知症の初期から重度まで適時・適切なサービスを“ワン 

ストップ”で提供する京都認知症総合センター・ケアセンターの整 

備を推進します。 

 

○ 臓器提供に関する京都府民の意思を尊重できるよう、移植医療 

に関する正しい知識を普及・啓発するための、「意思（おも）いを 

つなぐグリーンリボン京都府民運動」を、関係機関・団体と共に推 
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に推進します。また、臓器移植の専門職として、臓器移植コーデ 

ィネーターを配置し、臓器提供発生時の対応や府民・医療従事者 

等の相談支援、移植医療に関する出前講座を行い、移植医療に関 

する理解の促進を図ります。 

 

(2) 保健・医療を支える人材の育成・確保 

  障害のある人等が身近な地域で必要な医療の提供等を受けられ 

るよう、医師・看護師等の育成・確保の取組を充実・強化します。 

 

 ○ 府内への就業を希望する理学療法士等養成施設の学生への修 

学資金の貸与、北部地域や介護系施設を含めたリハビリテーショ 

ン就業フェア等の人材確保対策の実施やリハビリテーション従 

事者の資質向上のための研修会の開催、特別養護老人ホーム等へ 

の巡回相談指導等の人材育成に努めます。 

 

(3) 難病に関する保健・医療施策の推進 

難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の 

確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、 

安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向 

上を図ります。 

 

○ 在宅難病患者の生活の質の向上に向けて、保健所ごとに設置し 

た「難病対策地域協議会」を中心にして、医療や生活に係る相談 

指導、難病に対する正しい知識の情報提供、患者同士の交流など、 

保健、医療、福祉サービスが効果的に提供できるようにネットワ 

ークを拡充するとともに、地域の総合的な支援体制の充実を図り 

ます。 

 

○ 難病患者の病状や療養実態に即した支援が地域で適切に提供 

できるよう、「難病診療連携拠点病院」及び、「難病医療協力病院」 

を核に、各地域の「指定難病医療機関」等と相互のネットワーク 

体制を強化します。 

 

○ いわゆる難病のうち、指定難病については、治療が極めて困難 

であり、医療費も高額であることから、これらの疾患に関する医 

療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図る 

ため、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、保 

険診療の患者負担分の一部について公費負担を行います。 

 

 

 

 

 

(4) 精神保健・医療の適切な提供等 

精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域におい 

 

 

 

 

 

② 保健・医療を支える人材の育成・確保 

障害のある人等が身近な地域で必要な医療の提供等を受けられる 

よう、医師・看護師等の育成・確保の取組を充実・強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 難病等に関する保健・医療施策の推進 

難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確 

保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定 

した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、小児慢性特定疾病患者について、今後、成人難病への円滑な 

移行を推進するとともに、保育所や学校などの児童受入環境の整備 

を図るために関係機関による連携強化を図ります。 

 

④ 精神保健・医療の適切な提供等 

精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域におい 

進します。また、臓器移植の専門職として、臓器移植コーディネー 

ターを配置し、臓器提供発生時の対応や府民・医療従事者等の相談 

支援、移植医療に関する出前講座を行い、移植医療に関する理解の 

促進を図ります。 

 

(2)保健・医療を支える人材の育成・確保 

  障害のある人等が身近な地域で必要な医療の提供等を受けられる 

よう、医師・看護師等の育成・確保の取組を充実・強化します。 

 

 ○ 府内への就業を希望する理学療法士等養成施設の学生への修学 

資金の貸与、北部地域や介護系施設を含めたリハビリテーション 

就業フェア等の人材確保対策の実施やリハビリテーション従事者 

の資質向上のための研修会の開催、障害者施設等での受入研修等 

により人材育成に努めます。 

 

(3)難病等に関する保健・医療施策の推進 

  難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確 

保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定 

した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図 

ります。 

 

 ○ 在宅難病患者の生活の質の向上に向けて、保健所ごとに設置し 

た「難病対策地域協議会」を中心にして、医療や生活に係る相談指 

導、難病に対する正しい知識の情報提供、患者同士の交流など、保 

健、医療、福祉サービスが効果的に提供できるようにネットワーク 

を拡充するとともに、地域の総合的な支援体制の充実を図ります。 

 

 

 ○ 難病患者の病状や療養実態に即した支援が地域で適切に提供で 

きるよう、「難病診療連携拠点病院」及び、「難病医療協力病院」を 

核に、各地域の「指定難病医療機関」等と相互の ネットワーク体 

制を強化します。 

 

 ○ いわゆる難病のうち、指定難病については、治療が極めて困難で 

あり、医療費も高額であることから、これらの疾患に関する医療の 

確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るため、 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、保険診療の 

患者負担分の一部について公費負担を行います。 

 

○ 小児慢性特定疾患患者について、今後、成人難病への円滑な移行 

 を推進するとともに、保育所や学校などの児童受入環境の整備を 

図るために関係機関による連携強化を図ります。 

 

(4)精神保健・医療の適切な提供等 

  精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域におい 
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て行うとともに、精神疾患で入院中の人の早期退院及び地域移行を 

推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、精神障害のある人が 

地域で生活できる社会資源の整備を図ります。 

 

○ 心の病気を持った方が、身体の病気を併発し救急対応が必要な 

場合に、一般救急病院と精神科病院が連携して、円滑に受入医療 

機関に搬送し、適切な治療が受けられる体制整備を進めます。 

 

○ 緊急に医療を必要とする精神障害のある人等のために、病院輪 

番体制等による 24時間の精神科救急体制を確保します。 

 

○ 府立洛南病院の病棟再整備を進め、多様化する精神科医療ニー 

ズに対応します。 

    

○ 児童精神医療、アルコール・薬物依存症、てんかん等の専門的 

な精神科医療について、京都府全体で対応できる医療提供体制の 

整備を図ります。 

 

○ 医療機関における入院患者等に対して、精神医療審査会などに 

より、人権に配慮した適切な処遇を確保します。 

 

○ 通院医療費の助成等を通じて、精神科医療を受診する機会を保 

障します。 

 また、医療及び保護のために入院させなければ自傷他害の恐れ 

があると認めた場合の医療保護を円滑に実施するため、その医療 

費負担の軽減を図ります。 

 

○ 在宅の精神障害のある人の社会参加を促進するため、精神保健 

福祉総合センターにおいて精神科デイ・ケアを実施するととも 

に、同様の支援が府内各地の医療機関で実施されるよう取組を推 

進します。 

 

 

○ アルコールや薬物などの依存症患者が地域で適切な医療を受 

けられるよう、依存症専門医療機関の選定を促進するとともに、 

精神保健福祉総合センターを核に、地域における NPOや自助グ 

ループとネットワークを構築し、患者や家族の実態を把握すると 

ともに、ニーズに対応した相談、社会的自立を支援します。 

 

 

 

 

 

 

５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

て行うとともに、精神疾患で入院中の人の早期退院及び地域移行を 

推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、精神障害のある人が地 

域で生活できる社会資源の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 依存症対策の推進 

アルコール、薬物及びギャンブル等依存症に対する普及啓発、相談 

機関及び医療機関の周知を図るとともに、関係機関や自助グループ、 

回復支援施設等との連携による支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 自立した生活の支援・意思決定支援の充実 

て行うとともに、精神疾患で入院中の人の早期退院及び地域移行を 

推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、精神障害のある人が地 

域で生活できる社会資源の整備を図ります。 

 

 ○ 心の病気を持った方が、身体の病気を併発し救急対応が必要な 

場合に、一般救急病院と精神科病院が連携して、円滑に受入医療機 

関に搬送し、適切な治療が受けられる体制整備を進めます。 

 

 ○ 緊急に医療を必要とする精神障害のある人等のために、病院輪 

番体制等による 24時間の精神科救急体制を確保します。 

 

○ 府立洛南病院の病棟再整備を進め、多様化する精神科医療ニー 

ズに対応します。 

    

○ 児童精神医療、アルコール・薬物依存症、てんかん等の専門的な 

精神科医療について、京都府全体で対応できる医療提供体制の整 

備を図ります。 

 

○ 医療機関における入院患者等に対して、精神医療審査会などに 

より、人権に配慮した適切な処遇を確保します。 

 

○ 通院医療費の助成等を通じて、精神科医療を受診する機会を保 

障します。 

 また、医療及び保護のために入院させなければ自傷他害の恐れ 

があると認めた場合の医療保護を円滑に実施するため、その医療 

費負担の軽減を図ります。 

 

○ 在宅の精神障害のある人の社会参加を促進するため、精神保健 

福祉総合センターにおいて精神科デイ・ケアを実施するとともに、 

同様の支援が府内各地の医療機関で実施されるよう取組を推進し 

ます。 

 

(5)依存症対策の推進 

アルコール、薬物及びギャンブルなどの依存症患者が地域で適切 

な医療を受けられるよう、医療提供体制の整備を図るとともに、患者 

や家族のニーズに応じた社会復帰を支援します。 

 

○ 児童精神医療、アルコール・薬物依存症、てんかん等の専門的な 

精神科医療について、京都府全体で対応できる医療提供体制の整 

備を図ります。＜新規＞ 

 

○ 薬物依存症患者やその家族等が適切な医療や支援を受けられる 

よう、NPOと連携し、相談対応及び社会復帰支援を実施します。 

 

６ 自立した生活の支援・意思決定支援の充実 
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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

【基本的考え方】 

  自ら意思を決定及び表明することが困難な障害のある人に対し、 

必要な意思決定支援を行うとともに、障害のある人が自らの決定に 

基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築し 

ます。 

また、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ライフス 

テージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制 

の整備を進めるとともに、障害のある人の自己選択や自己決定が尊 

重される利用者本位の支援を促進します。 

 

(1) 意思決定支援の推進 

障害のある人が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき 

社会の活動に参加することができ、自らの能力を最大限発揮できる 

よう支援を行います。 

 

○ 障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービス利 

用援助（福祉サービスに関する情報提供・助言、利用手続、利用 

料支払いの援助、日常的金銭管理等）を行うことにより、安心し 

て地域で自立した生活が送れるように支援します。＜再掲４(1)＞ 

 

○ 認知症の人の生活に関わる関係者（医療・福祉・介護、法曹、 

金融機関等）に対する研修の実施等により、認知症の人の意思決 

定を支援します。 

 

(2) 相談支援体制の整備 

  障害のある人が、自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を 

受けることができる体制を構築するため、様々な障害種別に対応し 

た相談支援を提供する体制の整備を図ります。 

 

 ○ 各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支 

援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、 

ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネット 

ワークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。 

 

 ○ 相談支援の質の向上及びサービス等利用計画の適切な作成等 

を図るため、相談支援従事者の養成、スキルアップを進めるとと 

もに、相談担当職員等の支援を行う人材の養成を図るなど、相談 

支援体制を充実します。 

 

 ○ 気軽に話ができる居場所づくり等を進めるとともに、精神保健 

福祉総合センターや保健所等の心の健康相談の充実、地域で相談 

に応じる「こころの健康推進員」の養成、夜間・休日の電話相談 

の充実等により、身近な相談体制を整備します。 

 

 ○ 発達障害者支援センターはばたき及び発達障害者圏域支援セ 

 

自ら意思を決定及び表明することが困難な障害のある人に対し、 

必要な意思決定支援を行うとともに、障害のある人が自らの決定に 

基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築し 

ます。 

また、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ライフステ 

ージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整 

備を進めるとともに、障害のある人の自己選択や自己決定が尊重さ 

れる利用者本位の支援を促進します。 

 

① 意思決定支援の充実 

障害のある人が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社 

会の活動に参加することができ、自らの能力を最大限発揮できるよ 

う支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談支援体制の整備 

障害のある人が、自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受 

けることができる体制を構築するため、様々な障害種別に対応した 

相談支援を提供する体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

自ら意思を決定及び表明することが困難な障害のある人に対し、 

必要な意思決定支援を行うとともに、障害のある人が自らの決定に 

基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築し 

ます。 

また、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ライフステ 

ージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整 

備を進めるとともに、障害のある人の自己選択や自己決定が尊重さ 

れる利用者本位の支援を促進します。 

 

(1)意思決定支援の充実 

障害のある人が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社 

会の活動に参加することができ、自らの能力を最大限発揮できるよ 

う支援を行います。 

 

○ 障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービス利 

用援助（福祉サービスに関する情報提供・助言、利用手続、利用料 

支払いの援助、日常的金銭管理等）を行うことにより、安心して地 

域で自立した生活が送れるように支援します。＜再掲 1(1)＞ 

 

○ 認知症の人の生活に関わる関係者（医療・福祉・介護、法曹、金 

融機関等）に対する研修の実施等により、認知症の人の意思決定を 

支援します。 

 

(2)相談支援体制の整備 

障害のある人が、自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受 

けることができる体制を構築するため、様々な障害種別に対応した 

相談支援を提供する体制の整備を図ります。 

 

○ 各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支 

援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、 

ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネットワ 

ークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。 

 

○ 相談支援の質の向上及びサービス等利用計画の適切な作成等を 

図るため、相談支援従事者の養成、スキルアップを進めるととも 

に、相談担当職員等の支援を行う人材の養成を図るなど、相談支援 

体制を充実します。 

 

○ 気軽に話ができる居場所づくり等を進めるとともに、精神保健 

福祉総合センターや保健所等の心の健康相談の充実、地域で相談 

に応じる「こころの健康推進員」の養成、夜間・休日の電話相談の 

充実等により、身近な相談体制を整備します。 

 

○ 発達障害者支援センターはばたきは、発達障害者圏域支援センタ
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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
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ンター（府内６箇所）を設置するとともに、学齢期を中心とした 

発達障害児を対象とする発達障害児支援拠点（府内３箇所）にお 

いて相談支援を行います。また、発達障害に関する府民への理解 

促進のための普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 高次脳機能障害支援拠点における相談支援を継続して実施す 

るとともに、高次脳機能障害に関わる医療機関、福祉サービス提 

供事業者等への研修や支援機関相互の連携会議により、地域にお 

ける高次脳機能障害者への支援体制の充実を図ります。 

 

 ○ 府保健所や難病相談・支援センターにおいて、難病患者等の相 

談・支援、地域交流活動の促進などを行うとともに、医療機関、 

患者団体及び行政機関等との連携を強めることにより、患者等の 

療養上、日常生活上の悩みや不安等の解消を図ります。 

 

○ 就労支援など患者等の持つ様々なニーズに対応する相談・支援 

を実施することにより、難病患者の社会参加のより一層の促進を 

図ります。 

 

○ 「京都府認知症コールセンター」や「京都府若年性認知症コー 

ルセンター」など、身近に相談できる窓口の設置により、認知症 

の早期発見及び認知症の人やその家族の介護負担等の軽減を図 

ります。 

 

○ 若年性認知症に関する相談にワンストップで対応できる若年 

性認知症支援コーディネー ターの設置や、関係機関とのネット 

ワークの構築等により、若年性認知症の方やその家族が、必要な 

制度やサービスにつながる支援体制を整備します。 

 

 ○ 児童虐待やＤＶ、非行、ひきこもりなど、複雑・多様化する家 

庭問題に迅速・的確に対応するため、「京都府家庭支援総合セン 

ター」を中心に関係機関の連携・協力のもと、家庭問題に関する 

総合的・専門的な相談支援を行います。 

 

○ 障害のある女性を含む性暴力の被害者や配偶者等からの暴力 

の被害者に対し、「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援セン 

ター 京都ＳＡＲＡ」や、配偶者暴力相談支援センターにおいて 

相談支援を行います。＜再掲 4(2)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーを束ねる専門機関として、困難ケースへのスーパーバイズ等を担

うとともに、発達障害者圏域支援センター（府内６箇所）は、地域

の中核的な支援機関として、圏域内のネットワークを作り、相談支

援事業所等の支援を行うため、地域支援マネジャーを配置し、市町

村・保育所等子育て支援機関・障害福祉サービス事業所等への指導・

助言、各種支援により、人材育成や地域の支援体制の整備を行いま

す。 

 

○ また、発達障害児支援拠点（府内３箇所）において、学齢期の児

童を中心とした相談支援を行うとともに、教育機関との連携強化を

一層促進します。 

 

○ 高次脳機能障害支援拠点における相談支援を継続して実施する 

とともに、高次脳機能障害に関わる医療機関、福祉サービス提供事 

業者等への研修や支援機関相互の連携会議により、地域における 

高次脳機能障害のある人への支援体制の充実を図ります。 

 

○ 府保健所や難病相談・支援センターにおいて、難病患者等の相 

談・支援、地域交流活動の促進などを行うとともに、医療機関、患 

者団体及び行政機関等との連携を強めることにより、患者等の療 

養上、日常生活上の悩みや不安等の解消を図ります。 

 

○ 就労支援など患者等の持つ様々なニーズに対応する相談・支援 

を実施することにより、難病患者の社会参加を促進します。 

 

 

○ 「京都府認知症コールセンター」や「京都府若年性認知症コール 

センター」など、身近に相談できる窓口の設置により、認知症の早 

期発見及び認知症の人やその家族の介護負担等の軽減を図りま 

す。 

 

○ 若年性認知症に関する相談にワンストップで対応できる若年性 

認知症支援コーディネー ターの設置や、関係機関とのネットワ 

ークの構築等により、若年性認知症の方やその家族が、必要な制度 

やサービスにつながる支援体制を整備します。 

 

○ 児童虐待やＤＶ、非行、ひきこもりなど、複雑・多様化する家庭 

問題に迅速・的確に対応するため、「京都府家庭支援総合センター」 

を中心に関係機関の連携・協力のもと、家庭問題に関する総合的・ 

専門的な相談支援を行います。 

 

○ 障害のある人を含む性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の 

被害者に対し、「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 

 京都ＳＡＲＡ」や、配偶者暴力相談支援センターにおいて相談支 

援を行います。＜再掲 1(2)＞ 



 

 

22 

 

第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

 

 

 

 

 

 ○ 悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、専門機関等必 

要な支援につなげ、見守るゲートキーパーの養成を進めます。 

 

○ 京都府自殺ストップセンターを運営し、自死・自殺を考えるな 

ど、深刻な悩みを抱える方々に対する電話・面接相談を実施しま 

す。また、多重債務や労働問題等、相談内容により専門家の対応 

が必要な場合は、「いのちのサポートチーム」が面接相談に加わ 

り、継続した相談支援を行います。 

 

○ 府内の相談・支援機関からなるネットワーク「京のいのち支え 

隊」による連携、情報共有を進め、より良い相談・支援体制の構 

築を図る等の活動を通じて、「オール京都」体制での寄り添い支 

援を進めます。 

 

○ ＳＮＳを活用した相談窓口の設置など、若者向けの対策を一層 

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

  障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定 

により必要なサービスを受けられるよう、市町村等との連携のも 

と、在宅サービス等の量的・質的な充実を図ります。 

 

○ 障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービス等 

の実施計画である「京都府障害福祉計画」に定める障害福祉サー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定に 

より必要なサービスを受けられるよう、市町村等との連携のもと、在 

宅サービス等の量的・質的な充実を図ります。 

 

 

 

 

 ○ 府内各市町村において、府民が抱える複雑・複合化した課題に対 

応するため、相談者や内容の属性に関わらず、重層的に支援する体 

制の構築を推進します。＜新規＞ 

 

○ 悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、専門機関等必要 

な支援につなげ、見守るゲートキーパーの養成を進めます。 

 

○ 京都府自殺ストップセンターを運営し、自死・自殺を考えるな 

ど、深刻な悩みを抱える方々に対する電話・面接相談を実施しま 

す。また、多重債務や労働問題等、相談内容により専門家の対応が 

必要な場合は、「いのちのサポートチーム」が面接相談に加わり、 

継続した相談支援を行います。 

 

○ 府内の相談・支援機関からなるネットワーク「京のいのち支え 

隊」による連携、情報共有を進め、より良い相談・支援体制の構築 

を図る等の活動を通じて、「オール京都」体制での寄り添い支援を 

進めます。 

 

○ ＳＮＳを活用した相談窓口の設置など、若者向けの対策を一層 

推進します。 

 

 ○ 安全で不自由なく暮らせる住宅にするためにバリアフリー改修 

などの設計内容や工事方法について専門家が相談に応じる住宅相 

談を実施します。※2(2)から移動 

 

 ○ 特別支援学校を卒業した重度心身障害のある人の日中活動の場 

となる生活介護事業等に対して、身体機能の低下などを予防でき 

るよう、リハビリテーション専門職による訪問相談を行います。＜ 

新規＞ 

 

 ○ 府、市町村、警察、京都犯罪被害者支援センター等が一体となり、 

ワンストップで犯罪被害者等の支援を行うため、社会福祉士がコ 

ーディネートする支援調整会議を開催し、司法、心理、福祉の専門 

家の助言を踏まえた支援計画を策定して、被害者の状況変化に応 

じ見直しを行いながら中長期にわたり途切れることのない支援を 

行います。＜新規＞ 

 

(3)地域移行支援、在宅サービス等の充実 

障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定に 

より必要なサービスを受けられるよう、市町村等との連携のもと、在 

宅サービス等の量的・質的な充実を図ります。 

 

○ 障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の 

実施計画である本計画に定める障害福祉サービス等の必要量の確 
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ビス等の必要量の確保に向け、市町村や関係機関等と連携してサ 

ービス提供基盤の整備を図ります。 

 

○ 医療的ケアが必要な障害児者や重度障害児者に対し、医療型短 

期入所の受け入れを行う医療機関への支援や、適正なサービス等 

利用計画の作成に対する支援を行い、地域での生活が安心して継 

続できるよう環境の整備を図ります。 

 

○ 通院等の外出に支援を要する高齢者や障害者の移動手段を確 

保するための福祉有償運送事業者の車両購入に対する助成及び 

運転協力者養成講習を実施します。 

 

 

 

 

 ○ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービス体系に対 

応した事業所を確保するため、サービス提供に必要な施設改修等 

への支援を行います。 

 

 ○ 障害者自立支援協議会の意見等を踏まえ、グループホーム等の 

「住まいの場」の確保を図るとともに、生活介護、就労継続支援 

事業所等の「活動の場」を充実します。 

 

 ○ 障害のある人が必要なサービスを適切に選択できるよう、ホー 

ムページや「障害者福祉のてびき」等を活用しつつ、市町村と連 

携して、制度の周知を図るとともに、障害福祉サービス等を行う 

事業者の情報の提供に努めます。 

 

 ○ 創作的活動や生産活動の機会を提供し社会との交流促進など 

を行う地域活動支援センターの機能の充実強化を支援し、地域生 

活支援の促進を図ります。 

 

 ○ 医療的ケア児等については、医療・福祉・保育・教育など、多 

分野・多職種による連携した支援が必要であるため、府域・圏域・ 

市町村域で医療的ケア児等の関係機関が連携を図るための協議 

の場を設けるとともに、多分野に渡る支援を総合調整するコーデ 

ィネーターを養成します。 

 

 ○ 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及 

び移動等の支援を行う通訳・介助員を派遣します。 

 

 ○ 精神保健福祉総合センターや保健所等の心の健康相談を充実 

するとともに、地域保健の拠点である保健所において、精神保健 

福祉総合センターの技術支援を受けつつ、地域・職域連携推進会 

議や障害者自立支援協議会等を活用して、産業保健等との連携体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保に向け、市町村や関係機関等と連携してサービス提供基盤の整 

備を図ります。 

 

○ 医療的ケアが必要な障害児者や重度障害児者に対し、医療型短 

期入所の受け入れを行う医療機関への支援や、適正なサービス等 

利用計画の作成に対する支援を行い、地域での生活が安心して継 

続できるよう環境の整備を図ります。 

 

○ 通院等の外出に支援を要する高齢者や障害者の移動手段を確保 

するための福祉有償運送事業者の車両購入に対する助成及び運転 

協力者養成講習を実施します。 

 

 ○ 在宅で安心して生活ができるよう、訪問リハビリテーション事 

業所の整備を推進します。＜新規＞ 

 

○ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービス体系に対応 

した事業所を確保するため、サービス提供に必要な支援を行いま 

す。 

 

○ 障害者自立支援協議会の意見等を踏まえ、グループホーム等の 

「住まいの場」の確保を図るとともに、生活介護、就労継続支援事 

業所等の「活動の場」を充実します。 

 

○ 障害のある人が必要なサービスを適切に選択できるよう、ホー 

ムページや「障害者福祉のてびき」等を活用しつつ、市町村と連携 

して、制度の周知を図るとともに、障害福祉サービス等を行う事業 

者の情報の提供に努めます。 

 

○ 創作的活動や生産活動の機会を提供し社会との交流促進などを 

行う地域活動支援センターの機能の充実強化を支援し、地域生活 

支援の促進を図ります。 

 

 ○ 医療的ケア児等については、医療・福祉・保育・教育など、多分 

野・多職種による連携した支援が必要であるため、府域・圏域・市 

町村域で医療的ケア児等の関係機関が連携を図るための協議の場 

を設けるとともに、多分野に渡る支援を総合調整するコーディネ 

ーターの配置を促進します。 

 

 ○ 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及 

び移動等の支援を行う通訳・介助員を派遣します。 

 

 ○ 精神保健福祉総合センターや保健所等の心の健康相談を充実す 

るとともに、地域保健の拠点である保健所において、精神保健福祉 

総合センターの技術支援を受けつつ、地域・職域連携推進会議や障 

害者自立支援協議会等を活用して、産業保健等との連携体制を構 
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制を構築します。 

 

○ 退院後支援計画の作成、地域移行支援・地域定着支援を担う相 

談支援従事者の養成、退院後のデイケアや訪問支援（アウトリー 

チ）、精神科救急医療体制を充実するとともに、障害者自立支援 

協議会等を通じ、障害者福祉圏域毎の保健・福祉・医療の協議の 

場を設置し、入院患者の地域移行及び退院患者の地域定着を推進 

します。 

 

○ 訪問が必要な家族に対し、保健所職員が中心となり、メリデ 

ン版訪問家族支援の手法を用いた家族支援を実施するとともに 

ケアラーアセスメント票（家族のセルフチェック票）の活用・普 

及啓発により、保健・福祉・医療関係者の家族支援を推進します。 

 

○ 高次脳機能障害のある人に対し、医療、福祉、行政の連携によ 

り、リハビリ医療から就労までを継続してサポートするしくみを 

つくります。京都府立心身障害者福祉センターで専門外来と生活 

訓練事業所が一体的に訓練を行う取組みを行います。 

 

○ 認知症が疑われる人などを適切な医療・介護サービスつなげる 

ため、各市町村に設置された「認知症初期集中支援チーム」の運 

営・人材育成の支援や認知症初期の人の精神的支援・日常生活支 

援を行う「認知症リンクワーカー」の養成を通じて、認知症の人 

やその家族に寄り添った支援の充実を図ります。 

 

○ 認知症の人やその家族が集う「認知症カフェ」の設置の拡大や 

運営の支援などにより、認知症の人の居場所づくりや社会参加を 

支援します。 

 

○ 認知症等による行方不明者を早期に発見するため、広域模擬訓 

練の実施など多様な捜索支援を行います。 

 

○ 認知症疾患医療センターや認知症カフェ等における「本人・家 

族教室」の開催を促進し、認知症の人やその家族がお互いに支え 

あうピアサポートの場づくりを推進します。 

 

(4) 障害のある子どもに対する支援の充実 

障害のある児童及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後 

まで一貫した支援を身近な地域で提供できる体制の整備を進めま 

す。 

 

 

 

○ 学齢期前の聴覚障害児に聴覚・ことばの指導等を行い、手話等 

の言語能力・コミュニケーション能力の獲得に向けた支援を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 障害のある児童への支援 

 

保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った 

上で、障害のある児童及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業 

まで一貫した支援を身近な地域で提供できる体制の構築を図りま 

す。 

 

①重層的な地域支援体制の構築 

障害児通所支援について、障害のある児童の障害種別や年齢別等 

築します。 

 

○ 退院後支援計画の作成、地域移行支援・地域定着支援を担う相談 

支援従事者の養成、退院後のデイケアや訪問支援（アウトリーチ）、 

精神科救急医療体制を充実するとともに、障害者自立支援協議会 

等を通じ、障害者福祉圏域毎の保健・福祉・医療の協議の場を設置 

し、入院患者の地域移行及び退院患者の地域定着を推進します。 

 

 

 ○ 訪問が必要な家族に対し、保健所職員が中心となり、メリデン版 

訪問家族支援の手法を用いた家族支援を実施するとともにケアラ 

ーアセスメント票（家族のセルフチェック票）の活用・普及啓発に 

より、保健・福祉・医療関係者の家族支援を推進します。 

 

 ○ 高次脳機能障害のある人に対し、医療、福祉、行政の連携により、 

リハビリ医療から就労までを継続してサポートする仕組みをつく 

ります。京都府立心身障害者福祉センターで専門外来と生活訓練 

事業所が一体的に訓練を行う取組みを行います。 

 

 ○ 認知症が疑われる人などを適切な医療・介護サービスつなげる 

ため、各市町村に設置された「認知症初期集中支援チーム」の運営・ 

人材育成を図ります。 

 

 

 

○ 認知症の人やその家族が集う「認知症カフェ」の設置の拡大や運 

営の支援などにより、認知症の人の居場所づくりや社会参加を支 

援します。 

 

○ 認知症等による行方不明者を早期に発見するため、広域模擬訓 

練の実施など多様な捜索支援を行います。 

 

○ 認知症疾患医療センターや認知症カフェ等における「本人・家族 

教室」の開催を促進し、認知症の人やその家族がお互いに支えあう 

ピアサポートの場づくりを推進します。 

 

(4)障害のある子どもに対する支援の充実 

 

保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った 

上で、障害のある児童及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業 

まで一貫した支援を身近な地域で提供できる体制の構築を図りま 

す。 

 

①重層的な地域支援体制の構築 

○ 障害児通所支援について、障害のある児童の障害種別や年齢別 
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とともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

 

○ 学齢期前までの視覚障害児に基本的生活習慣の取得、集団生活 

などの訓練を行い、社会生活に適応するための基礎習得を支援す 

るとともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

 

○ 重度の障害児（者）を中心に、在宅障害児（者）が身近な地域 

で療育指導、相談等が受けられるよう障害児（者）地域療育等支 

援事業を実施し、療育機能の充実を図ります。 

 

○ 身体障害者手帳の対象とならない軽・中等度の難聴児に対し、 

補聴器給付事業を実施し、対象児の成長発達を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のニーズに応じて、身近な地域で提供できるように、児童発達支援セ 

ンターの設置を促進します。また、児童発達支援センターを中心に、 

保育所等訪問支援を府内全域において利用できる体制の構築を目指 

します。 

 

②重症心身障害児・医療的ケア児等に対する支援体制の整備  

 

(一) 事業所における支援体制の充実 

  重症心身障害児・医療的ケア児が身近な地域で児童発達支援や 

 放課後等デイサービス事業を受けられるよう、地域における課題 

の整理や地域資源の開発、人材育成等を行いながら、支援体制の充 

実を図ります。 

 

(二) 医療的ケア児に対する支援の円滑な実施 

  医療的ケア児の円滑な在宅への移行を進めるとともに、心身の 

状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の 

支援が受けられるよう、関係者が連携を図る協議の場を設け、総合 

的な支援体制を構築します。 

 

(三) 地域でのレスパイト機能の確保 

  身近な地域で家族のレスパイト機能を確保できるよう、医療型 

 短期入所の開設を促すとともに、受入体制の整備を図ります。 

 

(四) 障害児相談支援の提供体制の確保 

  相談支援専門員など､医療的ケア児支援に係る関連分野を調整 

 するコーディネーターを確保し、研修実施等により質の確保及び 

その向上を図りながら、相談支援提供体制の構築を図ります。 

 

 

③発達障害児に対する支援 

年中児スクリーニング（５歳児健診）を引き続き市町村と連携しな 

がら実施するとともに、発達障害児の初診待機期間が長期化してい 

る状況を踏まえ、医療提供体制の強化や支援の充実に取り組みます。 

 

 

④難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとと 

もに、新生児聴覚スクリーニング検査から療育につなげる体制整備 

のための協議会の設置や療育を遅滞なく実施するための体制整備、 

難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

等のニーズに応じて、身近な地域で提供できるように、市町村に設 

置されるこども家庭センターと連携した支援体制の構築や、児童 

発達支援センターを中核とした障害児支援体制の構築を、地域の 

実情に応じて進めます。 

 

②重症心身障害児・医療的ケア児等に対する支援体制の整備 

○ 重症心身障害児・医療的ケア児が身近な地域で児童発達支援や 

放課後等デイサービス事業を受けられるよう、地域における課題 

の整理や地域資源の開発、人材育成等を行いながら、支援体制の充 

実を図ります。 

 

〇 京都府医療的ケア児等支援センター（愛称「ことのわ」）におい 

て、医療的ケア児やその家族の相談に応じるとともに、情報の提 

供、助言等を行い、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連 

分野の支援が受けられるよう、関係機関等への情報の提供及び件 

数等の業務や連絡調整等、関係者が連携を図る協議の場を設け、総

合的な支援体制を構築します。 

 

 

○  身近な地域で家族のレスパイト機能を確保できるよう、医療型 

短期入所等における受入体制の充実や、緊急時・災害時における医 

療的ケア児等に対する地域での支援体制の強化を進めます。 

 

〇 地域の医療的ケア児等のニーズを勘案し、相談支援専門員など､ 

医療的ケア児支援に係る関連分野を総合的に調整する医療的ケア 

児等コーディネーターを配置できるよう、研修実施等により人材 

の確保、質の向上を図りながら、相談支援提供体制の構築を図りま 

す。 

 

 〇 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して適切な 

支援ができるよう、地域の支援ニーズを把握し、課題の整理や専門 

的人材育成、地域の関係機関と連携をはかりつつ、支援体制の構築 

を進めます。 

 

 

③難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築等 

〇 難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画は、 

本計画に盛込むこととし、難聴児支援のための早期発見・早期療育 

を総合的に推進するため、市町村、児童発達支援センター、特別支 

援学校等と連携した中核的機能を果たす体制の確保を進め、新生 

児聴覚スクリーニング検査から療育につなげる体制整備のための 

協議の場の設置や療育を遅滞なく実施するための体制整備、難聴 

児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ります。 

 

○ 学齢期前の聴覚障害児に聴覚・ことばの指導等を行い、手話等 
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⑤子ども・子育て支援新制度における障害児の利用について 

 

(一) 障害のある児童の利用ニーズの目標設定 

保育所や認定こども園等、子ども・子育て支援事業における障害 

のある児童の利用ニーズについて、障害の有無にかかわらず児童 

が共に成長できるよう、地域社会へのインクルージョンを推進し 

ます。 

 

(二) 医療的ケア児に対する受入体制の整備 

医療的ケア児が子ども・子育て支援事業を円滑に利用できるよ 

う、看護師の配置や、たん吸引を行うことのできる保育士の養成な 

どを推進します。 

 

 

 

 

 

 ⑥保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

  障害児通所支援の体制整備にあたり、保育所や認定こども園等の 

子育て支援施策との連携を図ると共に、障害のある児童の支援並び 

に健全な育成を進めるため、子育て支援や医療担当部署との連携体 

制を確保します。また、卒業時及び就業時において、支援の円滑な引 

継ぎのため、支援ファイル・移行支援シート等を活用し、学校、障害 

福祉サービス事業所が連携を図るとともに、教育委員会等との連携 

体制を確保します。 

 

 

 

 

 

(11) 発達障害児・者への支援の充実 

の言語能力・コミュニケーション能力の獲得に向けた支援を行う 

とともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

 

○ 身体障害者手帳の対象とならない軽・中等度の難聴児に対し、 

補聴器給付事業を実施し、対象児の成長発達を促します。 

 

 ○ 認識力・探索力を養い、経験を広げるための取組を支援します。 

＜新規＞ 

 

○ 小児リハビリテーションの先端病院などでリハビリテーション 

専門職を受入れ、実地研修を行い人材育成を図るとともに、小児リ 

ハビリテーション関連施設についての情報発信に努めます。 

＜新規＞ 

 

④障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進につ 

いて 

〇 全ての子どもが、障害の有無にかかわらず、様々な遊び等を通じ 

て共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合い、共に成長でき 

るよう、地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進しま 

す。 

 

 〇 児童発達支援センターが保育所や認定こども園等に対して専門 

的支援や助言を行うとともに、地域の障害児通所支援事業所等が、 

保育所等訪問支援等を活用しながら、府内全域において、障害児の 

地域社会への参画・包容を推進する体制の構築を目指します。 

 

〇 医療的ケア児等が地域の中で健やかに育ち、全ての子育て世帯 

が安心して必要なサービスを利用できるように、医療機関等と連 

携した子育て支援体制の推進、看護師の確保、たん吸引を行うこと 

のできる保育士の養成などを推進します。 

 

⑤保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

〇 障害児通所支援の体制整備にあたり、保育所や認定こども園等 

の子育て支援施策との連携を図ると共に、障害のある児童の支援 

並びに健全な育成を進めるため、市町村に設置されるこども家庭 

センターや、子育て支援や医療担当部署との連携体制を確保しま 

す。また、卒業時及び就業時において、支援の円滑な引継ぎのため、 

学校、障害福祉サービス事業所の連携や、教育委員会等との連携体 

制を強化します。 

 

○ 学齢期前までの視覚障害児に基本的生活習慣の取得、集団生活 

などの訓練を行い、社会生活に適応するための基礎習得を支援す 

るとともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

 

(5)発達障害児・者への支援の充実 
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○ 障害のある児童の支援拠点である「京都府立こども発達支援セ 

ンター」について、診療・療育体制の充実を図るとともに、発達 

障害のある児童の診療を行う医師等を養成します。 

 

○ 発達障害児に対し、医療・福祉・相談をトータルパッケージで 

提供できる「発達障害児支援拠点」を北・中・南部に整備し、南 

部の「こども発達支援センター」を中核として人材育成研修を行 

い、市町村や教育機関と連携した支援体制を構築します。 

 

○ 乳幼児のスクリーニングから発達障害のある乳幼児を早期に 

発見し、個々の状態に応じた適切な支援が受けられるよう、保育 

所等への保育支援やペアレントトレーニングの実施を行う市町 

村への支援を行うとともに、実施できる人材養成などを幅広く展 

開します。 

 

○ 就学前までの子どもの発育・発達の支援に関わる従事者を対象 

に、各保健所が地域の特性に応じ、子どもの発育・発達の支援に 

関わる研修会等を企画・実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害のある人が、身近な地域で安心して生活ができるよう、発 

達障害の早期発見・早期療育支援を進めるとともに、医療提供体制の 

充実、京都府発達障害者支援センターはばたきを核とした相談支援 

体制など、ライフステージを通じた支援体制の充実を図ります。 

 

 

①乳幼児期における早期発見・早期療育支援実施 

年中児スクリーニング（５歳児健診）及び事後支援について、引き 

続き市町村と連携しながら実施するとともに（(10)障害のある児童 

の支援③再掲）、市町村におけるペアレントトレーニング、ソーシャ 

ルスキルトレーニング等事後支援に取り組まれるよう、専門職養成 

等の人材育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医療提供体制の充実 

府立の専門医療機関等において、初診待機期間が長期化している 

状況を踏まえ、専門医療機関の医療提供体制を充実するとともに、地 

域で発達障害の診察に一定対応可能な医師の確保に向けた研修や、 

かかりつけ医等の発達障害への対応力向上に向けた研修等を通じ、 

府全域での重層的な医療提供体制の確立を図ります。 

 

③相談体制の充実 

発達障害者支援センターはばたき、圏域支援センター及び地域の 

相談支援事業所における、発達障害のある人及びその家族等への相 

談支援を継続するとともに、府内３拠点に整備した相談支援拠点に 

おいて、学齢期を中心とした発達障害児への相談体制の充実を図り 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害のある人が、身近な地域で安心して生活ができるよう、発 

達障害の早期発見・早期療育支援を進めるとともに、医療提供体制の 

充実、京都府発達障害者支援センターはばたきや発達障害者圏域支

援センターを中心とした地域での支援体制の整備など、ライフステー

ジを通じた支援体制の充実を図ります。 

 

 ①乳幼児期における早期発見・早期療育支援実施 

 〇 市町村が、こども家庭支援センターを中心とした子育て世帯へ 

の包括的な支援体制及び児童発達支援センターを中心とした地域 

の障害児支援体制を整備し、民間事業者とも連携しながら、早期発 

見・早期支援のための地域支援体制の整備の充実を図れるように、 

地域のニーズに応じた専門職人材の育成・確保を進めます。 

 

 〇 発達障害の早期発見・早期支援には、発達障害児とその家族等へ 

の支援も重要であることから、各地域において、保護者等が発達障 

害の特徴を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応がで 

きるよう、ペアレントトレーニング等の家族等に対する支援体制 

の構築を進めます。 

 

 ○ 就学前までの子どもの発育・発達の支援に関わる従事者を対象 

に、各保健所が地域の特性に応じ、子どもの発育・発達の支援に関 

わる研修会等を企画・実施します。 

 

 ②医療提供体制の充実 

 〇 発達障害の診断・診療を行う医師の育成、医療提供体制の整備の 

ため、「医療的支援を必要とする子どもと保護者が速やかに診療へ 

繋がる医療提供体制」及び「医師確保が困難な北部地域も含め、府 

全域における持続性のある医療提供体制」の構築を進めます。 

 

 

 ③相談体制の充実 

 〇 発達障害者支援センターはばたきは、発達障害者圏域支援セン 

ターを束ねる専門機関として、困難ケースへのスーパーバイズを 

担うとともに、職能団体と連携して、各地域で必要となる専門職育 

成等の役割を担います。 

 

 〇 発達障害者圏域支援センターは、地域の中核的な支援機関とし 

て、圏域内のネットワークを作り、相談支援事業所等の支援を行う 

ため、地域支援マネージャーを配置し、地域資源の把握や圏域課題 

を明らかにし、市町村・保育所等子育て支援機関・障害福祉サービ 

ス事業等への指導・助言、各種支援を通じた地域の人材育成等によ 

り、地域の支援体制の整備を行います。 

 

 〇 学齢期の児童を中心とした寄り添い型の相談支援については、 

府内の専門医療機関における初診待期期間の解消と併せ、医療、福 
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(5) 障害福祉サービスの質の向上等 

  障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する 

職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価 

の適切な実施等に努めます。 

 

 ○ 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供 

する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による 

喀痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相 

談支援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人 

材の確保と質の向上を図ります。 

 

 ○ 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する 

ため、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事 

業者段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者 

機関である運営適正化委員会を設け、福祉サービスに関する苦情 

解決の体制整備とその適正な運用を図ります。 

 

○ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構（平成 17年 10月 

14日発足）のもとでの第三者評価の推進を図り、利用者本位のよ 

り質の高い介護・福祉サービスを安心して選択できる環境づくりを 

一層推進します。 

 

(6) 福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及 

促進及び身体障害者補助犬の育成等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④関係機関相互のネットワーク形成及び普及啓発の推進 

「京都府発達障害者支援体制整備検討委員会」等において、本府発 

達障害児・者施策の方向性の議論と発達障害児・者支援に係る関係機 

関のネットワーク形成を推進するとともに、関係団体と共同した普 

及啓発活動を実施し、４月２日の「世界自閉症啓発デー」を始めとし 

た発達障害の理解促進に努めます。 

 

④ 障害福祉サービスの質の向上等 

障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する 

職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価の 

適切な実施等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及促 

進及び身体障害者補助犬の育成等 

祉、相談をトータルパッケージで提供できる「発達障害児支援拠 

点」の機能強化や、教育機関との連携強化を一層促進します。 

 

 

 ○ 学齢期前の聴覚障害児に聴覚・ことばの指導等を行い、手話等の 

言語能力・コミュニケーション能力の獲得に向けた支援を行うと 

ともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

＜再掲６(4)③＞ 

 

 ○ 学齢期前までの視覚障害児に基本的生活習慣の取得、集団生活 

などの訓練を行い、社会生活に適応するための基礎習得を支援す 

るとともに、保護者に対する相談支援等を実施します。 

＜再掲６(4)⑤＞ 

 

 ④関係機関相互のネットワーク形成及び普及啓発等の推進 

○ 「京都府発達障害者支援体制整備検討委員会」等において、本 

府発達障害児・者施策の方向性の議論と発達障害児・者支援に係る 

関係機関のネットワーク形成を推進するとともに、関係団体と共 

同した普及啓発活動を実施し、４月２日の「世界自閉症啓発デー」 

を始めとした発達障害の理解促進や家族支援の充実に努めます。 

 

(6)障害福祉サービスの質の向上等 

  障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する 

職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価の 

適切な実施等に努めます。 

 

○ 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供 

する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による喀 

痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相談支 

援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人材の確 

保と質の向上を図ります。 

 

 ○ 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するた 

め、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事業者 

段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者機関で 

ある運営適正化委員会を設け、福祉サービスに関する苦情解決の 

体制整備とその適正な運用を図ります。 

 

 ○ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構（平成 17年 10月 

14日発足）のもとでの第三者評価の推進を図り、利用者本位のよ 

り質の高い介護・福祉サービスを安心して選択できる環境づくり 

を一層推進します。 

 

(7)福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及促 

進及び身体障害者補助犬の育成等 
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  補装具や日常生活用具の給付・貸付、介護・リハビリのための機 

器の普及促進、身体障害者補助犬法に基づく補助犬の育成等を推進 

します。 

 

○ 障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図り、社会参加を 

支援するため、補装具の給付や日常生活用具の給付・貸付を実施 

する市町村に対し財政支援等を行います。 

 

 ○ 医療機器だけでなく介護・福祉人材の不足解消や身体的・精神 

的負担の軽減等のため介護・福祉ロボットも含めた様々な活動を 

育むロボットの普及促進や新たなリハビリテーション技術を広 

めるための研修等を実施します。 

 

 ○ 身体障害者補助犬の育成及び訓練等を行う法人に対する助成 

を実施します。 

 

(7) 障害福祉を支える人材の育成・確保 

  障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供す 

る人材の養成・確保と質の向上を図ります。 

 

 ○ 京都府自立支援協議会の専門部会として人材育成部会を設置 

し、相談支援従事者養成研修、サービス管理責任者等研修等の指 

導者の人材育成を図るスキームを構築します。 

 

 ○ 障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害の 

ある人、聴覚や視覚に障害のある人など障害特性に応じたヘルパ 

ーなどの人材の養成・確保を図ります。 

また、知的障害又は精神障害で行動上の困難を有する障害のあ 

る人が危険を回避するために必要な援護を行う者を養成します。 

 

 ○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の 

充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。 

 

 ○ 障害のある人にとって最も身近な相談者である身体障害者相 

談員、知的障害者相談員及びこころの健康推進員並びにいきいき 

条例による地域相談員の研修事業を充実し、相談員の資質の向上 

と活動の充実を図ります。 

 

○ 認知症を正しく理解し、適切に対応できるよう、かかりつけ医 

や看護師、医療関係者等の認知症対応力向上研修を実施します。 

 

  ○ 認知症の人の介護を実践する施設・居宅サービス事業所の実務 

者及び指導者を対象として、実践者研修、リーダー研修等を実施 

します。 

補装具や日常生活用具の給付・貸付、介護・リハビリのための機器 

の普及促進、身体障害者補助犬法に基づく補助犬の育成等を推進し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 障害福祉を支える人材の育成・確保 

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供す 

る人材の養成・確保と質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  補装具や日常生活用具の給付・貸付、介護・リハビリのための機器 

の普及促進、身体障害者補助犬法に基づく補助犬の育成等を推進し 

ます。 

 

 ○ 障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図り、社会参加を 

支援するため、補装具の給付や日常生活用具の給付・貸付を実施す 

る市町村に対し財政支援等を行います。 

 

 ○ 医療機器だけでなく介護・福祉人材の不足解消や身体的・精神的 

負担の軽減等のため介護・福祉ロボットも含めた先端機器の普及

促進や新たなリハビリテーション技術を広めるための研修等を実施し

ます。 

 

 ○ 身体障害者補助犬の育成及び訓練等を行う法人に対する助成を 

実施します。 

 

(7)障害福祉を支える人材の育成・確保 

  障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供す 

る人材の養成・確保と質の向上を図ります。 

 

 ○ 京都府自立支援協議会の専門部会として人材育成部会を設置 

し、相談支援従事者養成研修、サービス管理責任者等研修等の指導 

者の人材育成を図るスキームを構築します。 

 

 ○ 障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害の 

ある人、聴覚や視覚に障害のある人など障害特性に応じたヘルパ 

ーなどの人材の養成・確保を図ります。 

また、知的障害又は精神障害で行動上の困難を有する障害のあ 

る人が危険を回避するために必要な援護を行う者を養成します。 

 

 ○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の 

充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。＜再掲 3(1)②＞ 

 

 ○ 障害のある人にとって最も身近な相談者である身体障害者相談 

員、知的障害者相談員及びこころの健康推進員並びにいきいき条 

例による地域相談員の研修事業を充実し、相談員の資質の向上と 

活動の充実を図ります。 

 

○ 認知症を正しく理解し、適切に対応できるよう、かかりつけ医や 

看護師、医療関係者等の認知症対応力向上研修を実施します。 

 

○ 認知症の人の介護を実践する施設・居宅サービス事業所の実務 

者及び指導者を対象として、実践者研修、リーダー研修等を実施し 

ます。 
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Ⅱ 希望に添って働き続けることができる社会 

 

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

【基本的考え方】 

働く意欲のある障害のある人が、その適性に応じて能力を十分に 

発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、 

福祉的就労の工賃の水準が向上するような支援等を通じて、福祉的 

就労の充実を促進します。 

 

(1) 総合的な就労支援 

  京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、障害のある人

の就労に関する相談から能力開発・向上、定着支援までの総合的な取

組を、福祉、教育機関等とのネットワークを強化して推進します。 

 

○ 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、相談から就 

職準備支援、職場体験・実習、職場定着支援まで、福祉、教育、医 

療など様々な関係機関と連携し、障害の特性に応じたきめ細かな 

就労支援を行います。 

 

 ○ 身近な地域に設置された障害者就業・生活支援センターにおい 

て、障害のある人の生活支援や職場定着支援などを行います。 

 

(2)経済的自立の支援 

特別障害者手当や特別給付金の支給等により、障害のある人及び 

その家族に対する経済的負担の軽減等を図ります。 

 

 ○ 特別障害者手当、障害児福祉手当、児童扶養手当、特別児童扶 

養手当等の各種手当を支給し、障害のある人及びその家族の経済 

的・精神的負担の軽減を図ります。 

 

○ 国民年金制度の改正時に、制度の対象とならなかった在日外国 

人の無年金障害者に対して、国が措置するまでの間の経過的措置 

として特別給付金を支給します。 

 

(3)障害者雇用の促進 

  障害のある人が、その適性と能力を十分に発揮することができる 

よう、企業との協働による雇用の場の創出と拡大を図るとともに、障 

害者雇用に積極的に取り組む企業を応援する取組などを推進し、障 

害者雇用を促進します。 

  

○ 「京都障害者雇用企業サポートセンター」において、企業に障害 

者雇用に関する専門スタッフを派遣し、コンサルティングや企業 

内の障害者雇用支援人材を育成するなど、就労から雇用管理、定着 

支援まで総合的に支援します。  

 

 

 

(7) 雇用・就業、経済的自立の支援 

 

働く意欲のある障害のある人が、その適性に応じて能力を十分に 

発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、 

福祉的就労の工賃の水準が向上するような支援等を通じて、福祉的 

就労の充実を促進します。 

 

① 総合的な就労支援 

京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、障害のある人 

の就労に関する相談から能力開発・向上、定着支援までの総合的な取 

組を、福祉、教育機関等とのネットワークを強化して推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経済的自立の支援 

特別障害者手当や特別給付金の支給等により、障害のある人及び 

その家族に対する経済的負担の軽減等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 障害者雇用の促進 

障害のある人が、その適性と能力を十分に発揮することができる 

よう、企業との協働による雇用の場の創出と拡大を図るとともに、障 

害者雇用に積極的に取り組む企業を応援する取組などを推進し、障 

害者雇用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 希望に添って働き続けることができる社会 

  

７ 雇用・就業、経済的自立の支援 

【基本的考え方】 

働く意欲のある障害のある人が、その適性に応じて能力を十分に 

発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、 

福祉的就労の工賃の水準が向上するような支援等を通じて、福祉的 

就労の充実を促進します。 

 

(1)総合的な就労支援 

 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、障害のある人 

の就労に関する相談から能力開発・向上、定着支援までの総合的な取 

組を、福祉、教育機関等とのネットワークを強化して推進します。 

 

○ 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、相談から就 

職準備支援、職場体験・実習、職場定着支援まで、福祉、教育、医 

療など様々な関係機関と連携し、障害の特性に応じたきめ細かな 

就労支援を行います。 

 

○ 身近な地域に設置された障害者就業・生活支援センターにおい 

て、障害のある人の生活支援や職場定着支援などを行います。 

 

(2)経済的自立の支援 

特別障害者手当や特別給付金の支給等により、障害のある人及び 

その家族に対する経済的負担の軽減等を図ります。 

 

○ 特別障害者手当、障害児福祉手当、児童扶養手当、特別児童扶養 

手当等の各種手当を支給し、障害のある人及びその家族の経済的・ 

精神的負担の軽減を図ります。 

 

○ 国民年金制度の改正時に、制度の対象とならなかった在日外国 

人の無年金障害者に対して、国が措置するまでの間の経過的措置 

として特別給付金を支給します。 

 

(3)障害者雇用の促進 

 障害のある人が、その適性と能力を十分に発揮することができる 

よう、企業との協働による雇用の場の創出と拡大を図るとともに、障 

害者雇用に積極的に取り組む企業を応援する取組などを推進し、障 

害者雇用を促進します。 

  

○ 「京都障害者雇用企業サポートセンター」において、企業に障害 

者雇用に関する専門スタッフを派遣し、コンサルティングや企業 

内の障害者雇用支援人材を育成するなど、就労から雇用管理、定着 

支援まで総合的に支援します。  
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 ○ 特例子会社や障害のある人を多数雇用する事業所の創設に対す 

る支援を行うとともに、セミナー、見学会等を開催し、特例子会社 

等の設立の促進や、中小企業の連携・共同による障害者雇用の拡大 

を促進します。 

 

○ 障害のある人を雇用するために必要となる施設又は設備等の整 

備及び定着の取組をする事業主に対して、必要な整備に要する経 

費を補助することにより、障害のある人の安定的な雇用の確保と 

就労の機会の拡大を図ります。 

 

 ○ 府庁の職場において、あらゆる障害のある人の雇用や職場実習 

を積極的に推進し、その実務経験をもとに一般企業への就労につ 

なげます。 

 

 ○ 障害のある人の雇用に積極的に取り組む企業を「京都はあとふ 

る企業」として知事が認証し、認証企業が実践している働きやすい 

職場づくりの先進事例をホームページ等で紹介することにより、 

障害者雇用への機運を高め、府内企業への普及・啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

(4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

  障害のある人の雇用・就労を促進するため、障害特性に応じた就労

支援の充実・強化を図るとともに、就職を希望する人の能力向上など

就業力強化の取組等を推進します。 

 

○ 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、相談から就 

職準備支援、職場体験・実習、職場定着支援まで、福祉、教育、 

医療など様々な関係機関と連携し、障害の特性に応じたきめ細か 

な就労支援を行います。＜再掲 7(1)＞ 

 

○ 高等技術専門校において、企業ニーズの変化を踏まえつつ、身 

体・知的・発達障害等それぞれの障害特性に応じた職業訓練を行 

い、障害のある人の就業力の強化を図ります。 

 

 ○ 「委託訓練制度」など国制度を積極的に活用し、精神障害のある 

人の特性に合わせた訓練や支援メニューの充実・多様化を図りま 

す。 

 

 ○ ＩＴを活用して就労可能な技術を身につけるための研修を開催 

するとともに、就労を希望する修了者等をＩＴサポートセンター 

に登録し、仕事の受注、仕事の配分等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

障害のある人の雇用・就労を促進するため、障害特性に応じた就労 

支援の充実・強化を図るとともに、就職を希望する人の能力向上など 

就業力強化の取組等を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特例子会社や障害のある人を多数雇用する事業所の創設に対す 

る支援を行うとともに、セミナー、見学会等を開催し、特例子会社 

等の設立の促進や、中小企業の連携・共同による障害者雇用の拡大 

を促進します。 

 

○ 障害のある人を雇用するために必要となる施設又は設備等の整 

備及び定着の取組をする事業主に対して、必要な整備に要する経 

費を補助することにより、障害のある人の安定的な雇用の確保と 

就労の機会の拡大を図ります。 

 

○ 府庁の職場において、あらゆる障害のある人の雇用や職場実習 

を積極的に推進し、その実務経験をもとに一般企業への就労につ 

なげます。 

 

○ 障害のある人の雇用に積極的に取り組む企業を「京都はあとふ 

る企業」として知事が認証し、認証企業が実践している働きやすい 

職場づくりの先進事例をホームページ等で紹介することにより、 

障害者雇用への機運を高め、府内企業への普及・啓発を図ります。 

 

 ○ 障害のある人の雇用の実例やインターンシップの進め方、指導 

ノウハウを学ぶセミナーの開催など、インターシップの実施を支 

援することで雇用を促進します。＜新規＞ 

 

(4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

 障害のある人の雇用・就労を促進するため、障害特性に応じた就労 

支援の充実・強化を図るとともに、就職を希望する人の能力向上など 

就業力強化の取組等を推進します。 

 

○ 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、相談から就 

職準備支援、職場体 験・実習、職場定着支援まで、福祉、教育、 

医療など様々な関係機関と連携し、障害の特性に応じたきめ細か 

な就労支援を行います。＜再掲 7(1)＞ 

 

○ 高等技術専門校において、障害のある人の就業力の強化と安定 

雇用を目指し、それぞれの障害特性に応じた職業訓練を行い、人材 

育成の強化を図ります。 

 

○ 国の離職者等再就職訓練（委託訓練）事業を活用し、それぞれの 

障害特性に合わせた訓練や支援メニューの充実・多様化を図りま 

す。 

 

○ ＩＴを活用して就労可能な技術を身につけるための研修を開催 

するとともに、就労を希望する修了者等をＩＴサポートセンター 

に登録し、仕事の受注、仕事の配分等を実施します。 



 

 

32 

 

第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

 

 

 

 

 

 ○ 障害のある人が日ごろ培った職業技能を競い合い、職業能力の 

向上とともに、障害のある人に対する理解と認識を深め、雇用の促 

進を図ることを目的として、アビリンピック京都大会を毎年開催 

するとともに、競技種目の充実や参加事業所、一般来場者の増大に 

努めます。 

また、全国障害者技能競技大会の代表選手派遣などを支援しま 

す。 

 

(5) 福祉的就労の充実 

  福祉の職場で働く障害のある人の自立と社会参加を支援するた 

め、民間企業等とも連携して、工賃向上の取組を推進するとともに、 

障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に 

推進するなど、福祉的就労の充実を図ります。 

 

○ 府庁舎内等において常設販売コーナーを設置し、府内の就労継 

続支援事業所等のほっとはあと製品を販売します。 

 

○ 福祉事業所における新商品開発やブランド化へのサポート、共 

同発注の拡大、ＩＣＴの活用等による高付加価値化や生産性向上 

を通じて福祉的就労における工賃向上を促進します。 

 

○ 障害者優先調達推進法に基づき、京都府において、障害者就労施 

 設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に推進します。 

   また、府内市町村へも積極的な取組を働きかけます。 

 

 

○ 「京都式農福連携・６次産業化プロジェクト」を創設し、障害 

者の就農・就労人材を育成するチャレンジ・アグリ認証の上級課 

程を構築するとともに、農福連携製品の６次産業化やブランド化 

を支援し、京都式農福連携事業を生かした農業分野での就労を促 

進します。 

 

Ⅲ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツなど 

の分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

 

９ 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 

【基本的考え方】 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教 

育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害のあ 

る人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 福祉的就労の充実 

福祉の職場で働く障害のある人の自立と社会参加を支援するた 

め、民間企業等とも連携して、工賃向上の取組を推進するとともに、 

障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に 

推進するなど、福祉的就労の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 京都式農福連携の推進 

障害のある人の就農・就労人材の育成を図るとともに、農福連携に 

取り組む障害福祉事業所の製品の６次産業化やブランド化を支援 

し、障害のある人の農業分野での就労を促進します。 

 

 

 

 

 

 

(9) 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 

 

障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教 

育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害のあ 

る人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求 

 

 〇 北部リハビリテーション支援センターにおいて高次脳機能障害 

の支援コーディネーターによる職業能力評価を行い、復職や就職 

が円滑に進むように支援します。＜新規＞ 

 

○ 障害のある人が日ごろ培った職業技能を競い合い、職業能力の 

向上とともに、障害のある人に対する理解と認識を深め、雇用の促 

進を図ることを目的として、アビリンピック京都大会を毎年開催 

するとともに、競技種目の充実や参加事業所、一般来場者の増大に 

努めます。 

また、全国障害者技能競技大会の代表選手派遣などを支援しま 

す。 

 

(5)福祉的就労の充実 

福祉の職場で働く障害のある人の自立と社会参加を支援するた 

め、民間企業等とも連携して、工賃向上の取組を推進するとともに、 

障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に 

推進するなど、福祉的就労の充実を図ります。 

 

○ 府庁舎内等において常設販売コーナーを設置し、府内の就労継 

続支援事業所等のほっとはあと製品を販売します。 

 

○ 福祉事業所における新商品開発やブランド化へのサポート、共 

同発注の拡大、ＩＣＴの活用等による高付加価値化や生産性向上 

を通じて福祉的就労における工賃向上を促進します。 

 

○ 障害者優先調達推進法に基づき、京都府において、障害者就労施 

設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に推進します。 

 また、府内市町村へも積極的な取組を働きかけます。 

 

(6)京都式農福連携の推進 

  「京都式農福連携・６次産業化プロジェクト」を創設し、障害者の 

就農・就労人材を育成するチャレンジ・アグリ認証を、さらに普及 

拡大するとともに、農福連携製品の６次産業化やブランド化を支 

援し、京都式農福連携事業を生かした農業分野での就労を促進し 

ます。 

 

Ⅲ 生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツなど 

の分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 

 

８ 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 

【基本的考え方】 

障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教 

育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害のあ 

る人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求 
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求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることがで 

きるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親 

しむための施策を推進します。 

また、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共 

同学習などを通じて、障害のある人とない人との相互理解促進を 

図ります。 

 

(1) インクルーシブ教育システムの推進 

  「京都府教育振興プラン」に基づき、障害のある児童生徒一人ひ 

とりの自立や社会参加を目指し、就学前から卒業後までの一貫した 

特別支援教育を推進するほか、私立高等学校等に対する運営助成を 

通じて就学促進等を図ります。 

 

 

 

 

 

○ 発達障害を含む障害のある子どもへの就学前から高校卒業後 

までの一貫した支援を行うため、京都府スーパーサポートセンタ 

ーを核に、関係機関と連携を図り、子ども・保護者・教員・地域 

を支援します。 

 

 ○ 各府立特別支援学校に設置された地域支援センターの専門的 

な知識や技術を活用し、地域の学校等に在籍する障害のある子ど 

もへの教育相談等の支援を行います。 

 

 ○ 障害のある幼児が就園している私立幼稚園に対する運営費を 

助成し、障害のある幼児の就園促進と幼児教育の振興を図りま 

す。 

 

 ○ 障害のある生徒が在籍している私立高等学校に対する運営費 

を助成し、障害のある生徒の就学促進を図ります。 

 

(2) 教育環境の整備 

  障害のある児童生徒が、住み慣れた地域の中で必要な支援のも 

と、年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるよ 

う、特別支援教育を必要とする児童生徒の多様な障害特性を踏まえ 

た教育環境の整備を図ります。 

 

○ 山城地域の特別支援学校における児童生徒の急増に対応する 

とともに、「地域と共に歩む学校」を目指して、井手町に特別支 

援学校を整備します。 

 

○ 向日が丘支援学校改築基本構想に基づき、長岡京市の共生型福 

祉施設構想と連携した新たな学校づくりを行います。 

できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができ 

るよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむ 

ための施策を推進します。 

また、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共 

同学習などを通じて、障害のある人とない人との相互理解促進を図 

ります。 

 

① インクルーシブ教育システムの推進 

「京都府教育振興プラン」に基づき、障害のある児童生徒一人ひと 

りの自立や社会参加を目指し、就学前から高等学校卒業後までの一 

貫した特別支援教育を推進するほか、私立高等学校等に対する運営 

助成を通じて就学促進等を図ります。 

 

(一) 通常の学級及び通級による指導における教育環境の整備 

通常の学級においても、障害のある子どもが在籍している可能性 

があることを前提に、学びの過程において考えられる困難さに対応 

した指導の工夫や合理的配慮などの教育環境の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 教育環境の整備 

障害のある児童生徒が、住み慣れた地域の中で必要な支援のもと、 

年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、特 

別支援教育を必要とする児童生徒の多様な障害特性を踏まえた教育 

環境の整備を図ります。 

 

(一) 特別支援学級における教育環境の整備 

学びの場の柔軟な選択を踏まえた、小中学校と特別支援学校小 

中学部の連続性を重視した教育課程を編成するなど、専門性の高 

い教育環境の整備を図ります。 

 

 

できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができ 

るよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむ 

ための施策を推進します。 

また、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共 

同学習などを通じて、障害のある人とない人との相互理解促進を図 

ります。 

 

(1)インクルーシブ教育システムの推進 

  「京都府教育振興プラン」に基づき、障害の有無に関わらず児童生 

徒一人ひとりの自立や社会参加を目指し、就学前から卒業後までの 

一貫した特別支援教育を推進するほか、私立高等学校等に対する運 

営助成を通じて就学促進等を図ります。 

 

 〇 特別な支援を必要とする児童生徒数が増加し、様々な教育的ニ 

ーズが求められている中、多様な学びを実現する仕組みづくりを 

目指します。 

 

 ○ 発達障害を含む障害のある子どもへの切れ目ない支援を行うた 

め、京都府スーパーサポートセンターと各府立特別支援学校に設置 

された地域支援センターが核となって専門的な技術を活用し、関係 

機関と連携を図り、子ども・保護者・教員・地域を支援します。 

 

 ○ 各府立特別支援学校に設置された地域支援センターの専門的な 

知識や技術を活用し、地域の学校等に在籍する障害のある子ども 

への教育相談等の支援を行います。 

 

 ○ 障害のある幼児が就園している私立幼稚園に対する運営費を助 

成し、障害のある幼児の就園促進と幼児教育の振興を図ります。 

 

 

 ○ 障害のある生徒が在籍している私立高等学校に対する運営費を 

助成し、障害のある生徒の就学促進を図ります。 

 

(2)教育環境の整備 

  障害のある児童生徒が、住み慣れた地域の中で必要な支援のもと、 

年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、特 

別支援教育を必要とする児童生徒の多様な障害特性を踏まえた教育 

環境の整備を図ります。 

 

（削除） 

 

 

 

○ 向日が丘支援学校改築基本構想に基づき、長岡京市の共生型福 

祉施設構想と連携した新たな学校づくりを行います。 
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 ○ 小・中学校の通常学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対し 

て、適切な教育的支援や支援体制の整備等を行うため、非常勤講 

師を配置し、特別支援教育の充実を図ります。 

 

○ 聴覚障害のある生徒が必要な支援の元で十分な教育が受けら 

れるよう府立高校において、教育環境の整備を行います。 

 

○ 発達障害等がある生徒への支援体制を整備し、府立高校におけ 

る特別支援教育の充実を図ります。 

 

 ○ 障害の重度・重複化、多様化に伴い、医療的ケアを安全に実施 

する体制を確保するとともに、快適かつ、安全な学校生活の充実 

に向けて一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな教育を推 

進します。 

 

 ○ 視覚・聴覚障害のある人の豊かな生活に向けての学習活動や社 

会参加の促進を図るため、実践交流や指導者としての資質向上を 

図る指導者研修会を実施します。 

 

 ○ 障害の重度・重複化、多様化に対応した低床型スクールバスを 

整備します。 

 

(3) 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

生涯を通じて学習や情報取得ができるよう、情報提供施設等の設 

置運営等を支援するとともに、文化・芸術、スポーツ・レクリエー 

ション等を通じた社会参加を促進します。 

 

○ 聴覚障害のある人が利用する録画物その他各種情報記録媒体 

の製作及び手話通訳者の養成・派遣等の便宜等を供与し、聴覚障 

害のある人への支援拠点となる京都府聴覚障害者情報提供施設 

の設置・運営を支援します。＜再掲 2(1)＞ 

 

○ 視覚や聴覚に障害のある人が日常生活上の必要な情報を容易 

に得て、また、発信できるように、点字図書館などの充実に努め 

ます。＜再掲 3(1)＞ 

 

 ○ 芸術系大学、芸術家、福祉事業者、企業、美術館、行政その他 

の関係機関が連携し、障害のある人の文化芸術活動を強力に推進 

する組織「きょうと障害者文化芸術推進機構」を中核として、障 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

生涯を通じて学習や情報取得ができるよう、情報提供施設等の設 

置運営等を支援するとともに、文化・芸術、スポーツ・レクリエーシ 

ョン等を通じた社会参加を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 府立特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒に対し 

て、適切な教育的支援や支援体制の整備等を行うため、福祉タクシ 

ーの利用に対する助成や看護師配置等に要する支援を実施しま 

す。＜新規＞ 

 

 ○ 小・中学校の通常学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対し 

て、適切な教育的支援や支援体制の整備等を行うため、非常勤講師 

を配置し、特別支援教育の充実を図ります。 

   

○ 特別な支援を必要とする生徒が必要な支援の元で十分な教育が 

受けられるよう府立高校において、教育環境の整備を行います。 

 

○ 発達障害等がある生徒への支援体制を整備し、府立高校におけ 

る特別支援教育の充実を図ります。 

 

 ○ 障害の重度・重複化、多様化に伴い、医療的ケアを安全に実施す 

る体制を確保するとともに、快適かつ、安全な学校生活の充実に向 

けて一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな教育を推進しま 

す。 

 

 ○ 視覚・聴覚障害のある人の豊かな生活に向けての学習活動や社 

会参加の促進を図るため、実践交流や指導者としての資質向上を 

図る指導者研修会を実施します。 

 

 ○ 障害の重度・重複化、多様化に対応した低床型スクールバスを整 

備します。 

 

(3)生涯を通じた多様な学習活動の充実 

生涯を通じて学習や情報取得ができるよう、情報提供施設等の設 

置運営等を支援するとともに、文化・芸術、スポーツ・レクリエーシ 

ョン等を通じた社会参加を促進します。 

 

○ 聴覚障害のある人が利用する録画物その他各種情報記録媒体の 

製作及び手話通訳者の養成・派遣等の便宜等を供与し、聴覚障害の 

ある人への支援拠点となる京都府聴覚障害者情報提供施設の設 

置・運営を支援します。＜再掲 3(1)＞ 

 

○ 視覚や聴覚に障害のある人が日常生活上の必要な情報を容易に 

得て、また、発信できるように、点字図書館などの充実に努めます。 

＜再掲 3(1)＞ 

 

○ 芸術系大学、芸術家、福祉事業者、企業、美術館、行政その他の 

関係機関が連携し、障害のある人の文化芸術活動を強力に推進す 

る組織「きょうと障害者文化芸術推進機構」を中核として、障害の 



 

 

35 

 

第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

害のある人の文化芸術活動を通じた社会参加を推進します。 

＜再掲 8(1)＞ 

 

○ 障害のある人がスポーツやレクリエーションを行い交流でき 

る場として、障害者ふれあい広場を開催します。＜再掲 8(2)＞ 

 

○ 障害のある人のスポーツ活動を保障するため、府立の体育施設 

（府立体育館、丹波自然運動公園及び伏見港公園、サン・アビリ 

ティーズ城陽）において、障害のある人とその介護者を対象にス 

ポーツのつどいを実施します。＜再掲 8(2)＞ 

 

(4) 交流及び共同学習の推進 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学 

習など、障害のある人とない人との交流を積極的に推進し、相互の 

理解促進を図るなど、交流機会の拡大を図ります。 

  

○ 各府立特別支援学校の幼児・児童・生徒が、豊かな心をはぐく 

み、社会性や協調性等社会自立の基礎を培うように優れた文化や 

スポーツを通した交流会を実施します。 

 

○ 府立特別支援学校において、教職を目指す大学生等を教育ボラ 

ンティアとして受け入れます。 

 

○ 豊かな自然の中で、障害のある子どもが障害のない子どもとと 

もに自然体験活動を通して、多様な立場を理解し、心のふれあい 

を深め、支援する心や主体性を培う「みどりキャンプ」を実施し 

ます。 

 

○ 特別支援学校に通う子どもたちが地域共生社会で暮らしてい 

くために、特別支援学校についての理解や関心を高める取組を行 

うとともに、地域住民とのネットワーク作りを進め、学校と地域 

住民が力を合わせた学校運営を目指します。 

  

   

○ 府立特別支援学校高等部の生徒自らが製作品の販売実習・実演 

を実施します。 

 

○ 外部機関等と連携し、府立支援学校生徒の清掃や接客など４分 

野の職種別専門的技能を客観的に評価する京しごと技能検定を 

実施します。 

 

○ 好立地にある「ぶらり嵐山」を有効活用し、障害のある人の手 

づくり製品等の展示・販売等を行い、障害のある人の社会参画へ 

の理解を深めるとともに、交流機会の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 交流及び共同学習の推進 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習 

など、障害のある人とない人との交流を積極的に推進し、相互の理解 

促進を図るなど、交流機会の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある人の文化芸術活動を通じた社会参加を推進します。 

 

 

○ 障害のある人がスポーツやレクリエーションを行い交流できる 

場として、障害者ふれあい広場を開催します。 

 

 ○ 障害のある人のスポーツ活動を保障するため、府立の体育施設 

（府立体育館、丹波自然運動公園及び伏見港公園、サン・アビリテ 

ィーズ城陽）において、障害のある人とその介護者を対象にスポー 

ツのつどいを実施します。 

 

(4)交流及び共同学習の推進 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習 

など、障害のある人とない人との交流を積極的に推進し、相互の理解 

促進を図るなど、交流機会の拡大を図ります。 

  

○ 各府立特別支援学校の幼児・児童・生徒が、豊かな心をはぐくみ、 

社会性や協調性等社会自立の基礎を培うように優れた文化やスポ 

ーツを通した交流会を実施します。 

 

○ 府立特別支援学校において、教職を目指す大学生等を教育ボラ 

ンティアとして受け入れます。 

 

○ 豊かな自然の中で、障害のある子どもが障害のない子どもとと 

もに自然体験活動を通して、多様な立場を理解し、心のふれあいを 

深め、支援する心や主体性を培う「みどりキャンプ」を実施します。 

 

 

  ○ 各府立特別支援学校に通う子どもたちが地域共生社会で暮らし 

ていくために、特別支援学校についての理解や関心を高める取り 

組みを行うとともに、コミュニティ・スクールの取組等を推進し、 

地域住民とのネットワークづくりを進め、学校と地域住民が力を 

合わせた学校運営を目指します。 

    

○ 府立特別支援学校高等部の生徒自らが製作品の販売実習・実演 

を実施します。 

 

○ 外部機関等と連携し、府立特別支援学校生徒の清掃や接客など 

４分野の職種別専門的技能を客観的に評価する京しごと技能検定 

を実施します。 

 

○ 好立地にある「ぶらり嵐山」を有効活用し、障害のある人の手づ 

くり製品等の展示・販売等を行い、障害のある人の社会参画への理 

解を深めるとともに、交流機会の拡大を図ります。 
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８ 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 

【基本的考え方】 

  障害のある人の文化芸術活動及びスポーツへの参加を通じて、障 

害のある人の生活を豊かにするとともに、府民の障害への理解と認 

識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進します。 

 

(1) 文化・芸術活動の振興 

  障害のある人の文化・芸術活動が活発に行われるよう、芸術系大 

学などと連携して、その環境整備を行い、障害のある人の社会参加 

の促進や、障害のある人の芸術作品の素晴らしさの周知を図るとと 

もに、文化・芸術を通じて障害のある人とない人の交流を促進し相 

互理解を深めます。 

 

 ○ 芸術系大学、芸術家、福祉事業者、企業、美術館、行政その他 

の関係機関が連携し、障害のある人の文化芸術活動を強力に推進 

する組織「きょうと障害者文化芸術推進機構」を中核として、障 

害のある人の文化芸術活動を通じた社会参加を推進します。 

 

 ○ 障害のある人の芸術文化活動の可能性を切りひらき、障害のあ 

る人の社会参加の促進を図るとともに障害に対する理解と認識 

を深めるため、障害者作品展・ものづくりワークショップ等を開 

催します。 

 

 

 

 

 

(2) スポーツ、レクリエーション活動の推進 

  障害のある人の自立と社会参加の促進や、潤いのある生活を促進 

するため、スポーツ、レクリエーション活動の推進を図ります。ま 

た、その活動による障害のある人とない人の交流の機会を通して、 

相互理解の促進を図ります。 

 

 ○ 障害のある人のスポーツ競技力の向上を目指し、「天皇盃全国 

車いす駅伝競走大会」や「全京都障害者総合スポーツ大会」への 

支援を行うとともに、全国障害者スポーツ大会に京都府選手団を 

派遣します。 

 

○ サン・アビリティーズ城陽における障害者スポーツの拠点機能 

の強化をおこなうとともに、パラ・パワーリフティング競技を始 

め障害者スポーツの振興を図ります。 

 

○ 障害のある人がスポーツやレクリエーションを行い交流でき 

る場として、障害者ふれあい広場を開催します。 

 

(8) 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 

 

障害のある人の文化芸術活動及びスポーツへの参加を通じて、障 

害のある人の生活を豊かにするとともに、府民の障害への理解と認 

識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進します。 

 

① 文化・芸術活動の振興 

 障害のある人の文化・芸術活動が活発に行われるよう、芸術系大学 

などと連携して、その環境整備を行い、障害のある人の社会参加の促 

進や、障害のある人の芸術作品の素晴らしさの周知を図るとともに、 

文化・芸術を通じて障害のある人とない人の交流を促進し相互理解 

を深めます。 

特に、きょうと障害者文化芸術推進機構を通じて、芸術展の開催 

等、オール京都体制で障害のある人の文化芸術活動を強力に推進し 

ます。 

 

(一) 芸術展等の開催・関係機関との連携 

art space co-jinや各種展覧会（共生の芸術祭、京都とっておき 

の芸術祭等）での展示、様々な団体との連携（ＷＥＢ活用含む）など 

を通して、障害のある人の芸術活動を支援し、共生への理解を深めま 

す。 

 

(二) アーカイブ推進 

デジタルアーカイブ掲載作品及びページ内容を充実するととも 

に、様々な分野で掲載作品が利活用され、その結果、作家、施設等に 

収入が得られるようにします。 

 

② スポーツ、レクリエーション活動の推進 

 障害のある人の自立と社会参加の促進や、潤いのある生活を促進 

するため、スポーツ、レクリエーション活動の推進を図ります。ふれ 

あい広場や障害者スポーツのつどい等あらゆる世代のスポーツ交流 

や障害者スポーツの裾野を広げる取組に加え、パラ・パワーリフティ 

ングＮＴＣや東京 2020オリンピック・パラリンピック後の障害者ス 

ポーツ支援に向けた活動により、障害のある人とない人の交流の機 

会を通して、相互理解の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 

【基本的考え方】 

障害のある人の文化芸術活動及びスポーツへの参加を通じて、障 

害のある人の生活を豊かにするとともに、府民の障害への理解と認 

識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進します。 

 

(1)文化・芸術活動の振興 

  障害のある人の文化・芸術活動が活発に行われるよう、芸術系大学 

などと連携して、その環境整備を行い、障害のある人の社会参加の促 

進や、障害のある人の芸術作品の素晴らしさの周知を図るとともに、 

文化・芸術を通じて障害のある人とない人の交流を促進し相互理解 

を深めます。 

 

 ○ 芸術系大学、芸術家、福祉事業者、企業、美術館、行政その他の 

関係機関が連携し、障害のある人の文化芸術活動を強力に推進す 

る組織「きょうと障害者文化芸術推進機構」を中核として、障害の 

ある人の文化芸術活動を通じた社会参加を推進します。 

  ＜再掲 8(3)＞ 

 ○ 障害のある人の芸術文化活動の可能性を切りひらき、障害のあ 

る人の社会参加の促進を図るとともに障害に対する理解と認識を 

深めるため、障害者作品展・ものづくりワークショップ等を開催し 

ます。 

 

 

 

 

 

(2)スポーツ、レクリエーション活動の推進 

障害のある人の自立と社会参加の促進や、潤いのある生活を促進 

するため、スポーツ、レクリエーション活動の推進を図ります。また、 

その活動による障害のある人とない人の交流の機会を通して、相互 

理解の促進を図ります。 

 

○ 障害のある人のスポーツ競技力の向上を目指し、「天皇盃全国車 

いす駅伝競走大会」や「全京都障害者総合スポーツ大会」への支援 

を行うとともに、全国障害者スポーツ大会に京都府選手団を派遣 

します。 

 

○ サン・アビリティーズ城陽における障害者スポーツの拠点機能 

の強化をおこなうとともに、パラ・パワーリフティング競技を始め 

障害者スポーツの振興を図ります。 

 

○ 障害のある人がスポーツやレクリエーションを行い交流できる 

場として、障害者ふれあい広場を開催します。＜再掲 8(2)＞ 
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○ 府内各地で障害者スポーツが拡がるよう、地域で活動する障害 

者スポーツ指導員を増員します。 

 

○ 障害のある人のスポーツ活動を保障するため、府立の体育施設 

（府立体育館、丹波自然運動公園及び伏見港公園、サン・アビリ 

ティーズ城陽）において、障害のある人とその介護者を対象にス 

ポーツのつどいを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 サービス見込量及び計画的な基盤整備  

 

１ サービス見込量 

計画期間中（令和３年度から令和５年度）における各年度の障害福 

祉サービスの種類ごとに、必要なサービスの見込量を定めます。（※ 

各年度のサービス見込量は１箇月分の数値） 

 

(1) 障害福祉サービス等の体系 

 

①障害のある人を対象としたサービス（障害者総合支援法） 

 

 ○介護給付      ①居宅介護（ホームヘルプ） 

            ②重度訪問介護 ③同行援護 

            ④行動援護   ⑤療養介護 

            ⑥重度障害者等包括支援 

            ⑦短期入所（ショートステイ） 

            ⑧生活介護   ⑨施設入所支援 

 

 ○訓練等給付     ①自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

            ②就労移行支援 ③就労継続支援(A･B型) 

            ④就労定着支援 ⑤自立生活援助 

            ⑥共同生活援助（グループホーム） 

  

○自立支援医療 

 ○補装具 

     

②障害のある児童を対象としたサービス（児童福祉法） 

 

 ○障害児通所支援    ①児童発達支援 ②医療型児童発達支援 

             ③放課後等デイサービス 

             ④保育所等訪問支援 

             ⑤居宅訪問型児童発達支援 

     

○障害児入所支援    ①福祉型障害児入所施設 

             ②医療型障害児入所施設 

 

③相談支援（障害者総合支援法、児童福祉法） 

○ 府内各地で障害者スポーツが拡がるよう、地域で活動する障害 

者スポーツ指導員を増員します。 

 

 ○ 障害のある人のスポーツ活動を保障するため、府立の体育施設 

（府立体育館、丹波自然運動公園及び伏見港公園、サン・アビリテ 

ィーズ城陽）において、障害のある人とその介護者を対象にスポー 

ツのつどいを実施します。＜再掲 8(3)＞ 

 

第３章 サービス見込量及び計画的な基盤整備  

 

１ サービス見込量 

計画期間中（令和６年度から令和８年度）における各年度の障害福 

祉サービスの種類ごとに、必要なサービスの見込量を定めます。（※ 

各年度のサービス見込量は１箇月分の数値） 

 

(1) 障害福祉サービス等の体系 

 

①障害のある人を対象としたサービス（障害者総合支援法） 

 

 ○介護給付      ①居宅介護（ホームヘルプ） 

            ②重度訪問介護 ③同行援護 

            ④行動援護   ⑤療養介護 

            ⑥重度障害者等包括支援 

            ⑦短期入所（ショートステイ） 

            ⑧生活介護   ⑨施設入所支援 

 

 ○訓練等給付     ①自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

            ②就労選択支援 

            ③就労移行支援 ④就労継続支援(A･B型) 

            ⑤就労定着支援 ⑥自立生活援助 

            ⑦共同生活援助（グループホーム） 

 ○自立支援医療 

 ○補装具 

     

②障害のある児童を対象としたサービス（児童福祉法） 

 

 ○障害児通所支援    ①児童発達支援 

             ②放課後等デイサービス 

             ③保育所等訪問支援 

             ④居宅訪問型児童発達支援 

     

○障害児入所支援    ①福祉型障害児入所施設 

             ②医療型障害児入所施設 

 

③相談支援（障害者総合支援法、児童福祉法） 
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 ○計画相談支援 

 ○障害児相談支援 

 ○地域相談支援     ①地域移行支援 ②地域定着支援 

 

④地域生活支援事業（障害者総合支援法） 

 

 ○市町村地域生活支援事業  相談支援、意思疎通支援、移動支援等 

 ○都道府県地域生活支援事業  専門性の高い相談支援、意思疎通

支援等 

 

⑤地域生活支援促進事業（障害者総合支援法） 

 

 ○市町村地域生活支援促進事業   

 ○都道府県地域生活支援促進事業  

 

(2) サービス見込量の合計 

  （省略） 
 

(3) 圏域ごとのサービス見込量 

  （省略） 
 

３ 圏域障害者自立支援協議会での課題整理等 

市町村、障害当事者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、 

保健・医療、教育、企業などの関係団体等で構成する各圏域の障害者 

自立支援協議会等において、以下のような現状分析・課題整理がなさ 

れました。 

 

(1)丹後圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域は、府内でも高齢化率が高く、介護者のみならず障害のあ 

 る人自身の高齢化によりサービス継続が困難な状況となっていま 

す。また、交通不便による移動手段確保や介護保険サービスとの連携 

等が大きな課題となっています。このため、「共生型」社会資源の整 

備や、介護保険事業所との一層の連携が求められています。 

一方、職員の退職や専門職種の確保の困難等、慢性的な福祉人材不 

足により、各事業所は人員配置に苦労している現状があり、福祉サー 

ビスの縮小を余儀なくされる事業も出てきています。さらには、障害 

福祉サービスから介護保険への移行を伴う利用者や両制度を併用す 

るケースが増え、多様化するニーズに的確に対応できる質の高い人 

材を安定的に確保していくことが、喫緊の課題となっています。ま 

た、人材育成の面では、研修会が都心部で多く、北部での受講機会の 

充実が必要です。 

早期対応が重要な精神障害への支援では、精神科外来の数は増加 

しているものの、精神科往診ができる医療機関がなく、入院に関して 

 

 ○計画相談支援 

 ○障害児相談支援 

 ○地域相談支援     ①地域移行支援 ②地域定着支援 

 

④地域生活支援事業（障害者総合支援法） 

 

 ○市町村地域生活支援事業  相談支援、意思疎通支援、移動支援等 

 ○都道府県地域生活支援事業  専門性の高い相談支援、意思疎通

支援等 

 

⑤地域生活支援促進事業（障害者総合支援法） 

 

 ○市町村地域生活支援促進事業   

 ○都道府県地域生活支援促進事業  

 

(2)サービス見込量の合計 

  （省略） 
 

(3)圏域ごとのサービス見込量 

  （省略） 
 

２ 圏域障害者自立支援協議会での課題整理等 

市町村、障害当事者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、 

保健・医療、教育、企業などの関係団体等で構成する各圏域の障害者 

自立支援協議会等において、以下のような現状分析・課題整理がなさ 

れました。 

 

(1)丹後圏域 

①障害福祉計画における課題 

    圏域の障害者数の状況について、管内の身体障害者手帳保持者は、 

令和４年度末時点で全手帳保持者に占める 65歳以上の割合が 82・ 

9％と年々増加傾向にあり、療育手帳・精神保健福祉手帳の所持者数 

も同様に増加をしてきています。今後「共生型」社会資源の整備等、 

介護保険事業所との一層の連携が求められています。 

丹後圏域では、丹後圏域障害者自立支援協議会（以下「協議会」と 

いう）において５つの専門部会（相談支援部会・発達障害部会・医療 

的ケア部会・精神保健福祉部会・就労部会）を設置し、一人ひとりの 

尊厳と人権が尊重され、誰もが自分らしく生きることができ、多様性 

が認められる地域共生社会を実現するため、協議を重ねています。 

まず発達障害者を支援していく上で課題となることとして、困難 

を抱える生徒が早期に支援機関と繋がることを目指すことによる 

「切れ目ない支援」を構築していくことが挙げられ、教育関係との連 

携を深めていくことが重要です。 

また、先述した精神保健福祉手帳の所持者数及び精神科への通院 
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も近隣圏域の医療機関の利用となっています。そのため、重症化して 

から医療につながるケースが多く、遠方での治療は金銭面や介護等 

の面から大きな負担となっています。そのため、住み慣れた地域で安 

心・安全に生活できる仕組みづくりや、家族支援も含む「精神障害者 

等にも対応した地域包括ケアシステム」の構築が急務であり、そのこ 

とは、長期入院患者の地域移行促進にとっても必要です。 

発達障害者の支援においては、各市町の協議会で支援ファイルを 

含め、関係機関の連携による支援の充実を図っておりますが、児童発 

達支援センターが全市町には設置されておらず、課題となっていま 

す。また、切れ目のない支援体制の構築に向けて今後、教育分野との 

連携を深めていくことが必要です。 

医療的ケアを必要とする重度の障害のある人への支援について 

は、平成 30年度に「医療的ケアに関するアンケート調査」を実施し 

たところ、ケアラー支援と災害時対応が課題となっています。ケアラ 

ーの精神的、肉体的負担が大きい移動支援や、既存のサービスの縮小 

に伴い対応できなくなっているサービスに関する新たな仕組みづく 

り、災害発生時の福祉避難所等の整備等の課題が明確になりました。 

また、この圏域に３箇所で医療型短期入所の受入体制が整備されま 

したが、空床利用型であるため緊急時の対応等、一層の充実が求めら 

れています。 

相談支援体制については、ニーズの多様化により、緊急対応等も含 

めた処遇困難ケースが多くなっており、より専門的な展開や障害の 

ある人の権利擁護等を進めていく必要はあるものの、基幹相談支援 

センターの設置についての協議が進んでおらず、行政や各事業所が 

協力し合い、何とか対応している現状にあります。総合的・専門的な 

相談窓口である基幹相談支援センターの設置について、引き続き論 

議していく必要があります。 

地域移行支援をスムーズに行うための、グループホーム等の入居 

系施設などのハード面の整備について課題を抱えていますが、民間 

アパートの活用等地域の新たな社会資源の掘り起こし（住む場の確 

保）等が重要であり、関係機関との一層の連携が求められます。 

 

②障害児福祉計画における課題 

この圏域における発達障害児への支援については、発達障害者の 

支援と同様、児童発達支援センターの未設置、支援ファイルの有効的 

な活用等の課題を抱えています。 

また、専門の医療機関や関係機関が少なく、発達特性のある子ども 

が適切な時期に必要な専門的支援が受けられる機会の拡充と、保育 

所や学校生活等で集団の場での支援スキルと専門的助言を受けられ 

る仕組みづくりや、関係機関の連携によるシステムの構築が求めら 

れています。 

日中一時支援や放課後等デイサービス等余暇支援について、ニー 

ズが増え拡充が求められていますが、受入事業所が増えない中、近 

年、発達障害の重度化等により１対１の支援が増えており対応する 

人材の確保が必要となっています。 

者数は増加しており、関係市町と協働し「精神障害者にも対応した地 

域包括ケアシステムの構築」を推進し、メンタルヘルスに課題を抱え 

た人への対応や、地域で安心して医療を受けられる体制つくり等幅 

広い課題への対応が必要となっています。 

医療的ケアを必要とする重度の障害のある方への支援について 

は、これまでに引き続き災害時における対応や、障害児から障害者へ 

の円滑なサービス移行の課題に対して検討していく必要があり、府 

医療的ケア児等支援センター「ことのわ」とも連携した取り組みを進 

めていくことが重要であると考えています。 

障害者就労に関しては、就労継続支援 A型事業所をはじめとする、 

福祉的就労事業所から一般就労につながるケースが少ない現状とな 

っており、地域の一般企業への働きかけと共に、各就労系事業所の一 

般就労に向けたスキルアップも課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 

  丹後圏域における発達障害をもつ児童への支援については、専門 

の医療機関が少ないため、就学前においては、保健所でのこどもクリ 

ニックでも多数対応しているが、待機の期間が長く、早期の不安解消 

に課題があります。発達障害等、発達特性のある児童を持つ保護者の 

育児不安や育児困難感の軽減を図るため、「ペアレントトレーニン 

グ」、保育所、幼稚園等で子どもに関わる支援者の力量向上を図る「テ 

ィーチャートレーニング」、乳幼児健診等で子どもの発達を診る保健 

師等の支援につながる研修会等を実施するなど、保護者への支援の 

一層の充実が必要です。また、この圏域では、発達障害等を抱えた児 

童が一般高等学校に進学・在籍する割合が他圏域より多く、学習継続 

や進路等の対応に苦慮し、結果として不登校、休学、退学となる生徒 

がでてきている現状があります。その対策として、高等学校と福祉等 
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また、この圏域では、発達障害等を抱えた子どもが一般高等学校に 

進学・在籍する割合が他圏域より多く、学習継続や進路等の対応に苦 

慮し、結果として不登校、休学、退学となる生徒がでてきている現状 

があります。その対策として、高等学校と福祉等関係機関の懇談会を 

実施し、切れ目のない支援ができる体制の構築が課題となっていま 

す。 

医療的ケア児に関しては、高度医療の発達により、医療的ケアを抱 

えた未就学児が圏域には 5名おり、今後ますます、医療・保健・教 

育・福祉分野と連携が必要な現状にあります。圏域の「圏域在宅療養 

児支援体制検討会」と連携を図り、安心・安全に子育てできる環境を 

整備していくことが重要です。 

一方、教育面では、重度・医療ケアが必要な障害のある児童の一般 

校への入学受入等も進んでいますが、専門教育としての特別支援学 

校利用にあっては、特に重度の医療的ケアが必要な児童に関しては、 

スクールバスでの通学が困難なため、家族による送迎となり、精神 

的・肉体的な負担になっています。ケアラーの負担を軽減するため、 

通学支援の仕組みづくりを整備し、安心、安全に在宅生活が送れるよ 

う社会資源の充実が求められています。 

 

(2)中丹圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域では、病院・施設からの地域移行や保護者の高齢化等によ 

り、生活の場となる住居の確保が大きな課題となっています。グルー 

プホームの整備を進めている一方で、特に民間住宅への入居等は困 

難な場合があり、障害のある人に対する、地域住民等の理解の促進や 

普及啓発など地域で支える力を育む取組が必要です。 

医療的ケアを必要とする障害のある人が安心して地域で暮らして 

いくためには、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携して支援 

していくことが重要です。さらに、災害発生時には地域住民による

支援も必要であり、日頃からの関係づくりが求められます。 

次に、障害のある人が就労を継続するには、就労後のサポートが大 

切であり、仕事のことだけでなく、生活面や金銭面についても関係機 

関による一体的な支援体制づくりが必要です。さらに、企業側も障害 

者の特性等を理解したうえで、その特性に応じて能力が発揮できる 

就業の場を上手くマッチングし、職場定着につなげることが必要で 

す。 

福祉的就労では、工賃向上のため製品の付加価値を高め、独自の商 

品開発や販路拡大が求められています。 

また、発達障害や高次脳機能障害、精神障害については、当事者が 

生活訓練、コミュニケーションスキルを学べる場所が求められてお 

り、各支援機関同士が機関の特徴や体制を明確にし当事者・家族に周 

知していくとともに、障害に対する理解促進を広く進めるための普 

及啓発が必要です。 

そのため、各ケースを通して地域課題やニーズを抽出ができる相 

談支援事業所の一般相談支援体制の充実や、相談支援専門員の増員、

関係機関の懇談会を実施し、「切れ目のない支援」ができる体制の構 

築を図っています。 

医療的ケア児に関しては、高度医療の発達により、医療的ケアを必 

要とする未就学児が増えると予想されるところであり、医療・保健・ 

教育・福祉分野と連携が必要な現状にあります。 

圏域の「圏域在宅療養児支援体制検討会」と圏域障害者自立支援協 

議会医療的部会との連携を図り、安心・安全に子育てできる環境を整 

備し、総合的な支援体制を構築していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)中丹圏域 

①障害福祉計画における課題 

 この圏域では、当事者が安心して暮らし続けることが出来る生活 

の場となる住居の確保が、病院や施設からの地域移行の円滑な推進 

や家族の高齢化等に伴う種々の対応の為に重要な課題となっていま 

す。グループホームの整備を進める一方で、民間住宅への入居等は 

特に困難な場合があるため、障害のある人に対する地域住民の理解 

の促進や普及啓発など地域で支える力を育む取組が必要です。 

 医療的ケアを必要とする障害のある人が安心して地域で暮らして 

いくためには、保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関が連携し 

て支援していくことが重要です。さらに災害発生時には地域住民に 

よる支援も必要であり、日頃からの関係づくりが求められます。 

 次に障害のある人が就労を継続するには、就労後の定着のための 

サポートが大切であり、仕事のことだけでなく、生活面や金銭面につ 

いても関係機関による一体的な支援が必要です。さらに、企業側も勤 

務されている障害のある人の特性等を適切に理解し対応出来るよ 

う、支援者側が企業に対し経過や企業の特色・環境を考慮した支援内 

容を伝えられるようなスキルアップが求められています。このよう 

なことを通じて、双方の特性に応じた職場になるよう上手にマッチ 

ングさせ、定着につなげることが必要です。 

 福祉的就労では、工賃向上のため製品の付加価値を高め、独自の商 

品開発や販路拡大が求められています。 

 また発達障害や高次脳機能障害、精神障害については、当事者が生 

活訓練、コミュニケーションスキルを学べる場所が求められており、 

各支援機関同士が自らの特徴や体制を明確にし、当事者・家族に周知 

していくとともに、障害に対する理解促進を広く進めるための普及 
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相談支援の質の向上など、体制の強化が必要となっており、研修機

会の充実を図るためにも、容易に研修の参加が可能な近隣地域での

開催が望まれています。 

 

 

 

 

 

 

② 障害児福祉計画における課題 

この圏域では、障害のある児童に対する地域支援体制を構築する 

ため、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援や保育所 

等訪問支援事業等の充実を図るとともに、小・中学校の特別支援学級 

等に通級している子どもたちの放課後児童クラブなど、受入先を拡 

充する必要があります。 

また、医療的ケアについては、人工呼吸器装着児の短期入所利用が 

福祉型施設では受入れができず、医療型施設は数が少なく、遠方移動 

となったり、受入準備と信頼関係づくり等、本人・家族の身体的、経 

済的負担となっており、短期入所の利用促進が進まない現状に課題 

があります。 

発達障害については、検診等の場を活用して早期に発見し、就学前 

からの早期支援が最も大切ですが、専門医が不足していることや、ニ 

ーズのある子どもが増えていることもあり、初診や療育開始までに 

時間がかかっています。 

また、早期発見された幼児や保護者等への、指導助言等を担う支援 

者のスキルアップを図ることも重要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)南丹圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域における障害福祉の推進については、南丹圏域障害児者 

総合支援ネットワーク「ほっとネット」内に相談支援部会、発達障害 

支援部会、精神保健福祉部会を設置し、ライフサイクルと多様なニー 

ズに応じたネットワークの構築を図っているところであり、今年度 

には医療的ケア部会も設置する。また、専門部会に相当する場とし 

て、南丹管内地域特別支援教育総合推進事業運営協議会、京都ほっと 

はあとセンター南丹ブロックが設置され、併せて南丹圏域の地域課 

題を協議し、対応策を検討・実施しているところです。今後とも、全 

体会議、運営委員会の開催と併せて充実した活動が重要となってい 

ます。 

啓発が必要です。 

 そのため、各市での重層的支援体制整備事業等を活用した関係機 

関の連携をとりながら、複合的な要因のある人への相談支援体制の 

整備、個別相談を通して地域課題やニーズを抽出できる相談支援事 

業所の一般相談支援体制の充実、相談支援専門員の増員、相談支援の 

質の向上など、体制の強化が必要です。また研修機会の充実を図るた 

めにも、より多くの関係職員の研修参加が可能な近隣地域での開催 

が望まれています。 

 

② 障害児福祉計画における課題 

   この圏域では、障害のある児童に対する地域支援体制を構築す 

るため、早期療育・支援ニーズの高まりを踏まえ、適切な支援策の 

検討・提供のための児童の計画相談体制の充実が求められていま 

す。また児童発達支援、放課後デイサービス、日中一時支援及び保 

育所訪問支援事業等の充実も図ることが必要とされています。さ 

らには小・中学校の特別支援学級等に通級している子どもたちの 

放課後児童クラブなど、受け入れ先を拡充していく必要がありま 

す。 

   医療的ケア児については、人工呼吸器装着児の短期入所利用が 

可能な医療型施設は数が少ないため、利用するには遠方への移動 

が必要な状況となっており、本人・家族にとって受け入れ準備や信 

頼関係づくり等、身体的・経済的な負担が生じています。このよう 

な短期入所の利用促進が進まない現状などを含め、「医療的ケア児 

及びその家族に対する支援に関する法律」施行に伴う様々な場面 

での受け入れ体制の整備・充実を進めることが求められています。 

   発達障害に関しては、検診等の場を活用して早期に発見し、就学 

前からの早期支援が最も大切ですが、専門医が不足していること 

や、ニーズのある子どもが増えていることもあり、初診や療育開始 

までに時間がかかっています。 

併せて早期発見された幼児や保護者等への、指導助言を担う支 

援者のスキルアップを図るとともに、教育機関との連携が重要と 

考えます。 

 

(3)南丹圏域 

①障害福祉計画における課題 

 この圏域は、市街地から山間部まで幅広い地域で構成されていま 

すが、社会資源は山間部に少なく、人口の多い地域に偏っています。 

都市部に近いこともあり、府全域の人口比を考えると入所施設が多 

くある地域でもあります。 

近年、就労継続支援Ｂ型やグループホームの事業所数が増加して 

おり、地域生活へ移行するための受け皿の整備は進んでいる一方、重 

度の障害がある人に対する支援、多様化するニーズに的確に対応で 

きる相談支援体制の強化が求められています。 

また、慢性的な人手不足により利用者のニーズに応えることが難 

しくなってきている事業所もあり、障害福祉サービスが適正かつ円 



 

 

42 

 

第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この圏域には入院できる精神科病院がないため、精神障害の 

ある人の地域生活支援については他の圏域とは異なり、特に地域生 

活維持の対策が求められています。そのため、精神障害者にも対応し 

た地域包括ケアシステムの構築事業をベースとして、この圏域独自 

の、「誰もが暮らしやすい地域共生社会」の実現に向けた新たなシス 

テム開発や障害のある人に優しい地域づくりの創造が重要な課題と 

なっています。 

また、障害福祉事業においては、特定の障害福祉サービス事業に偏 

らないように、障害のある人の地域生活に必要な障害福祉サービス 

事業の適正なバランス設置が望まれています。さらには、適切な事業 

所運営を図るための人材確保・育成、職場環境の整備等も大きな課題 

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 

この圏域は都市部から山間部まで幅広い地域で構成されているた 

め、社会資源が不足している地域が見られます。障害のある児童への 

支援体制を進め、支援を必要とする人に必要な福祉サービスを十分 

に提供するため、身近な地域で障害福祉サービスを受けられる体制 

整備が求められています。 

また近年、発達障害のある児童等の療育を目的として放課後等デ 

イサービス事業を中心として取り組んでいるところですが、療育の 

向上に向けた事業所職員の資質向上も課題となっています。 

さらに、ライフサイクルを通しての支援を考えると、生活環境に変 

化がある就学前から就学、小学校から中学校、中学校から高等学校へ 

の切れ目のない繋ぎ支援が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑に実施できるよう従事者の質の向上を図るとともに、福祉人材の 

確保・定着が課題となっています。 

精神障害のある人への支援については、精神障害者にも対応した 

地域包括ケアシステムの構築に向け、保健・医療・福祉関係者との連 

携強化が必要ですが、圏域内に入院病床のある精神科医療機関がな 

いことから、緊急時の対応、入院時や退院後支援において圏域を超え 

た連携が不可欠となっています。 

地域生活支援拠点の整備については、社会資源が偏在し地域によ 

って提供可能なサービスも限定されることから、緊急時における迅 

速な相談支援や確実な受け入れができるよう各事業所の特色やノウ 

ハウを活かして圏域全体で「面的整備型」による整備を行い、令和 

４年度から運用を開始しました。今後、個別事案について対応・検証 

する中で機能の充実を図る必要があります。 

障害者を取り巻く様々な課題解決にあたっては、南丹圏域障害児 

者総合支援ネットワーク「ほっとネット」に相談支援部会、医療的ケ 

ア部会、発達障害支援部会、精神保健福祉部会を設け、圏域における 

地域課題を明確化するとともに、その対応策について協議・検討して 

います。 

また、教育、雇用分野においては、南丹管内地域特別支援教育総合 

推進事業運営協議会や京都ほっとはあとセンター南丹ブロックと情 

報共有し対応しているところです。 

今後とも、圏域 2市 1町の地域自立支援協議会と連動しながら、 

ライフサイクルと多様なニーズに応じたネットワークの構築など関 

係機関との一層の連携が求められます。 

 

②障害児福祉計画における課題 

 この圏域においても出生数は減少しておりますが、近年の医療的 

ケア児の増加や発達障害の認知の広がり、女性の就労率の上昇など 

社会状況が変化する中で、障害児に対する支援ニーズはますます高 

まっています。 

 児童発達支援や放課後等デイサービス事業所は、多様な主体の参 

入もあり増加傾向にあります。しかしながら、保護者の就労支援やレ 

スパイトの確保など日常的に支えている家族への支援の観点からす 

ると十分にニーズを満たしているとは言えず、また適切な運営や支 

援の質の確保についても課題があります。 

 障害のある児童は通級指導教室や特別支援学校だけでなく、昼間 

定時制、全日制高校にも在籍していることから、障害に対する理解の 

促進や福祉的な支援の必要性が増しています。特別支援学校卒業生 

等の進路については毎年課題となっており、障害の特性や状態に応 

じ本人の希望に沿った進路先が選択できるよう教育・労働・福祉など 

関係機関の更なる連携が求められます。 

医療的ケア児支援については、家族が全面的に支えることで生活 

が成り立っている現状があります。この圏域には、医療的ケア児に対 

応できる医療型障害児施設がありますが、他に活用できる社会資源 

が乏しく、災害時・緊急時の対応や医療的ケア児等コーディネーター 
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(4)京都市サブ圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域では、入所施設から地域生活への移行の取組や、退院可能 

な精神障害のある人の精神科病院からの退院等を促進する取組と併 

せて、在宅生活を支えるサービスの充実を図る必要があります。それ 

と同時に障害のある人の自立につながる生活の場や地域で活動でき 

る場の充実、さらには、ニーズに応じたきめ細やかな相談支援を提供 

するための体制強化が必要となっています。 

そして、障害のある人の地域での暮らしを支える基盤整備である 

地域生活支援拠点に求められる５つの機能（①相談、②緊急時の受入 

れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の 

体制づくり）については、地域における複数の機関が分担して機能を 

担う「面的整備型」で整備を行いましたが、引き続き、地域生活支援 

拠点の機能強化を進めていきます。 

また、訪問系サービスにおいては、担い手不足からヘルパー数の更 

なる確保が必要となっていること、日中活動系サービスにおいても、 

生活介護や短期入所の需要が今後も継続して伸びの上昇が見込まれ 

ていることから、福祉的人材の確保と質の向上に向けた取組が必要 

となっています。 

居住系サービスにおいては、地域移行を今後も進めていくことを 

考慮すると、これまで以上にグループホームの充実を図っていく必 

要がありますが、報酬水準の向上の課題や、地域における理解促進等 

に課題があります。 

就労支援については、引き続き、労働、福祉、教育など各分野の関 

係機関が協働して雇用促進・就労支援に取り組むとともに、就職後も 

継続的かつ安定的に働き続けられるよう、職場定着支援にも取り組 

んでいく必要があります。 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 

の養成等の課題があります。 

発達障害児支援については、早期発見・早期支援が重要となります 

が、この圏域に限らず専門の医療機関が少ないため、その対応までに 

時間がかかってしまうことが懸念されます。そのため、乳幼児健診の 

場において気づき・発見した段階で速やかに支援につなげていく仕 

組みづくりが重要であり、保護者支援の充実や療育機関だけでなく 

保育所、幼稚園関係者等のスキルアップに向けた取組も必要となっ 

ています。 

教育分野との連携は進みつつあり、移行支援ファイルの活用数も 

増えてきています。就学前から就学、小学校から中学校、中学校から 

高等学校への切れ目のない支援を強化するため更に推進していく必 

要があります。 

 

(4)京都市サブ圏域 

①障害福祉計画における課題 

 この圏域では、入所施設から地域生活への移行の取組や、退院可能 

な精神障害のある人の精神科病院からの退院等を促進する取組と併 

せて、地域生活を継続するために必要となる在宅生活を支えるサー 

ビスの充実を図る必要があります。それと同時に障害のある人の自 

立につながる生活の場や地域で活動できる場の充実、さらには、強度 

行動障害や医療的ケア等の個々のニーズに応じたきめ細やかな相談 

支援を提供するための体制強化が必要となっています。 

そして、障害のある人の地域での暮らしを支える基盤整備である 

地域生活支援拠点に求められる５つの機能（①相談、②緊急時の受入 

れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の 

体制づくり）については、地域における複数の機関が分担して機能を 

担う「面的整備型」で整備を行いましたが、障害のある人への居住支 

援も含めて、引き続き、地域生活支援拠点の機能強化を進めていきま 

す。 

また、訪問系サービスにおいては、担い手不足からヘルパー数の更 

なる確保が必要となっていること、日中活動系サービスにおいても、 

生活介護や短期入所の需要が今後も継続して伸びの上昇が見込まれ 

ていることから、福祉的人材の確保と質の向上に向けた取組が必要 

となっています。 

居住系サービスにおいては、地域移行を今後も進めていくために 

は、これまで以上にグループホームの充実を図っていく必要があり 

ますが、報酬水準の向上の課題や、地域における理解促進等に課題が 

あります。 

就労支援については、引き続き、労働、福祉、教育など各分野の関 

係機関が協働して雇用促進・就労支援に取り組むとともに、就職後も 

継続的かつ安定的に働き続けられるよう、職場定着支援にも取り組 

んでいく必要があります。 

 

 

②障害児福祉計画における課題 
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障害のある児童に関しては、発達障害に関する社会的認知の広が 

りにより、これまで障害があると思われていなかった人やことばの 

遅れ等を心配する保護者からの相談が増えてきており、身近な地域 

で必要な支援を受ける体制づくりが求められています。 

また、発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行うため 

に、健診、検査、療育、診断等それぞれの役割を担う関係機関のさら 

なる連携が必要です。 

学齢期前の児童に関しては、児童発達支援事業所等の設置数は増 

えてきているものの、設置地域に偏在があることから、利用する支援 

の必要な児童が、身近な地域で療育を受けることができるよう、児童 

発達支援事業所等の設置を促進する必要があります。 

学齢期の児童に関しては、放課後等デイサービスの事業所数が増 

加し続けているところですが、これに伴ってサービスの質の課題が 

生じています。また、学齢期の障害のある児童のニーズの多様化に伴 

い、一人ひとりの地域での育ちをどのように支援していくかについ 

て検討が必要となっています。 

 

 

(5)乙訓サブ圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域では、障害のある人の入所施設はあるものの、府全域の人 

口比から考えると、施設数（定員）は少なく、またその入所施設につ 

いては、知的障害に対応できる施設にはなっていません。このよう 

に、この圏域では、住居系施設というハードが不足しており、地域移 

行を今後も進めていくことを考慮すると、グループホーム等の地域 

生活の整備や充実が必要であり、サービスは増加してきているもの 

の十分ではないことから、障害がある人の在宅での生活をいかに支 

援していくかが求められています。 

また、強度行動障害や、医療的ケアを要する障害がある人を地域で 

支えるために、人材育成などの基盤整備はもちろんのことながら、事 

業者間でのスムーズな連携や相談体制の充実、緊急時の受入れ等の 

機能の他、高齢化する家族のため、利用のしやすい短期入所の確保と 

いった機能を持つ地域生活支援拠点が求められているところです。 

他には、特別支援学校の卒業生について、卒業後、年によっては違 

いがありますが、一般的には、生活介護を希望される傾向があるた 

め、計画的に地域における受入体制を整備していくことが必要とな 

っています。このような中で、就労や各種訓練についても、関係機 

関が連携・協力して切れ目のない支援をしていくことが求められて 

います。 

そして、この圏域内には、精神科病院が２カ所ありますが、長期入 

院患者の退院促進に向けて精神障害がある人の生活や、それぞれの 

状態に応じた就労への適切な支援や、生活の場の確保が必要となっ 

ています。 

 

 

 障害のある児童に関しては、発達障害に関する社会的認知の広が 

りにより、これまで障害があると思われていなかった人やことばの 

遅れ等を心配する保護者からの相談が増えてきており、身近な地域 

で必要な支援を受ける体制づくりが求められています。 

 また、発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行うため 

に、健診、検査、療育、診断等それぞれの役割を担う関係機関のさら 

なる連携が必要です。 

 学齢期前の児童に関しては、児童発達支援事業所等の設置数は増 

えてきているものの、設置地域に偏在があることから、利用する支援 

の必要な児童が、身近な地域で療育を受けることができるよう、児童 

発達支援事業所の地域偏在の解消や、サービスの質の向上について 

検討する必要があります。 

 学齢期の児童に関しては、放課後等デイサービスの事業所が増加 

し、これに伴ってサービスの質の課題が生じています。また、学齢期 

の障害のある児童のニーズの多様化に伴い、一人ひとりの地域での 

育ちをどのように支援していくかについて検討が必要となっていま 

す。 

 

(5)乙訓サブ圏域 

①障害福祉計画における課題 

 この圏域での入所施設は 1か所であり、圏域内での入所希望に応 

えられていません。グループホームでは、知的や精神の方を対象とし 

た事業所は増加傾向ですが、重度や強度行動障害を対象に含む事業 

所は増加することもなく依然と少ない状況です。また、日中一時の事 

業所は少なく、供給量が不足する中、重度対応については、土日祝等 

の居宅サービスの確保も課題となっています。 

医療的ケア対応の施設については、当圏域協議会との連携のもと、 

令和 4年度、介護老人保健施設を母体とした医療型短期入所の事業 

所が開設しました。開設後早々にモデルケースとして、当事者による 

一時利用を行い、いくつかの利用時の課題が浮き彫りになっており、 

この課題解決に向けて、見学や説明会を開催し、利用促進を図ってい 

くところです。また、１施設開設だけでは、医療的ケアが必要な方に 

対応仕切れないため、引き続き、3号研修実施機関の協力を得て 3研 

修を実施し、医療的ケアの支援者を増やす取り組みが必要です。 

 生活介護については、令和 8年度、長岡京市の共生型福祉施設整備 

事業の取組により開設される見込みです。しかし、特別支援学校の卒 

業生については、常に重度の生活介護の空が少なく対応が難しい状 

況があります。そのため、圏域内の特定の法人による利用枠増加の調 

整だけでは対応しきれないため、他の圏域での利用を調整している 

状況です。遠方利用は利用者の負担の拡大に繋がるため、引き続き、 

関係機関と特別支援学校と連携しながら状況を把握し、課題解決に 

向けた検討が必要です。 

 相談支援事業所については、年々契約件数が増加している中、相談 

支援事業所及び相談支援専門員が増えないため、新規受け入れを停 

止する事案が出てきています。また、特定相談に加えて、委託相談や 



 

 

45 

 

第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 

この圏域では、障害児入所支援施設等がない中、通所支援施設につ 

 いては、児童発達支援や放課後等デイサービスに関しては、毎年事業 

所数が増えるなど充実してきているところです。 

しかしながら、この圏域内においては児童発達支援センターがな 

く、保育所等訪問支援も数少ない状況であり、また、重症心身障害児 

対応の児童発達支援及び放課後等デイサービスも同様に数少ない状 

況となっており、今後これらの事業所を整備・充実させることが必要 

となっているところです。また、障害児相談支援事業所等について 

も、同様に人員の確保等、体制の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)山城北圏域 

①障害福祉計画における課題 

この圏域は、全市域で自立支援協議会（以下「協議会」という。） 

が設置され、また町域でも順次、設置が進んでいます。今後、それぞ 

れ異なる背景や課題のある市町協議会と圏域協議会とが相互に連 

携、役割分担をしながら、地域の様々な福祉課題の抽出、対応の検討 

を進めていくことが必要です。 

施設入所、入院の地域資源としては、療養介護を実施している南京 

都病院の他、施設入所支援の事業所が１２箇所、精神科病院が３箇所 

あります。入所者・家族の高齢化が進む中、障害者施設から高齢者施 

設への移行も受入施設が少なく進みづらい状況があります。また、重 

度の知的障害、発達障害、精神障害のある人を支援できるグループホ 

ーム等地域資源に限りがあるため、施設入所者、長期入院患者の地域 

移行が進みづらく、入所・入院の長期化が課題となっています。一方、 

施設入所を必要とする重度障害の待機者は毎年一定数増え続けてい 

るため、日中サービス支援型指定共同生活援助事業等により地域で 

の生活支援を促進していく必要があります。 

医療的ケアが必要な方や重度心身障害の方の緊急時の受入体制と 

して、福祉型短期入所やレスパイト入院の活用等が考えられますが、 

看護師や支援員をはじめとする人材確保は深刻な課題となっていま 

す。また、人材確保と併せて専門的、計画的な研修の実施等、人材育 

成も必要です。 

他事業を兼務している職員が多く、相談支援専門員への負担がさら 

に増している状況です。この課題は、当圏域内だけの問題ではなく全 

域での課題であるため、他の圏域と情報共有しながら取り組む必要 

があります。 

 

②障害児福祉計画における課題 

  この圏域では、入所施設がないため、入所が必要な状況となった場 

合は他の圏域で探す必要があります。また、小学生から利用できる短 

期入所と日中一時はそれぞれ 1か所となります。また、両親が働いて 

おられる家庭が多く、通所系サービスについては、土曜のニーズも一 

定数あります。 

事業所は、年々増加傾向ですが、自傷、他害のある児童、医療的ケ 

アが必要な児童、重度心身障害児の受け入れが可能な放課後等デイ 

サービスはあまり増加せず、他の福祉サービスにおいても限られて 

います。事業所での受け入れが進むような整備・体制・強化の取組が 

必要です。 

障害者相談支援事業については、契約件数は年々増加しています。 

相談支援計画書の作成に加えて、ライフステージの移行による相談、 

学校の長期休みでの必要なサービス調整やそれに伴う相談支援計画 

の作成、日々の家庭、学校での学習や友達関係、医療など、ご家族か 

らの相談が多く、相談支援専門員の負担はさらに増しています。同事 

業についても整備・体制強化の取組が必要です。 

 

 (6)山城北圏域 

①障害福祉計画における課題 

  この圏域は、全市域で自立支援協議会（以下「協議会」という。） 

が設置され、また町域でも順次、設置が進み、協議会未設置は１町と 

なっています。今後、残る１町の協議会設置と各々の市町でニーズや 

資源数が大きく異なる地域事情を踏まえ、市町協議会と圏域協議会 

が相互に連携し、福祉課題の抽出、対応の検討を進めていくことが必 

要です。  

施設入所、入院の地域資源としては、療養介護を実施している南京 

都病院の他、施設入所支援の事業所が１２箇所、精神科病院が３箇所 

あります。入所施設等から地域移行を進めるために大きな役割を持 

つ、グループホーム等の地域資源は増加してきているものの、さらな 

る充実が必要です。また、併せて人材の確保や質の向上も課題です。 

医療的ケアが必要な方や重度心身障害の方の緊急時の受入体制と 

して、福祉型短期入所やレスパイト入院の活用等が考えられますが、 

看護師や支援員をはじめとする人材確保が深刻な課題となっていま 

す。また、併せて専門的、計画的な研修の実施等、人材育成も必要で 

す。  

精神障害の方についても、地域での早期の社会復帰、自立を目指す 

とともに、安心・安全な生活が継続できるよう「精神障害にも対応し 

た地域包括ケアシステム」の構築が求められていることから、システ 

ム構築に向け、市町や関係機関等と連携しながら課題検討を行うこ 
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支援学校保護者に生徒の卒業後の進路を早期から検討いただくた 

め、圏域協議会では毎年「圏域福祉事業所説明会」を開催しています 

が、事業所の送迎範囲や障害特性（医療的ケア等）により受入体制等 

が整わないことから希望する事業所が見つからないケースがあるの 

が現状です。 

このような課題を踏まえて、重度障害のある人への支援、障害のあ 

る人の高齢化、親亡き後の支援等に対応し、住み慣れた地域で、安心・ 

安全な生活を支える地域づくりを進めていくため、個々のニーズや 

実態に応じたサービスを整備するとともに、「地域生活支援拠点」（一 

部の市部では拠点を整備済み。）の整備が求められています。 

また、圏域協議会就労部会では、障害者雇用に取り組む企業を増や 

し、障害のある人の一般就労の促進を進めています。一般就労後の就 

労定着支援の強化、手帳を取得していない知的障害や発達障害のあ 

る人への支援も課題となっています。 

精神障害の方が、地域で早期の社会復帰、自立を目指すとともに安 

心・安全な生活が継続できるよう「精神障害にも対応した地域包括ケ 

アシステム」の構築が求められています。 圏域協議会精神部会をシ 

ステム構築のための「保健、医療、福祉関係者による協議の場」とし 

て位置付け、市町や関係機関等と連携しながら、課題について検討を 

進めていきます。 

 

②障害児福祉計画における課題 

圏域では、医療的ケア児・者を支援するため、「在宅療養児・者の 

地域生活支援ネットワーク会議」を設置し事例検討や多職種連携、顔 

の見える関係づくりを推進してきました。関連分野の支援を調整す 

る「医療的ケアコーディネーター」は、実際のケース対応に当たって 

の「役割の明確化」が課題となっています。 

また、医療的ケア児や重度心身障害児への支援として、児童発達支 

援事業所や放課後等デイサービス、家族のレスパイト機能を確保す 

る短期入所、レスパイト入院が可能な医療施設等の受入体制の整備 

が更に必要です。 

発達障害のある児童への支援では、南部地域の「発達障害児支援拠 

点」である京都府立こども発達支援センターを含めて３つの児童発 

達支援センターが設置されています。学齢児への支援を担う放課後 

等デイサービス事業所の新規開設が増加している中、各事業所にお 

ける障害福祉サービスの質の向上や療育の質の担保に向けた更なる 

取組みが必要です。 

圏域協議会発達部会では、発達障害のある児童が、ライフステージ 

が変わっても一貫した支援が受けられるよう教育、医療、福祉機関に 

よる課題共有の場づくりや研修会を開催しています。また、診断に至 

らない時点での早期支援も重要であることから、保育士の支援者向 

け研修を開催し、対応力強化を図っています。 

 

(7)山城南圏域 

①障害福祉計画における課題 

とが必要です。また、支援者の質の向上を目的とした研修会や事例検 

討会等を実施し、市町の相談支援体制の強化を図っていく必要があ 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 

  圏域では、医療的ケア児・者を支援するため、これまで約７０名が 

「医療的ケア児等コーディネーター」の養成研修を受講しています 

が、実際のケース対応に当たっての「役割の明確化」が課題となって 

います。 

また、医療的ケア児や重度心身障害児への支援として、児童発達支 

援事業所や放課後等デイサービス、家族のレスパイト機能を確保す 

る短期入所やレスパイト入院が可能な医療施設等の受入体制の整備 

がさらに必要です。  

発達障害のある児童への支援では、南部地域の「発達障害児支援拠 

点」である京都府立こども発達支援センターを含めて３つの児童発 

達支援センターが設置されています。学齢児への支援を担う放課後 

等デイサービス事業所の新規開設が増加している中、各事業所にお 

ける障害福祉サービスの質の向上や療育の質の担保に向けたさらな 

る取組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

(7)山城南圏域 

①障害福祉計画における課題 
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この圏域では、相楽地域の東部と西部で特徴が大きく異なり、少子 

高齢化が進む東部地域に比べ、京阪奈学研都市のある西部地域では 

人口増加が顕著で、若い世代の転入も多く見られます。それに伴い障 

害のある人も増加し、特別支援学校からの卒業生の新たな福祉サー 

ビスの利用も見込まれるため、居宅系、日中活動系ともにサービス提 

供体制の計画的な整備が必要です。特に重度の障害がある人に対応 

する生活介護などの介護系サービスへのニーズも高まっています。 

また、施設から地域への移行が推進される一方、親世代の高齢化が 

深刻化し、親亡き後の支援体制の整備が必要となっており、グループ 

ホーム等の受け皿の整備に対する要望が圏域内でも高まっていま 

す。また、同時に地域生活支援拠点の整備も求められていますが、こ 

れについては、面的な整備が現実的であると考えられます。 

就労支援については、福祉的就労から一般就労への移行が求めら 

れているところです。障害のある人が自立し、社会参加ができる共生 

社会を実現するため、就労の場の確保は重要であり、この圏域におけ 

る自立支援協議会では、学研都市内の企業等と連携して障害のある 

人の一般就労へ向けた見学会・研修会等を開催しています。福祉的就 

労についても、就労継続支援事業所等において施設外就労の委託先 

や下請け受注等の開発に努め、販路開拓、農福連携などについても取 

り組んでいるところです。 

精神障害者支援についても、精神障害にも対応した地域包括ケア 

システムの構築が求められていますが、この圏域内には、精神科病 

床、思春期外来、高次脳機能障害等対応の専門機関や社会資源等がな 

い状況であり、限られた資源の中、精神障害のある人の自立した生活 

を地域全体で支える体制整備が課題となっています。 

このような現状やニーズが高まっているものの社会資源が不足し 

ており、障害福祉サービス事業者支援の充実や一般就労を含む就労 

の場の確保を図るなど、計画的な整備をこの圏域においても図って 

いくことが必要ですが、入所施設や精神病床、専門機関の整備につい 

ては現実的に厳しく、今後も、他圏域の専門機関や社会資源との連携 

強化を進めつつ、この圏域内においては福祉と医療、教育等他分野と 

のさらなる連携強化が必要です。そこで、この圏域の自立支援協議会 

や市町村の自立支援協議会、相談支援事業所を中核として、支援ネッ 

トワークの構築・強化を推進していきたいと考えます。 

 

②障害児福祉計画における課題 

障害のある児童を取り巻く福祉サービスについては、就学前の療 

育、就学後の放課後支援のニーズが高まっていますが、特に発達障害 

のある児童に対する支援については、圏域内に児童発達支援センタ 

ーがない状態を解消し、整備することが急務です。また、圏域の自立 

支援協議会の発達支援部会及び発達障害児等支援体制検討会議等に 

おいて、医療・保健・教育・福祉等の連携及び支援体制の構築、ペア 

レント・トレーニングやティーチャートレーニング、支援ファイルの 

普及推進等に取り組んでいますが、引き続き、ライフステージを通じ 

た切れ目のない支援提供に一層努めるとともに、圏域内の今後の施 

 この圏域では、相楽地域の東部と西部で特徴が大きく異なり、人口 

減少と少子高齢化が進む東部地域に比べ、けいはんな学研都市のあ 
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れに伴い障害のある人も増加し、特別支援学校卒業生等の新たな福 

祉サービスの利用も見込まれるため、居宅系、日中活動系等のサービ 

ス提供体制の計画的な整備が必要です。特に重度の障害がある人に 

対応する生活介護などの介護系サービスへのニーズも高まっていま 
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また、介護の施設から地域への移行が推進される一方、親世代の高 

齢化の追尾により、親亡き後の支援体制の整備が必要となっており、 

圏域内でもグループホーム等の居住系サービスや、圏域における地 

域生活支援拠点の整備が求められることから、３障害に対応できる 

面的整備が行えるよう、各市町村や自立支援協議会の場において、協 

議を進めていくことが必要です。 

就労支援については、障害のある人が自立し、自分らしく社会参加 

できる共生社会を実現するため、就労や体験の場の確保が重要であ 

り、福祉的就労から一般就労への移行が求められているところです。 

この圏域における障害者自立支援協議会では、従来から商工会等の 

総合経済団体や企業等と連携して障害のある人の雇用に向けた企業 
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また、福祉的就労についても、就労継続支援事業所等において施設外 
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支援事業所等との支援ネットワークの構築・強化を図り、他圏域の医 

療機関や人的・物的資源との連携を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

②障害児福祉計画における課題 
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支援協議会の発達支援部会及び発達障害児等支援体制検討会議等に 

おいて、医療・保健・教育・福祉等の連携及び支援体制の構築、ペア 

レント・トレーニングやティーチャートレーニング、支援ファイルの 

普及推進等に取り組んでいますが、引き続き、ライフステージを通じ 

た切れ目のない支援提供に一層努めるとともに、圏域内の今後の施 
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策推進の全体像（ビジョン）を策定し、支援体制の強化を図ります。 

また、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後 

等デイサービス事業所、医療的ケア児に対応できる事業所、短期入 

所、レスパイト入院先等が不足していることから、圏域の自立支援協 

議会に医療的ケア部会を立ち上げ、医療、教育を含む他分野との連携 

を深めた協議の場を設置したところです。今後、更なる支援体制の整 

備を進めていきたいと考えます。 

 

(8)課題のまとめ 

①障害福祉計画における課題のまとめ 

各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることが 

できます。 

 

 

②障害児福祉計画における課題のまとめ 

各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることがで 

きます。 

 

項 目 課 題 

項 目 課 題 

高齢化・過疎化 

・交通不便による移動手段確保 

・高齢化する障害のある人への支援体制の整備 

・親世代の高齢化、親亡き後の支援体制の整備 

地域移行や生活

支援を支える各

種障害福祉サー

ビスの基盤の整

備 

・住居系施設（グループホーム等）ハード整備 

・相談支援体制の強化 

・精神障害のある人等にも対応した地域包括ケ 

アシステムの構築 

・事業所の基盤整備、連携、相談体制の充実 

・緊急時の受入体制の整備・充実 

就労支援・工賃

向上 

・障害者就労に対する企業の理解促進、啓発 

・就労後の職場定着支援 

・製品の付加価値向上、商品開発、販路拡大 

社会への啓発 ・共生社会への地域の理解促進・普及啓発 

人材の確保・育

成 

・職員の人材確保や育成、研修機会充実 

・職場環境づくり 

災害時対応 
・福祉避難所等の整備 

・地域住民による支援 
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障害児支援体

制の整備 

・発達障害の早期発見・早期支援ができる体制 

の整備や関係機関の連携 

・発達障害に関する相談支援体制づくり 

・支援ファイルの有効的な活用 

・児童発達支援センターの整備 

・医療的ケア児の環境整備（医療、保健、教育、 

福祉分野の連携） 

・短期入所、日中活動の場の拡充 

・児童発達支援、日中一時支援、保育所等訪問 

の充実 

・医療的ケア児対応事業所、レスパイト入院先 

不足  

就学期におけ

る支援 

・放課後等デイサービス事業所の拡充・質の向 

 上 

・卒業後の就労支援 

・小中高での切れ目のない支援 

・特別支援学級通級児の放課後児童クラブ等受 

入先の拡充 

・医療的ケア児の通学支援の整備 

 

 

４ 圏域の課題等を受けての施策の方向性 

  各圏域の課題整理等を踏まえた施策の方向性を次のとおり設定し 

ます。 

 

(1)高齢化・過疎化について 

ますます高齢化がすすむ障害のある人への支援体制について、高 

齢担当部局との連携を行いつつ、地域の受け入れ等、確実な支援を行 

えるよう取り組むとともに、親世代の高齢化、いわゆる「親亡き後」 

の障害のある人の支援について、権利擁護をはじめとした各種サー 

ビスの充実に努めます。 

 

(2)地域移行や生活支援を支える各種障害福祉サービスの基盤の整備 

について 

地域移行を進めるためには、住居系施設（グループホーム等）とい 

ったハード整備等が重要となってくることから、誘致や呼びかけを 

積極的に行い、基盤の拡充が行えるように取り組みます。 

また、障害のある人の日々の課題に対応できる相談支援の強化に 

努めます。 

併せて、緊急時にスムーズに受け入れることのできる体制の整備 

 として、地域生活支援拠点等の取組も進めていきます。 

 

(3)就労支援・工賃向上について 

今後ますます、障害のある人の就労について適切な配慮や理解が 
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・発達障害の早期発見・早期支援ができる体制 

の整備や関係機関の連携 
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入先の拡充 

・医療的ケア児の通学支援の整備 

 

３ 圏域の課題等を受けての施策の方向性 
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齢担当部局との連携を行いつつ、地域の受け入れ等、確実な支援を行 

えるよう取り組むとともに、親世代の高齢化、いわゆる「親亡き後」 

の障害のある人の支援について、権利擁護をはじめとした各種サー 

ビスの充実に努めます。 
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ったハード整備等が重要となってくることから、誘致や呼びかけを 

積極的に行い、基盤の拡充が行えるように取り組みます。 

また、障害のある人の日々の課題に対応できる相談支援の強化に 

努めます。 
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求められることから、引き続き、府内の企業に対し、障害者理解を呼 

びかけていきます。 

また、農福連携の取組をとおし、就労機会の拡充や、工賃向上とい 

った様々な施策を展開していきます。 

 

(4)社会への啓発について 

障害のある人もない人も地域の担い手となり地域で安心して暮ら 

せる共生社会を実現するためには、障害特性や合理的配慮の提供に 

ついての理解促進が重要であり、引き続き普及啓発に取り組みます。 

 

(5)人材の確保・育成について 

人材育成の要となる研修の回数の増加や府北部での開催機会の検 

討など、研修機会の確保を行うとともに、自立支援協議会人材育成部 

会も活用した圏域毎の人材育成の取組を進めていきます。 

 

(6)障害児支援体制の整備について 

療育施設や保育所の整備、日中活動の場の拡充など、ニーズに応じ 

たサービス体制の拡充をはかるとともに、医療的ケアの必要な児童 

に対して、早期の対応ができる支援体制の構築や関係機関との連携 

がとれるよう取組を進めます。 

 

(7)就学期における支援について 

就学前から高等学校卒業までの期間を通じて、切れ目のない支援 

を行えるよう、課題共有や関係機関と連携できる体制整備に取り組 

みます。 

 

第３章 各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員 

総数 

令和５年度までの各年度における障害者支援施設及び障害児入所 

 施設等の必要入所定員総数について、次のとおり設定することとし、 

市町村や関係施設及び事業所と連携を図りつつ、地域の実情・ニーズ 

に応じた整備を進めていきます。 

 

１ 障害者支援施設 

  障害者支援施設について、次のとおり必要入所定員総数を設定す 

ることとします。 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

必要入所定

員総数 
2,365人分 2,353人分 2,338人分 

 

 

２ 障害児入所施設 

求められることから、引き続き、府内の企業に対し、障害者理解を呼 

びかけていきます。 

また、農福連携の取組を通じ、就労機会の拡充や、工賃向上とい 

った様々な施策を展開していきます。 

 

(4)社会への啓発について 

障害のある人もない人も地域の担い手となり地域で安心して暮ら 

せる共生社会を実現するためには、障害特性や合理的配慮の提供に 

ついての理解促進が重要であり、引き続き普及啓発に取り組みます。 

 

(5)人材の確保・育成について 

人材育成の要となる研修の回数の増加や府北部での開催機会の検 

討など、研修機会の確保を行うとともに、自立支援協議会人材育成部 

会も活用した圏域毎の人材育成の取組を進めていきます。 

 

(6)障害児支援体制の整備について 

療育施設や保育所の整備、日中活動の場の拡充など、ニーズに応じ 

たサービス体制の拡充をはかるとともに、医療的ケアの必要な児童 

に対して、早期の対応ができる支援体制の構築や関係機関との連携 

がとれるよう取組を進めます。 

 

(7)就学期における支援について 

就学前から高等学校卒業までの期間を通じて、切れ目のない支援 

を行えるよう、課題共有や関係機関と連携できる体制整備に取り組 

みます。 

 

第４章 各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員 

総数 

令和８年度までの各年度における障害者支援施設及び障害児入所 

 施設等の必要入所定員総数について、次のとおり設定することとし、 

市町村や関係施設及び事業所と連携を図りつつ、地域の実情・ニーズ 

に応じた整備を進めていきます。 

 

１ 障害者支援施設 

  障害者支援施設について、次のとおり必要入所定員総数を設定す 

ることとします。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要入所定

員総数 
●人分 ●人分 ●人分 

 

 

２ 障害児入所施設 
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  障害児入所施設について、次のとおり必要入所定員総数を設定す 

ることとします。 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

必要入所定

員総数 
125人分 125人分 125人分 

 

第４章 地域生活支援事業の実施 

１ 専門性の高い相談支援事業 

 ○ 発達障害者支援センターはばたき及び発達障害者圏域支援セン 

ター（府内６箇所）において、発達障害に係る相談支援を行います。 

また市町村、保育所、学校、福祉施設、就労関係施設等に対して、 

指導・助言を行うとともに、発達障害に関する府民への理解促進の 

ための普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高次脳機能障害のある人に対し、京都府総合リハビリテーショ 

ン連携指針に基づき、支援拠点における相談支援を継続して実施 

するとともに、自立した生活と社会参画を目標としたリハビリテ 

ーション支援等が提供できるよう市町村や医療機関、障害福祉サ 

ービス事業者等への研修会の開催やパンフレットの配布等、普及・ 

啓発に努めます。また、支援機関相互の連携会議の開催や就労移行 

支援、地域活動支援センター等の活用など、地域における高次脳機 

能障害のある人への地域リハビリテーション支援体制の充実を図 

ります。 

 

２ 意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業 

聴覚や視覚に障害のある人の意思疎通を支援し、社会参加を促進 

するため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、代 

筆・代読支援者及び失語症者向け意思疎通支援者の養成を積極的に 

進めるとともに、派遣事業も推進し、障害のある人の情報保障により 

資するよう、取組を進めていきます。 

 

３ 広域的な支援事業 

 ○ 各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支 

援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、 

  障害児入所施設について、次のとおり必要入所定員総数を設定す 

ることとします。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要入所定

員総数 
●人分 ●人分 ●人分 

 

第５章 地域生活支援事業の実施 

１ 専門性の高い相談支援事業 

○ 発達障害者支援センターはばたきは、発達障害者圏域支援センタ

ーを束ねる専門機関として、困難ケースへのスーパーバイズ等を担

うとともに、発達障害者圏域支援センター（府内６箇所）は、地域

の中核的な支援機関として、圏域内のネットワークを作り、相談支

援事業所等の支援を行うため、地域支援マネジャーを配置し、市町

村・保育所等子育て支援機関・障害福祉サービス事業所等への指導・

助言、各種支援により、人材育成や地域の支援体制の整備を行いま

す。 

 

○ また、発達障害児支援拠点（府内３箇所）において、学齢期の児

童を中心とした相談支援を行うとともに、教育機関との連携強化を

一層促進します。 

 

 

○ 高次脳機能障害のある人に対し、京都府リハビリテーション支 

援センターなどの支援拠点における相談支援を継続して実施する 

とともに、自立した生活と社会参画を目標としたリハビリテーシ 

ョン支援等が提供できるよう市町村や医療機関、障害福祉サービ 

ス事業者等への研修会の開催やパンフレットの配布等、普及・啓発 

に努めます。また、支援機関相互の連携会議の開催や就労移行支 

援、地域活動支援センター等の活用など、地域における高次脳機能 

障害のある人への地域リハビリテーション支援体制の充実を図り 

ます。 

 

２ 意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業 

  聴覚や視覚に障害のある人の意思疎通を支援し、社会参加を促進 

するため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、代 

筆・代読支援者及び失語症者向け意思疎通支援者の養成を積極的に 

進めるとともに、派遣事業も推進し、障害のある人の情報保障により 

資するよう、取組を進めていきます。 

 

３ 広域的な支援事業 

 ○ 各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支 

援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、 
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ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネットワ 

ークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。 

 

 ○ 「京都府障害者自立支援協議会」を設置するとともに、市町村を 

越えた広域調整を担う組織として各障害保健福祉圏域に「圏域障 

害者自立支援協議会」を設置し、府障害福祉計画の進行管理及び府 

全体の相談支援体制の構築に向けて取組を進めます。 

 

４ サービス・相談支援者・指導者育成事業 

  障害福祉サービスや相談支援が円滑に実施されるよう、サービス 

等の提供を行う方やサービス等提供者に対して必要な指導を行う指 

導者を育成、サービス等の質の向上を図ります。 

具体的には、障害支援区分認定に携わる方、相談支援従事者、サー 

ビス管理責任者、児童発達支援管理責任者、居宅介護従業者等、身体 

障害者・知的障害者相談員、音声機能障害者発声訓練指導者等の育成 

について、地域の実情などを勘案しながら取り組みます。 

 

５ 任意事業・地域生活支援促進事業等 

１～４に掲げた事業に加えて、府内市町村と連携をとりつつ、広域 

的な観点から、日常生活支援に関する事業や社会参加を実現する支 

援に関する事業、就業・就労支援に関する事業等を実施し、障害のあ 

る人の自立した生活の実現に取り組みます。 

 

第５章 障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取 

   組 

 

１ 人材の養成・確保 

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、実務経験等を踏ま 

え、現場においてサービスが提供できる人材を養成し、質の向上を図 

るとともに、必要数が増加している福祉的人材の確保等の取組を一 

層推進します。 

 

○ 障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定 

により必要なサービスを受けられるよう、質の高い相談支援やサ 

ービス等利用計画の適切な作成等ができる相談支援従事者等や個 

別支援計画の適切な作成ができるサービス提供に係る責任者を確 

保するとともに、計画作成のスキルの向上等、相談支援に携わる者 

に必要な技術を習得できるよう養成を行います。 

また、強度行動障害がある人に対する行動援護や高次脳機能障 

害のある人に対するリハビテーション等の適切な支援を行える者 

を養成します。 

 

○ 障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害の 

ある人、聴覚や視覚に障害のある人、知的障害のある人など障害特 

性に応じたヘルパーやボランティアなどの人材の養成・確保を図 

ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネットワ 

ークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。 

 

 ○ 「京都府障害者自立支援協議会」を設置するとともに、市町村を 

越えた広域調整を担う組織として各障害保健福祉圏域に「圏域障 

害者自立支援協議会」を設置し、府障害福祉計画の進行管理及び府 

全体の相談支援体制の構築に向けて取組を進めます。 

 

４ サービス・相談支援者・指導者育成事業 

  障害福祉サービスや相談支援が円滑に実施されるよう、サービス 

等の提供を行う方やサービス等提供者に対して必要な指導を行う指 

導者を育成、サービス等の質の向上を図ります。 

具体的には、障害支援区分認定に携わる方、相談支援従事者、サー 

ビス管理責任者、児童発達支援管理責任者、居宅介護従業者等、身体 

障害者・知的障害者相談員、音声機能障害者発声訓練指導者等の育成 

について、地域の実情などを勘案しながら取り組みます。 

 

５ 任意事業・地域生活支援促進事業等 

１～４に掲げた事業に加えて、府内市町村と連携をとりつつ、広域 

的な観点から、日常生活支援に関する事業や社会参加を実現する支 

援に関する事業、就業・就労支援に関する事業等を実施し、障害のあ 

る人の自立した生活の実現に取り組みます。 

 

第６章 障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取 

   組 

 

１ 人材の養成・確保 

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、実務経験等を踏ま 

え、現場においてサービスが提供できる人材を養成し、質の向上を図 

るとともに、必要数が増加している福祉的人材の確保等の取組を一 

層推進します。 

 

○ 障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定 

により必要なサービスを受けられるよう、質の高い相談支援やサ 

ービス等利用計画の適切な作成等ができる相談支援従事者等や個 

別支援計画の適切な作成ができるサービス提供に係る責任者を確 

保するとともに、計画作成のスキルの向上等、相談支援に携わる者 

に必要な技術を習得できるよう養成を行います。 

また、強度行動障害がある人に対する行動援護や高次脳機能障 

害のある人に対するリハビテーション等の適切な支援を行える者 

を養成します。 

 

○ 障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害の 

ある人、聴覚や視覚に障害のある人、知的障害のある人など障害特 

性に応じたヘルパーやボランティアなどの人材の養成・確保を図 
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ります。 

特に地域の市民人材の活用を行い、人材確保を図るとともに、研 

修を充実させ、質の高い人材の養成に努めます。 

 

○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の 

充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。また、聞こえのサ 

ポーターを養成し、聴覚に障害のある人への理解促進を図るとと 

もに、手話通訳者等養成事業への参加を促します。 

また、様々な障害特性により書籍を持つことが困難な方に対し 

て、点字や拡大図書などアクセシブルな読書環境の整備が進むよ 

う取組を進めてまいります。 

 

○ 精神障害のある人の地域生活を支援するため、支援プログラム 

を習得し、個別訪問により精神障害のある人を支える家族に本人 

への対応方法等を助言・指導できる人材を引き続き養成します。 

 

○ 基幹相談支援センターや児童発達支援センターなどの地域の拠 

点において指導的な役割を担って活躍できる人材や、医療的ケア 

児や発達障害など、障害特性に応じた専門分野に対応できる人材 

の育成確保に努めます。 

 

○ 「きょうと福祉人材育成認証制度」により、若者等の人材育成と 

定着に取り組む事業所を認証し、その取組を支援・促進するととも 

に、先進的な取り組みを進める法人に対しては上位認証として、さ 

らなる取組を推奨します。 

 

○ 府北部地域における福祉人材の養成・確保及び現任職員の資質 

向上等を図るために市町村と府が連携・協力して構築した「京都府 

北部福祉人材養成システム」を推進し、府北部地域において福祉人 

材の確保・定着を支え、どの地域でも安心して、高水準のサービス 

が受けられるよう取組を進めます。 

 

○ 研修を行うことのできる講師やファシリテータ等の人材を確保 

する体制の構築により、職員の質の向上の持続的な維持に努めま 

す。 

 

２ サービスの質の向上等 

  障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する 

職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価及 

び障害福祉サービス等の情報の公表制度の適切な実施等に努めま 

す。 

 

○ 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供 

する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による喀 

ります。 

特に地域の市民人材の活用を行い、人材確保を図るとともに、研 

修を充実させ、質の高い人材の養成に努めます。 

 

○ 障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人の 

ための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の 

充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。また、聞こえのサ 

ポーターを養成し、聴覚に障害のある人への理解促進を図るとと 

もに、手話通訳者等養成事業への参加を促します。 

また、様々な障害特性により書籍を持つことが困難な方に対し 

て、点字や拡大図書などアクセシブルな読書環境の整備が進むよ 

う取組を進めます。 

 

○ 精神障害のある人の地域生活を支援するため、支援プログラム 

を習得し、個別訪問により精神障害のある人を支える家族に本人 

への対応方法等を助言・指導できる人材を引き続き養成します。 

 

○ 基幹相談支援センターや児童発達支援センターなどの地域の拠 

点において指導的な役割を担って活躍できる人材や、医療的ケア 

児や発達障害など、障害特性に応じた専門分野に対応できる人材 

の育成確保に努めます。 

 

○ 「きょうと福祉人材育成認証制度」により、若者等の人材育成と 

定着に取り組む事業所を認証し、その取組を支援・促進するととも 

に、先進的な取り組みを進める法人に対しては上位認証として、さ 

らなる取組を推奨します。 

 

○ 府北部地域における福祉人材の養成・確保及び現任職員の資質 

向上等を図るために市町村と府が連携・協力して構築した「京都府 

北部福祉人材養成システム」を推進し、府北部地域において福祉人 

材の確保・定着を支え、どの地域でも安心して、高水準のサービス 

が受けられるよう取組を進めます。 

 

○ 研修を行うことのできる講師やファシリテータ等の人材を確保 

する体制の構築により、職員の質の向上の持続的な維持に努めま 

す。 

 

２ サービスの質の向上等 

  障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する 

職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価及 

び障害福祉サービス等の情報の公表制度の適切な実施等に努めま 

す。 

 

○ 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供 

する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による喀 
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痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相談支 

援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人材の確 

保と質の向上を図ります。 

 

○ 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するた 

め、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事業者 

段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者機関で 

ある運営適正化委員会により、福祉サービスに関する苦情解決の 

体制整備とその適性な運用を図ります。 

 

○ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構によるサービス 

提供事業者の第三者評価を促進し、サービス提供事業者の組織運 

営及びサービス提供内容等の透明性を高めるとともに、サービス 

の質の向上・改善の支援と、障害福祉サービス等の情報の公表制度 

の運用を通じて利用者の適切なサービスの選択を支援します。 

 

第６章 計画の達成状況の点検及び評価 

障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析を行 

い、各年度において、「京都府障害者施策推進協議会（京都府障害者自

立支援協議会）」をはじめとした関係機関に対して、本計画の達成状況

等の報告を行うこととし、サービス基盤整備の状況等の点検及び評価

を行います。 

また、これらの状況、京都府障害者基本計画、関連施策等の動向を踏

まえつつ、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更するこ

と、その他計画達成のための対策を講じます。また、その結果について、

ホームページ等に公表します。 

 

第７章 計画の成果目標の設定 

サービス等の提供体制の確保に係る目標として、国の指針に則して

成果目標を設定するとともに京都府独自の目標も設定します。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

  令和元年度末時点における福祉施設入所者のうち、令和５年度末 

までに、１５０人以上の方がグループホーム等で生活することを引 

き続き目指します。 

 

 （参考）令和元年度末の福祉施設入所者数：２，３７３人 

 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

(1)障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の 

設置 

圏域ごとに設置した保健、医療、福祉の協議の場について市町村に 

も設置を促すとともに、市町村や市町村設置の協議の場と連携して、 

圏域の課題等に取り組みます。 

 

痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相談支 

援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人材の確 

保と質の向上を図ります。 

 

○ 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するた 

め、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事業者 

段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者機関で 

ある運営適正化委員会により、福祉サービスに関する苦情解決の 

体制整備とその適性な運用を図ります。 

 

○ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構によるサービス 

提供事業者の第三者評価を促進し、サービス提供事業者の組織運 

営及びサービス提供内容等の透明性を高めるとともに、サービス 

の質の向上・改善の支援と、障害福祉サービス等の情報の公表制度 

の運用を通じて利用者の適切なサービスの選択を支援します。 

 

第７章 計画の達成状況の点検及び評価 

本計画に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析を行い、各年

度において、「京都府障害者施策推進協議会（京都府障害者自立支援協

議会）」をはじめとした関係機関に対して、本計画の達成状況等の報告

を行うこととし、サービス基盤整備の状況等の点検及び評価を行いま

す。 

また、これらの状況、関連施策等の動向を踏まえつつ、必要があると

認めるときは、本計画を変更すること、その他計画達成のための対策を

講じます。また、その結果について、ホームページ等に公表します。 

 

 

第８章 計画の成果目標の設定 

サービス等の提供体制の確保に係る目標として、国の指針に則して

成果目標を設定するとともに京都府独自の目標も設定します。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

  令和４年度末時点における福祉施設入所者のうち、令和８年度末 

までに、１４０人以上の方がグループホーム等で生活することを引 

き続き目指します。 

 

 （参考）令和４年度末の福祉施設入所者数：２，２３１人 

 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

(1)障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の 

設置 

圏域ごとに設置した保健、医療、福祉の協議の場について市町村に 

 も設置を促すとともに、市町村や市町村設置の協議の場と連携して、 

圏域の課題等に取り組みます。 
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(2)精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 

令和５年度末の精神病床から退院後一年以内の地域における平均 

生活日数を、次のとおり設定し、地域移行を促進していきます。 

 

精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数： 

３１６日以上 

 

(3)精神病床における１年以上の長期入院患者 

令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数を、次 

のとおり設定し、地域移行を促進していきます。 

 

  精神病床における１年以上長期入院患者数：２，４４０人 

 

(4)精神科病床における退院率 

精神科病院への入院者について、次のとおり地域生活へ移行する 

ことを目指します。 

 

①令和５年度における入院後３箇月時点の退院率 ： ６９．１％以上 

②令和５年度における入院後６箇月時点の退院率 ： ８８．４％以上 

③令和５年度における入院後１年時点の退院率 ： ９３．１％以上 

 

（参考）令和元年６月の１箇月間の入院患者数：８５４人 

 

３ 地域生活支援拠点等の整備 

 

地域生活支援拠点等について、令和５年度までに圏域または各市 

町村の設置を目指します。 

 

（参考）令和２年４月１日現在の地域生活支援拠点数：８拠点 

 

（新規） 
 

 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行  

(1)福祉施設から一般就労への移行 

令和５年度における福祉施設から一般就労への移行者数につい 

て、令和元年度の移行実績を上回る４８０人以上を目指します。 

 

（参考）令和元年度の移行実績：３７８人 

 

（新規） 
 

 

 

(2)精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 

令和８年度末の精神病床から退院後一年以内の地域における平均 

生活日数を、次のとおり設定し、地域移行を促進していきます。 

 

精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数： 

３２５．３日以上 

 

(3)精神病床における１年以上の長期入院患者 

令和８年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数を、次 

のとおり設定し、地域移行を促進していきます。 

 

  精神病床における１年以上長期入院患者数：２，１１４人 

 

(4)精神科病床における退院率 

精神科病院への入院者について、次のとおり地域生活へ移行する 

ことを目指します。 

 

①令和８年度における入院後３箇月時点の退院率 ： ６８．９％以上 

②令和８年度における入院後６箇月時点の退院率 ： ８４．５％以上 

③令和８年度における入院後１年時点の退院率 ： ９１．０％以上 

 

（参考）令和４年６月の１箇月間の入院患者数：６２２人 

 

３ 地域生活支援の充実 

(1)地域生活支援拠点等の設置 

地域生活支援拠点等について、早期の圏域または各市町村の設置を 

目指します。 

 

（参考）令和５年４月１日現在の地域生活支援拠点数：１４拠点 

 

(2)強度行動障害がある人への支援体制の整備 

  強度行動障害がある人に関して、各市町村又は圏域において支援 

ニーズを把握し、支援体制の整備を進めます。 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行  

(1)福祉施設から一般就労への移行 

令和８年度における福祉施設から一般就労への移行者数につい 

て、令和４年度の移行実績を上回る５４０人以上を目指します。 

 

（参考）令和４年度の移行実績：４０５人 

 

(2) 就労移行支援事業による支援 

  令和８年度において、就労移行支援支援事業利用終了者に占める 

一般就労へ移行した者の 割合が５割以上の事業所が、就労移行支 

援事業所の５割以上を目指します。 
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（新規） 
 

 

 

(2)就労定着支援事業による支援 

就労定着支援事業においては、令和５年度における目標を次のと 

おり設定します。 

 

 ①就労定着支援事業の利用者：一般就労に移行する者のうち７割 

 

 ②就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所：全体の７割以上 

 

 

５ 障害児支援提供体制の整備等  

(1)児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

重層的な地域支援体制の構築に向け、令和５年度までに圏域また 

は各市町村に児童発達支援センターを設置することを目指し、設置 

を促すとともに、保育所等訪問支援について、府内全域においてサー 

ビス利用できるよう、提供体制の整備を促します。 

 

（新規） 
 

 

 

(2)難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図るために、 

中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚スク 

リーニング検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための体制 

を整備します。 

 

 

 

 

(3)児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

  重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ 

サービス事業所について、令和５年度までに各市町村に確保できる 

よう、事業所の整備を促します。 

 

(4)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

令和５年度までに、府域単位、圏域単位、市町村単位で、医療的ケ 

ア児の支援のため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関 

が連携を図るための協議の場の設置及び医療的ケア児に対する関連 

分野の支援を調整するコーディネーターの配置を促します。 

 

 

(3) 就労支援ネットワークの強化及び支援体制の構築 

各地域において就労支援ネットワークの強化や関係機関の 

連携した支援体制を構築し、一般就労への移行等を推進します。 

 

(4) 就労定着支援事業による支援 

  就労定着支援事業においては、令和８年度における目標を次のと 

おり設定します。 

 

 ①就労定着支援事業の利用者数：（令和３年度末実績の１．４１倍以 

上） 

 ②就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上と 

なる就労定着支援事業所の割合：２割５分以上 

 

５ 障害児支援提供体制の整備等  

(1)児童発達支援センターの設置 

重層的な地域支援体制の構築に向け、令和８年度までに圏域また 

は各市町村に児童発達支援センターを設置することを目指し、設置 

を促します。 

 

 

(2)地域社会への参加・包容の推進体制の構築 

  障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）推進体制の 

構築に向け、令和８年度までに全市町村で取り組むよう促します。 

 

(3)難聴児支援のための計画策定及び中核的機能を有する体制の構築 

難聴児の早期発見・早期治療を総合的に推進するための計画は、こ

本計画に盛込むこととし、難聴児支援のための早期発見・早期療育を総

合的に推進するため、市町村、児童発達支援センター、特別支援学校等

と連携した中核的機能を果たす体制の確保を進め、新生児聴覚スクリ

ーニング検査から療育につなげる体制整備のための協議の場の設置や

療育を遅滞なく実施するための体制整備、難聴児及びその家族への切

れ目のない支援の充実を図ります。 

 

(4)児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

  重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ 

サービス事業所について、令和８年度までに各市町村又は圏域に確 

保できるよう、事業所の整備を促します。 

 

(5)医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置等 

  引き続き、京都府医療的ケア児等支援センター（愛称「ことのわ」）

において、府域単位の協議の場を設けるとともに、圏域単位、市町村単

位でも、医療的ケア児の支援のため、保険、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設け、令和８年度まで

に、地域の医療的児等のニーズを勘案し、医療的ケア児に対する関連分
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第４期京都府障害者基本計画（R2-R5） 
第６期京都府障害福祉計画・ 

第２期京都府障害児福祉計画（R3-R5） 
障害者・障害児総合計画（仮称）（R6-R11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表）京都府障害者基本計画関連成果目標 

 （省略） 

 

 

 

 

(5)発達障害のある児童への支援の充実 

発達障害のある児童の早期発見・早期療育のため、年中児スクリー 

ニング（５歳児健診）及び事後支援（ソーシャルスキルトレーニング 

（SST）、ペアレントトレーニング、保育所・幼稚園の巡回支援等）を 

全市町村で取り組むよう促します。 

 

（新規） 
 

 

 

 

 
（新規） 
 

 

 

６ 京都府の取組について  

(1)京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしや 

すい社会づくり条例の普及・啓発について 

「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らし 

やすい社会づくり条例」について、パンフレットや事例集の作成・配 

布をはじめとした普及・啓発活動をさらに強化し、広く府民に理解を 

促します。 

 

(2)ヘルプマークの普及啓発について 

「ヘルプマーク」について、広く府民に理解を促すため、関係行政 

機関・教育機関・公共機関等に呼びかけ、普及・啓発活動をさらに強 

化します。 

 

(3)京都式農福連携の取組について 

本府において担い手の減少が進む農業分野と、障害のある人等の 

働く場の確保を求める福祉分野の連携を行う農福連携に取り組んで 

おり、農福連携を軸に障害のある人をはじめ地域の多種多世代の 

人々が地域の「担い手」となる地域共生社会づくりを推進します。 

 

・令和５年度までの農福連携事業所の工賃（賃金）支払総額：２億円 

 

 

 

 

野の支援を調整するコーディネーターの圏域又は市町村への配置を促

します。 

 

（削除） 
 

 

 

 

 

(6)障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場の設置 

障害児入所施設に入所している児童が１８歳以降、大人にふさわ 

しい環境へ円滑に移行できるように、地域の状況やニーズにより必

要がある場合は、令和８年度までに移行調整に係る協議の場を設けま

す。 

 

(7)相談支援体制の充実・強化等 

  自立支援協議会における個別事例の検討を通じて、地域サービス 

基盤の開発・改善等に取り組みます。 

 

６ 京都府の取組について  

(1)京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしや 

すい社会づくり条例の普及・啓発について 

「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らし 

やすい社会づくり条例」について、パンフレットや事例集の作成・配 

布をはじめとした普及・啓発活動をさらに強化し、広く府民に理解を 

促します。 

 

(2)ヘルプマークの普及啓発について 

「ヘルプマーク」について、広く府民に理解を促すため、関係行政 

機関・教育機関・公共機関等に呼びかけ、普及・啓発活動をさらに強 

化します。 

 

(3)京都式農福連携の取組について 

本府において担い手の減少が進む農業分野と、障害のある人等の 

働く場の確保を求める福祉分野の連携を行う農福連携に取り組んで 

おり、農福連携を軸に障害のある人をはじめ地域の多種多世代の 

人々が地域の「担い手」となる地域共生社会づくりを推進します。 

 

・令和８年度までの農福連携事業所の工賃（賃金）支払総額：●億円 

 

（別表）京都府障害者基本計画関連成果目標 

 （省略） 

 

 


